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区域整備計画（2022年４月） 見直し後（2023年９月）※１

2022年秋頃～

区域整備計画の認定

行政手続き・調査・準備工事の着手

2023年４月 区域整備計画の認定

2023年春頃～ 行政手続き・調査※２

2023年夏頃 実施協定の締結認可※３

実施協定・事業用定期借地権設定契約等の締結※３

2023年秋頃 液状化対策工事の着手

2023年春～夏頃

工事の発注及び着手

2024年夏頃 ＩＲ準備工事の発注及び着手

2025年春頃 ＩＲ建設工事の発注及び着手

2029年夏～秋頃

工事の完了

2030年夏頃 工事の完了

2029年秋～冬頃

ＩＲ施設の開業

2030年秋頃 ＩＲ施設の開業

 ＩＲ整備法に基づく各種手続き（区域認定、実施協定の締結の認可等）の期間、社会経済情勢の変動等を踏ま

えた建設期間及び事業費の協議・検討に要した期間等の現状を踏まえ、開業時期を１年程度見直し。

 見直し後のＩＲ事業の工程は、下表のとおり想定。

 大阪府・市及びＩＲ事業者は、世界最高水準のＩＲ実現及び早期のＩＲ開業と事業効果の発現に向け、今後も

公民連携して取り組む。

※１ 工程が最も早く進捗した場合の想定。なお、新型コロナウイルス感染症の収束状況、ＩＲ事業の税制上の取扱い及びカジノ管理規制の整備状況、夢洲

特有の地盤性状への対応状況、工事環境等によっては、ＩＲ事業の工程は１～２年程度後ろ倒しとなる可能性がある。

※２ 区域整備計画の認定後の実施工程のみを示す。

※３ 国土交通大臣による実施協定締結の認可の時期は推測（実施協定の認可の時期によって、ＩＲ事業にかかる他の工程は変動する。）。

【ＩＲ事業の工程】

２

ＩＲ事業の工程の変更について



ＩＲ事業費（初期投資額）の変更について

 大阪ＩＲの事業費（初期投資額）について、建設資材価格等の高騰の影響により、約１兆800億円から

約１兆2,700億円へと増加（約17％・約1,900億円増）。

 事業者においては、建設コストの上昇による影響を抑制するため、これまでも、大阪ＩＲの魅力・集客

力や必要となる施設の規模・機能等を維持しながら、経費削減に取り組んできたが、今後も引き続き、

事業費圧縮に向け努力。

 事業費増加に伴い必要となる追加資金調達については、中核株主（合同会社日本MGMリゾーツ及びオ

リックス株式会社）による出資額の増額により対応。

項 目 区域整備計画 変更後

初期投資額 約１兆800億円 約 １兆2,700億円

資金計画
借入 約 5,500億円

出資 約 5,300億円

借入 約 5,500億円

出資 約 7,200億円※

※合同会社日本MGMリゾーツ約3,060億円、オリックス株式会社約3,060億円、少数株主全体約1,060億円

３

【初期投資額及び資金計画】



ＩＲ関連協定等の締結について

 世界最高水準の成長型ＩＲの誘致実現を図ることで、成長産業である観光分野の基幹産業化を図るとともに、

大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとして、その成長力及び国際競争力を持続的に強化し、観光や地

域経済の振興、財政の改善への貢献を持続的に発現していくことが必要。

 ＩＲ事業は長期間にわたって安定的かつ継続的な運営が確保されることが極めて重要であり、ＩＲ実現に向

けて、事業者と適切にリスク分担を図りながら、今後、実施協定等を締結し、着実に取り組んでいく。

協定等 締結主体 概要

実施協定
大阪府

大阪ＩＲ株式会社

 認定都道府県としての大阪府及び大阪ＩＲ株式会社が協力して認定区域整備計画の

着実な実施を図ることを担保するため、また、長期間にわたる安定的で継続的な設

置運営事業の実施に向けて、設置運営事業の具体的な実施体制及び実施方法に関す

る事項等、ＩＲ整備法第13条第１項で定める事項その他必要な事項を規定

事業用定期借地権

設定契約

大阪市

大阪ＩＲ株式会社

 ＩＲ事業の実施に必要となる土地権原として、土地所有者としての大阪市と大阪Ｉ

Ｒ株式会社との間で、ＩＲ事業用地について借地借家法第23条第１項に定める事業

用定期借地権設定契約を締結の上、大阪ＩＲ株式会社を賃借人とする借地権を設定

立地協定

（立地市町村等）

大阪府・大阪市

大阪ＩＲ株式会社

 ＩＲ事業の実施に際し、認定都道府県としての大阪府、ＩＲ整備法第６条第３項に

定めるＩＲ区域が立地する立地市町村等（指定都市）としての大阪市及び大阪ＩＲ

株式会社の三者の間で約定しておくべき事項を規定

立地協定

（土地所有者）

大阪府・大阪市

大阪ＩＲ株式会社

 ＩＲ事業の実施に際し、認定都道府県としての大阪府、土地所有者としての大阪市

及び大阪ＩＲ株式会社の三者の間で約定しておくべき事項を規定

４

【ＩＲ関連協定等】



事業前提条件の状況と対応について

【事業者の見解】

 判断基準日において事業前提条件が成就していないものと判断。

 事業実現に向けた意思に変わりはなく、引き続き、事業実現に向けて必要な手続きや準備を進め、事業

実現に向けて最大限尽力してまいりたい。

 他方で、条件が成就していない現状においては、最終的な事業実施判断を行うことができる状況にない。

 現時点においては、基本協定を解除しないこととし、条件に基づく解除権を規定する等、合理的に必要

な範囲の修正を行ったうえで実施協定の認可申請を行っていきたい。

【府市の考え】

 判断基準日において事業前提条件が充足しておらず、最終的な事業実施判断ができないことにも相応の

合理性がある。

 SPCは、継続的に相当の資金投下をしながら、設計、調査、工事調整等の各種準備作業を進めていると

ころであるが、今般の約1,900億円にのぼる事業費増加に対しても、中核株主２社自らの追加投資という

非常に大きな経営判断を行うなど、事業実現に向けた強い意志を有するとともに、事業実施に向けた具

体的な事業進捗も認められる。

 条件未充足の場合におけるSPCの解除権を実施協定に規定した上で、引き続き、府、市及びSPCで緊密

に協力・連携し、実施協定の認可申請を含め、事業実現及び早期開業に向けて必要な手続き及び準備を

進めていく。

５



項 目 内 容

拡張整備

【開業後10年以内】

展示等施設６万㎡以上の拡張計画決定

【事業期間内】

展示等施設10万㎡以上、宿泊施設3,000室以上の拡張

計画決定・実施

※整備の時期・規模等は、新型コロナウイルス感染症による影響

等も含め、需要動向、施設の状況、事業者の財務状況、土地

課題対策費用の債務負担行為設定状況等を踏まえて、必要

に応じて見直す。

※拡張整備に伴い土地課題対策が必要となる場合において、市

が債務負担行為を設定しない場合は、SPCは拡張計画の見直

し協議の申し入れができ、見直しのために誠実に協議。

拡張予定地

拡張予定地の取り扱いは全部開業から10年以内に、SPCの

意向や土地課題対策費用の債務負担行為の設定状況等を

踏まえ決定。

事業前提条件

に基づく解除

• SPCの解除権を設定(行使期限：2026年９月末)

（主な条件）

税務上の取扱い、カジノ管理委員会規則：国際競争力・国

際標準の確保

資金調達：融資契約の締結、融資実行の合理的見込み

開発：土地・土壌に関する市における適切な措置の実施 等

新型コロナウイルス感染症：観光需要の回復の見込み 等

• 府の解除権を設定（合理的理由なく、SPCが全部開業に

向けた活動を行っていない場合）

項 目 内 容

協定名称
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 実施

協定書

契約主体 大阪府（府）、大阪ＩＲ株式会社（SPC）

事業期間

当初：最初の認定日から35年間（発効日から2058

年４月13日まで）

延長：原則30年間（府・SPCの合意で伸縮可能）

※事業者は事業期間の満了にあたって延長を申し出ること

ができ、大阪・関西圏の持続的な経済成長や国際観光

拠点の強化等の観点等から、ＩＲ事業の継続を前提に

投資計画含めて協議

保証金

①事業前提条件充足日まで

12.7億円（賃料６ヵ月分相当額）

②全部開業まで

38億円（賃料１年６ヵ月分相当額）

③当初認定期間まで

25.3億円（賃料１年分相当額）

④当初認定期間以降

12.7億円（賃料６ヵ月分相当額）

親会社保証

•ＭＧＭリゾーツ・インターナショナル及びオリックス株式会社

•全部開業までの間、府・市に対する金銭債務を保証

※保証限度額：各社126.5億円

• SPCへの資金拠出義務 等

違約金
• SPCの債務不履行による解除等 賃料10年分

（但し、着工まで賃料６ヵ月分、全部開業後賃料５年分）

インフラ
負担金

• SPCは市が実施する公共インフラ整備に要する費用の

一部として、202億5000万円を負担

(ＩＲ事業用地引渡日：10％ 開業後1年以内：90％)

ＩＲ関連協定等（案）の重要項目：①実施協定

６



項 目 内 容

リスク分担

ＩＲ事業に係るリスクは、実施協定に別段の定めがある場合

（次のような事由）及び専ら府の帰責事由によって生じた場合を

除き事業者が負う。

【不可抗力等】

 SPCは、自らの費用・責任においてIR事業を復旧及び継続

する努力を行い、府はこれに協力。但し、必要な範囲で区域

整備計画等の見直しの協議を申し入れできる。

 不可抗力等により履行困難となった実施協定上の義務は、

実施協定の定めに従い免責。

【法令等変更】

 法令等（府の条例等を除く）の変更等によりSPCに損害等

が生じるときは、SPCが負担する。但し、必要な範囲で区域

整備計画等を見直しの協議を申し入れできる。

 IR事業にのみ適用されSPCに不当な影響を及ぼす府の条

例変更等により、SPCに損害等が生じた場合は、府は損害

等を必要かつ相当な範囲で補償。

その他

・ 資金調達義務

・ 金融機関協議

・ 設計・建設・開業・運営等各プロセス

・ 認定区域整備計画の更新時の協議・必要手続

・ 事業期間延長時等の協議・必要手続

・ カジノ事業等適正業務確保

・ カジノ収益活用、地域振興 等

項 目 内 容

モニタリング
SPCによるセルフモニタリング、府によるモニタリング、是

正要求措置 等

継続判断

基準

• 府は、以下の各号の場合を含め公益上必要と認め

る場合、区域整備計画の認定の更新申請を行わ

ないことができ、取消の申請をすることができる。なお、

以下の事由による場合、府は、SPCに対して、一切

の責任を負わない

①実施協定に定めるSPCの債務不履行等による

解除事由に該当する事態が生じた場合

② モニタリング基本計画に定める極めて重大な違

反又は不履行に該当する事象が生じ、改善命

令を行ったにもかかわらず、改善されなかった場合

③ SPCの責めに帰すべき事由により、ＩＲ事業の

継続的な運営に著しい支障が生じ、事業継続

が困難であると判断される場合

• 府が、継続判断基準以外の事由により認定の更新

の申請を行わない場合等は、府は、SPCが現実に

被った通常生ずべき損害(逸失利益は除く)をSPC

に補償

実施協定終

了時の措置

• 府は事業承継又は再公募等によりＩＲ事業の継

続が図られるよう努力し、SPCは誠実に協力

• 仮に、ＩＲ事業が継続されない場合であっても、

SPCが所有する資産については、有効活用が図ら

れるよう、誠実に協議を実施

ＩＲ関連協定等（案）の重要項目：①実施協定
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項 目 内 容

契約不適合責
任

• 本契約及び立地協定（土地所有者）に定める場合を

除き、市は一切の責任を負わない。

土地課題対
策の実施・
費用負担

• 土地課題対策（土壌汚染対策、液状化対策、地中障

害物撤去）はSPCが実施し、増加負担のうち妥当と認

める額を市が負担（拡張整備時も同様）。

• 土地引渡し及び建設着工が行われた場合に、債務負担

行為（事項・期間・限度額）の範囲内で、支払期日に

実施協定が有効に存続していることを条件に、市が合理

的に判断する範囲で支払う。

• SPCの帰責事由により、開業までに実施協定・本契約等

が解除された場合、SPCは支払いを受けた土地課題対

策費用を市に返還。

特定地中
埋設物撤去

• 通常想定し得ない地中埋設物の存在が判明した場合の

み、市が除去工事等の費用を負担。

地盤沈下
対策

• SPCは必要となる地盤沈下対策等を適切に実施。

• 市が使用した埋立材の原因により、通常の想定を著しく

上回る大規模な地盤沈下等が生じ、通常予測され得る

程度を超える地盤沈下対策等が必要と見込まれる場合

のみ、市が当該地盤沈下対策等の費用を負担。

原状回復義務 ＩＲ施設を除去し、原状回復の上、市に返還。

基礎杭・
仮設構造物
（地中）

• 基礎杭及び仮設構造物は、撤去困難性・地盤影響等

を踏まえ残置承認。

• 但し、仮設構造物については、将来の支障可能性を踏ま

え、SPCによる賃料66ヵ月分の支払いが条件。

• 残置構造物の情報の記録・保存・提供等や有益費償

還請求権の放棄をSPCに義務付け。

項 目 内 容

契約名称
大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事

業用定期借地権設定契約書（公正証書により締結）

契約主体 大阪市（市）、大阪ＩＲ株式会社（SPC）

賃料

428円/月・㎡

• 5年毎に賃料改定

改定後の賃料＝改定前直近賃料×スライド率

スライド率：(名目GDP変動率＋市消費者物価指数変動率)/２

• 当初10年間は不増額

賃貸借期間

最初の引渡日から2058年４月13日まで

• 土地課題対策又は事業前提条件に起因して開業時

期が遅延した場合及び沈下対策に起因して原状回復

期間が通常を超える場合の延長枠組みを設定（原則、

賃料は不動産鑑定に基づき市が決定）。

賃貸借期間

満了後の取り

扱い

• ＩＲの事業期間が延長される場合は、延長期間に応

じた新たな借地契約を締結。

• 賃料は、事業実施状況、再投資計画、事業環境や延

長前の賃料等諸条件を総合的に勘案して、府・市・

SPCが協議のうえ市が決定。

保証金 賃料66ヵ月分

違約金
用途違反等 賃料１年分相当額

暴力団員等関係 賃料18ヵ月分相当額 等

ＩＲ関連協定等（案）の重要項目：②事業用定期借地権設定契約書

８



項 目 内 容

協定名称 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に関する協定

趣旨

大阪・夢洲地区におけるＩＲ区域の立地及び整備並びに設置運営事業の円滑な実施及び継続を図るため、府、府と共

同してＩＲ区域の整備を推進する立地市町村等としての市及びSPCの役割分担並びにＩＲ区域の立地及び整備に関

し必要な事項について定めるもの。

契約主体 大阪府（府）、立地市町村としての大阪市（市）、大阪ＩＲ株式会社（SPC）

継続判断基準

• 市は、以下の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、区域整備計画の作成又は更新申請の同意を行わないこと

ができる。なお、以下の事由により同意しない場合、市は、SPCに対して、一切の責任を負わない。

① 実施協定又は事業用定期借地権設定契約に定めるSPCの債務不履行等による解除事由に該当する事態が生じ

た場合

② モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行に該当する事象が生じ、改善命令を行ったにもかかわら

ず、改善されなかった場合

③ SPCの責めに帰すべき事由により、ＩＲ事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、事業継続が困難であると判断さ

れる場合

• 市が、継続判断基準以外の事由により区域整備計画の作成又は更新申請にかかる同意をせず、認定の更新がなされ

なかった場合は、市は、SPCが現実に被った通常生ずべき損害(逸失利益は除く)をSPCに補償。

法令等変更
•本事業にのみ適用されSPCに不当な影響を及ぼす市の条例変更等により、SPCに損害等が生じた場合は、市は損害

等を必要かつ相当な範囲で補償。

その他

その他、府、市及びSPC間で定めておくべき内容を規定

・ 設計・建設・開業・運営等各プロセス ・ 展示等施設や宿泊施設の拡張整備 ・ 拡張予定地整備

・ 夢洲全体の地盤沈下管理 ・ カジノ収益活用、地域振興 ・ 金融機関協議

・ 認定区域整備計画の更新時の３者協議・必要手続 ・ 事業期間延長時の３者協議・必要手続

・ 実施協定終了時の措置（資産の有効活用等） ・ 不可抗力等発生時の措置（３者協力） 等

ＩＲ関連協定等（案）の重要項目：③立地協定（立地市町村等）

９



ＩＲ関連協定等（案）の重要項目：④立地協定（土地所有者）

項 目 内 容

協定名称 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に係る土地使用等に関する協定

趣旨

大阪・夢洲地区におけるＩＲ区域の整備並びに設置運営事業の円滑な実施及び継続を図るため、府、土地所有者とし

ての市及びSPCの役割分担並びにＩＲ区域やＩＲ区域拡張予定地及びその使用等に関し必要な事項について定める

ことを目的とする。

契約主体 大阪府（府）、土地所有者としての大阪市（市）、大阪ＩＲ株式会社（SPC）

インフラ負担金
• SPCは市が実施する公共インフラ整備に要する費用の一部として、202億5000万円を負担

（ＩＲ事業用地の引渡日：10％ 開業後１年以内：90％）

拡張予定地の暫定利用 • SPCは、開業日の１年前までに府・市と協議の上、附帯事業に用いるため、拡張予定地を暫定利用することができる。

夢洲全体の地盤沈下管理
•市及びSPCは、大阪・夢洲地区の国際観光拠点開発における地盤沈下管理の取扱いの重要性を認識し、大阪・夢洲

地区における適切な地盤沈下対策の実施等に係る事項を定めることについて別途書面で確認。

その他

その他、府、市及びSPC間で定めておくべき内容を規定

・ 土地課題対策の実施・費用負担 ・ 特定地中埋設物撤去 ・ 地盤沈下対策 ・ 拡張予定地整備

・ 臨港緑地の土地使用権等 ・ グリーンテラスゾーンの利用 ・ 金融機関協議

・ 事業期間延長時の３者協議・必要手続 ・ 実施協定終了時の措置（資産の有効活用等）

・ 不可抗力等発生時の措置（３者協力等） 等

10
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※計画・構想中の内容を含む現段階での想定であり、今後変更することがある。
※太陽光発電事業区域の具体的な利用範囲・面積は府・市、大阪広域環境施設組合との協議により決定

駅前広場（交通広場）
（約１ha）

敷地Ｃ
（本件臨港緑地約2.6ha ）

敷地Ａ（本件ＩＲ区域 約39ha）

駅前広場
（エントランス広場）

第２期

第３期

外周道路（公共道路）

※２・３期区域の外周道路の配置は、
夢洲まちづくり構想を踏まえたイメージ

夢咲トンネル

至咲洲

第１期

至舞洲

物流ゾーン

グリーンテラス
ゾーン

本件ＩＲ区域／本件土地

本件臨港緑地

夢舞大橋

ＩＲ区域拡張予定地

太陽光発電事業区域

太陽光発電事業区域

大阪・夢洲地区

夢洲１
敷地D

（ＩＲ区域拡張予定地
約６ha）

ＩＲ関連協定等（案）の重要項目：大阪・夢洲地区
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資料３ 

令和 5年 9月 

 

「実施協定」の骨子案 

 

１．協定名称 

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 実施協定書 

 

２．趣旨 

府と SPC が協力して認定区域整備計画の着実な実施を図ることを担保するため、また、

長期間にわたる安定的で継続的な設置運営事業の実施に向けて、設置運営事業の具体的な

実施体制及び実施方法に関する事項等、IR 整備法第 13 条第 1 項に規定する事項について

定めるもの。 

 

３．協定締結主体 

大阪府及び大阪ＩＲ株式会社 

 

４．締結日 

※IR 整備法第 13 条第 2 項に基づく国土交通大臣による本実施協定の認可の後、速やか

に締結 

 

５．有効期間 

発効日から本事業期間の終了日まで 

 

６．主な規定項目及び概要 

(1) 総則 

① 認定区域整備計画の実施等 

ア SPC は、認定区域整備計画の意義及び目標を実現すべく、認定区域整備計画に定め

られた施策及び措置等を実施し、設置運営事業を遂行。 

イ 府は、IR区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有

害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定・実施。認定区域整備計画の

意義及び目標を実現すべく府市共同して取り組み、認定区域整備計画に定められた

施策及び措置等を実施。 

ウ これらの実施等に当たって、府及び SPC は、相互に誠実に協力。 

② 事業日程 

ア 建設及び整備の着工予定期日：2025 年春頃 

イ 建設工事の完了予定時期  ：2030 年夏頃 

ウ 開業予定時期（全部開業） ：2030 年秋頃 

③ 本件 IR 施設及び投資額 

設置運営事業において SPC が設置・運営する本件 IR 施設及び投資額は、認定区域整

備計画のとおり。 

④ 履行保証金 

ア 事業前提条件充足日まで：12.7 億円（賃料 6ヵ月分相当額） 

イ 全部開業まで     ：38 億円（賃料 1年 6ヵ月分相当額） 

ウ 当初認定期間まで   ：25.3 億円（賃料 1年分相当額） 

エ 当初認定期間以降   ：12.7 億円（賃料 6ヵ月分相当額） 
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⑤ 親会社の保証 

ＭＧＭリゾーツ・インターナショナル及びオリックス株式会社による全部開業まで

の連帯保証（保証額の上限はそれぞれ 126.5 億円）及び資金拠出義務。 

⑥ 費用負担及び資金調達 

本実施協定、事業用定期借地権設定契約又は立地協定に別途定める場合を除き、設置

運営事業に係る費用は、全て SPC が負担。それらを含め設置運営事業に要する資金調達

は、全て SPC の責任にて実施。 

⑦ 金融機関との協議 

府は、必要と認めた場合は、設置運営事業に関して、SPC に融資等を行う金融機関と

の間で協定を締結することが可能（SPC は当該協定の締結に協力）。 

⑧ その他、許認可の取得等、監督官庁等への対応、関連協議会への参加・協力に関する義

務等 

 

(2) IR 区域の土地使用権等 

① SPC は、市との間で、本件土地について事業用定期借地権設定契約を締結。 

② SPC は、市との間で、本件臨港緑地の使用、IR 区域拡張予定地の暫定利用、グリーンテ

ラスゾーン（太陽光発電事業区域）の利用に必要となる手続き等を実施。 

 

(3) 認定区域整備計画の取扱い等 

① 区域整備計画等の変更手続き 

ア 府及び SPC は、事業基本計画、事業条件、認定区域整備計画、長期構想又は本特定

合意内容の変更の必要が生じた場合は、相手方に対し変更申入れを行い誠実協議。 

イ 府及び SPC は、協議の結果、変更を行うこととなった場合、変更の実施に向け、相

互に誠実協力し、必要な対応を実施。 

ウ 変更に伴う増加費用は、SPC が負担。但し、専ら府の事情に基づく場合は、当該費

用の全部又は一部を負担（府は、本実施協定及び立地協定（立地市町村等）に定め

るSPCの再投資義務に基づく限りにおいて、SPCに負担協力を求めることが可能。）。 

② 区域整備計画の更新手続き 

ア SPC は、府と協議の上で、認定区域整備計画の有効期間の満了日の属する年度の 3

年前の年度の 12 月末日までに、更新申請用の区域整備計画の素案を作成して府に

提出し、府と協議。 

イ SPC は、前記の協議結果を踏まえて、認定区域整備計画の有効期間の満了日の属す

る年度の前々年度の 5月末日までに、更新申請用の区域整備計画の案を府の最終確

認を得るため府に提出し、府は合理的に必要な期間内に最終確認を行う。 

ウ 府は、更新用計画作成同意が得られるよう合理的な範囲において誠実に努力。また、

市及び公安委員会との協議、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために

必要な措置その他 IR 整備法第 10 条第 4項に基づき必要となる対応を講じ、府議会

に対し、更新申請付議を行う。 

エ 府及び SPC は、更新申請議決を経た場合には、国土交通大臣に対して、速やかに更

新用区域整備計画の認定の更新を申請。府は、更新申請前同意が得られるよう合理

的な範囲において誠実に努力し、SPC は、更新申請が円滑に行われるよう合理的な

範囲において誠実に協力する。 

第 20 条（区域整備計画の認定の更新） 

1  SPC は、府と協議の上で、認定区域整備計画の有効期間の満了日の属する年度の 3年前の年度の 12 月末日

までに、本事業関連書類の内容を踏まえて更新申請用の区域整備計画の素案（但し、府において作成する公
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共施策に関する事項を除く。）を作成して府に提出し、その内容について府と協議を行うものとする。 

2  SPC は、前項の協議結果を踏まえて、認定区域整備計画の有効期間の満了日の属する年度の前々年度の 5月

末日までに、本事業関連書類及び IR 整備法第 9 条第 11 項各号に規定する要件を充足し、実施方針及び本事

業関連書類に定められた設置運営事業の意義等に照らし又は更新用計画作成同意、更新申請前同意若しくは

更新申請議決を得る観点から府が合理的に要請する内容を盛り込んだ更新申請用の区域整備計画の案（但し、

府において作成する公共施策に関する事項を除く。）を府の最終確認を得るため府に提出するものとする。府

は合理的に必要な期間内にこれらの案の最終確認を行うものとし、府は、最終確認を行った場合、その旨を

SPC に書面により通知するものとする（府の最終確認を得かつ府において作成する公共施策に係る事項が盛

り込まれた更新申請用の区域整備計画の案を「更新用区域整備計画」という。）。但し、府は合理的理由なく

最終確認を拒絶、留保又は遅延してはならない。なお、SPC は、府から要請があった場合には実務上合理的な

範囲で速やかに、更新用区域整備計画及びその案の内容（但し、府において作成する公共施策に関する事項

を除く。）並びにこれに関連する一切の資料及び情報を提供する。府は、SPC が本項に定める義務を履行する

ために必要となる情報の提供を可能な限り速やかに行うよう努める。 

3  府は、前項に基づき受領した更新申請用の区域整備計画の案について、本事業関連書類の内容若しくは IR

整備法第 9条第 11 項各号に規定する要件を充足しない場合、又は、実施方針及び本事業関連書類に定められ

た設置運営事業の意義等に照らし若しくは更新用計画作成同意、更新申請前同意又は更新申請議決を得る観

点から是正又は修正の必要が合理的に認められる場合には、SPC と協議の上、SPC に対し、該当する箇所を特

定した上で、府が要請した日から 30 日以内に SPC 自らの責任及び費用により当該内容について合理的な範囲

において是正又は修正するよう求めることができるものとする。府は、SPC が本項に定める義務を履行する

ために必要となる情報の提供を可能な限り速やかに行うよう努める。 

4  府は、更新用区域整備計画の作成に際し、更新用計画作成同意が必要な場合、かかる同意が得られるよう

合理的な範囲において誠実に努力するものとし、SPC はこれに誠実に協力するものとする。 

5  府は、更新用区域整備計画の作成に際し、市及び公安委員会との協議、公聴会の開催その他の住民の意見

を反映させるために必要な措置その他 IR 整備法第 10 条第 4 項に基づき必要となる対応を講じるものとし、

SPC はこれらの実施に誠実に協力するものとする。 

6  府は、前五項の規定に基づき更新用区域整備計画が作成された場合、当該更新用区域整備計画について、

府議会に対し、更新申請付議を行うものとする。なお、SPC は、更新申請付議が円滑に行われるよう合理的な

範囲において誠実に協力するものとする。 

7  府が更新申請付議をしたにもかかわらず、更新申請議決が行われなかった場合、府及び SPC は、更新用区

域整備計画の内容を修正する等の方策を講じることにより、更新申請議決が行われるよう合理的な範囲にお

いて誠実に努力するものとする。 

8  府及び SPC は、更新用区域整備計画の認定の更新の申請について更新申請議決を経た場合には、更新用区

域整備計画について、IR 整備法第 10 条第 3 項に基づき、認定の更新申請を速やかに国土交通大臣に対して

行うものとする。なお、府は、当該認定の更新申請までに、更新申請前同意が得られるよう合理的な範囲に

おいて誠実に努力するものとし、SPC は当該同意の取得を含め、当該認定の更新申請が円滑に行われるよう

合理的な範囲において誠実に協力するものとする。 

9  前項の規定に従い更新用区域整備計画の認定の更新の申請が国土交通大臣に対して行われたにもかかわら

ず、更新用区域整備計画の認定の更新が受けられなかった場合、府及び SPC は、国土交通大臣による更新が

受けられるよう合理的な範囲において誠実に努力するものとする。 

10 更新用区域整備計画の認定に当たり、国土交通大臣により IR 整備法第 10 条第 4 項が準用する同法第 9 条

第 13 項に基づく条件が付された場合には、府及び SPC は、当該条件の充足に必要な対応について速やかに協

議を行うものとし、かかる協議の結果に従い、当該条件の充足に必要な措置を実行する。 

11 第 4 項、第 6 項、第 7 項乃至第 9 項の規定に基づく努力等にもかかわらず、認定区域整備計画の有効期間

の満了日の 3 か月前（IR 整備法第 10 条第 3 項但書により国土交通大臣が別に期間を定める場合は当該期間

の終期）までに、更新用計画作成同意、更新申請前同意、更新申請議決又は国土交通大臣による認定の更新



 

4 

が得られなかった場合、府及び SPC は、以後の対応について誠実に協議するものとする。 

12 府及び SPC は、認定区域整備計画の認定の更新を行うに当たって、認定区域整備計画の変更がある場合に

は、本条の規定に加え第 18 条の規定に基づき対応するものとする。 

13 本条に定める認定区域整備計画の認定の更新手続は、本事業期間の満了日までに有効期間が満了する全て

の認定区域整備計画に適用されるものとするが、本事業期間の満了日（第 88 条乃至第 94 条の規定に基づき

本事業期間の延長がなされた場合には延長後の満了日）の翌日以降の期間を含む区域整備計画については適

用されないものとする。 

 

③ 区域整備計画の継続判断基準 

ア 府は、次の場合を含め公益上必要と認める場合、認定区域整備計画の認定の更新の

申請を行わないことができ、認定区域整備計画の認定の取消しの申請をすることが

できる。 

a. 本実施協定に定める SPC の債務不履行等による解除事由に該当する事態が生じ

た場合。 

b. モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行が生じ、府が SPC

に対して改善命令を行ったにもかかわらず、その状態が修復されなかった場合。 

c. SPC の責めに帰すべき事由により設置運営事業の継続的な運営に著しい支障が

生じ、設置運営事業の継続的な運営が困難であると客観的かつ合理的に判断さ

れる場合。 

イ 府は、認定区域整備計画の認定の更新の申請又は取消しの申請を行うか否かを判断

するに際して、その要否・是非等につき、SPC に意見の提出を求めた上で、予め IR

事業評価委員会に諮問。 

ウ 更新用計画作成同意若しくは更新申請前同意が得られないことにより、又は、市会

への付議を市が行わないことにより（地方自治法第 96 条第 2 項に基づき市会の議

決事項とされている場合に限る。）若しくは前記アのいずれかの事由により、府が認

定区域整備計画の認定の更新の申請をせず又は認定の取消しの申請をする場合、府

は、SPC に対し、一切の責任を負わない。 

第 21 条（区域整備計画の継続判断基準） 

1  府は、次の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、第 20 条の規定にかかわらず、認定区域整備計画の

認定の更新の申請（更新申請付議及び更新申請議決を含む。以下、本条及び第 94 条において同じ。）を行わ

ないことができ、また、認定区域整備計画の認定の取消しの申請をすることができるものとする。 

(1) 第 99 条第 1項及び第 2項に規定する解除事由に該当する事態が生じた場合。 

(2) モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行が生じ、府が SPC に対して改善命令を行った

にもかかわらず、その状態が修復されなかった場合。但し、当該状態が相当の期間内に修復される見込み

がある場合はこの限りでない。 

(3) 前二号に定めるほか、SPC の責めに帰すべき事由により設置運営事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、

設置運営事業の継続的な運営が困難であると客観的かつ合理的に判断される場合。但し、当該状態が相当

の期間内に修復される見込みがある場合はこの限りでない。 

2  府は、前項に定める認定区域整備計画の認定の更新の申請又は認定区域整備計画の取消しの申請を行うか

否かを判断するに際して、前項各号に定める事由の存否等を含め、更新の申請又は取消しの申請の要否・是

非につき、SPC に意見の提出を求めた上で、予め IR 事業評価委員会に諮問するものとする。 

3  府は、前項に定める IR 事業評価委員会への諮問を行う場合及び当該諮問への答申がなされた場合には、

SPC に対してその旨及び内容を速やかに通知するものとする。 

4  更新用計画作成同意若しくは更新申請前同意が得られないことにより、又は、市会への付議を市が行わな
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いことにより（地方自治法第 96 条第 2 項に基づき市会の議決事項とされている場合に限る。）若しくは第 1

項各号のいずれかの事由により、府が認定区域整備計画の認定の更新の申請をせず又は認定区域整備計画の

認定の取消しの申請をする場合、府は、SPC に対し、名目の如何を問わず、一切の責任を負わないものとす

る。 

 

(4) 本事業関連施設の設計、建設・整備 

① SPC による本事業関連施設の設計、建設・整備、各種調査等の実施義務 

② 第三者への委託・請負に係る SPC の IR 整備法第 94 条（契約の締結の制限）に従った

（カジノ免許取得前はこれに準じた）対応及び府への通知義務 

③ 府による施工計画書の承認手続き 

④ SPC による工事進捗状況の府への報告手続き 

⑤ 本事業関連施設の建設及び整備の着工予定期日が遅延する場合並びに本件 IR 施設の完

成予定日が遅延する場合の協議・承諾等の手続き 

⑥ SPC が設計・施工計画書・工期等を変更する場合の府との協議・承諾等の手続き 

⑦ 設計完了時及び完工時における府の確認手続き 

⑧ 公共インフラ整備等関係者との協議・調整、公共インフラ整備等の円滑推進のための協

力義務 

⑨ 万博開催期間中の工事実施に関する遵守事項等 

ア 万博会場に対して交通アクセス・騒音・振動・粉塵等の悪影響が生じることを防止

するための適切な対策 

イ 万博会場に対する影響が特に大きいものについては、工事工程及び施工方法等につ

いて、府及び市その他の関係者との調整 等 

⑩ SPC の建設期間中の保険加入、府への提示義務 等 

⑪ 公共帰属施設の引渡し義務 等 

 

(5) IR 施設の開業 

① SPC による開業準備状況の報告、IR施設の開業に係る府・SPC の協議、国への届出等の

手続き 

② 開業時期が遅延するおそれがある場合の SPC による府への報告・協議義務、開業時期の

変更手続き 等 

 

(6) IR 施設の運営等 

① SPC による IR施設等の維持管理及び運営の実施義務 

② 第三者への委託・請負に係る SPC の IR 整備法第 94 条（契約の締結の制限）に従った対

応及び府への通知義務 

③ SPC による警察に対する一部施設の無償供与義務 

④ SPC による府・市関連事業への協力努力義務 

ギャンブル依存症対策、治安・地域風俗環境対策、地域の合意形成、オール大阪での

MICE 誘致、夢洲のまちづくり及び周辺エリアとの連携、エリアマネジメント、エネル

ギーマネジメント、ICT 等の技術を活用したデータの利活用、係留施設等の公共的利用、

外周道路・交通広場の日常管理 等 

⑤ SPC による地域振興施策の実施・報告義務 

⑥ SPC の運営期間中の保険加入、府への提示義務 等 
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(7) カジノ事業の実施等 

① SPC は、自己の費用と責任において、2033 年 11 月末日又は府及び SPC が別途合意した

日までに、カジノ免許その他のカジノ施設の維持管理及び運営に必要な許認可を取得

し、カジノ関連機器等に係る検査に合格。 

② SPC によるカジノ事業その他のカジノ施設の維持管理及び運営義務 

③ SPC による IR 関係法令等に従った納付金・入場料の徴収及び国への納付義務並びに府

による検査への協力 等 

 

(8) 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置 

① 府及び SPC は、認定区域整備計画等における関係者の役割分担に基づき、緊密に連携し

て施策及び措置を実施。 

② 府は、本事業関連書類に基づき、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため

の施策及び措置を実施（SPC は府の施策及び措置に協力）。 

③ SPC は、本事業関連書類に基づき、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するた

めの施策及び措置を実施（府は必要に応じて指導及び監督）。 

④ SPC によるインフラ整備費用の負担 

 SPC は、市が実施する公共インフラ整備に要する費用の一部として 202 億 5000 万円

を負担（10％を本件土地の引渡日までに、残額を開業後 12か月以内に、市に支払う）。 

 

(9) カジノ施設の設置・運営に伴う有害影響排除を適切に行うために必要な施策及び措置 

① 府及び SPC は、認定区域整備計画等における関係者の役割分担に基づき、緊密に連携し

て施策及び措置を実施。 

② 府は、ギャンブル依存症対策や治安・地域風俗環境対策といったカジノ施設の設置及び

運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため必要な施策及び措置を実施（SPC は府の

施策及び措置に協力）。 

③ SPC は、IR関係法令等その他の法令等を遵守し、ギャンブル依存症対策や治安・地域風

俗環境対策といったカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う

ため必要な施策及び措置を実施（府は必要に応じて指導及び監督）。 

 

(10)カジノ事業の収益の活用 

① 再投資義務 

ア SPC は、カジノ事業収益を、IR 関係法令等及び本事業関連書類に従って、本件 IR施

設等の整備その他設置運営事業の事業内容の向上並びに府及び市が実施する認定

区域整備計画に関する施策への協力に充当。 

イ SPC は、カジノ事業収益について、カジノ事業が本件 IR区域の整備の推進のため特

別に認められるものであることに鑑み、IR 整備法第 37 条第 1 項の規定による国土

交通大臣の評価の結果に基づき、本件 IR 施設等の整備その他設置運営事業の事業

内容の向上並びに府及び市が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に

充当するよう努める。 

ウ SPC は、カジノ事業収益の活用に際して、設置運営事業の公益性の確保に当たり必

要な再投資を行うとともに、SPC の投資余力と比べて十分な再投資を行うことに努

める。 

② 展示等施設の拡張整備 

ア 2 期計画（展示面積の拡張・6万㎡以上） 

a. SPC は、開業日から 9年以内までに、2期計画の素案を作成し、府及び市に提出。 



 

7 

b. SPC 及び府は、市とともに協議の上、素案提出から 1年以内を目途に、2期施設

の機能・仕様等の詳細を含めた 2期計画を決定。 

c. 府と SPC は共同して、IR関係法令等及び本実施協定上必要な手続を履践。 

d. SPC は、必要な手続の履践後、行政手続及び設計に必要となる期間を確保した上

で、速やかに 2期施設の建設及び整備に着工。 

イ 3 期計画（展示面積の拡張・10 万㎡以上） 

a. SPC は、事業期間内に、3期計画を作成・実施。 

b. 3 期計画の実施時期及び 3 期施設の整備内容等については、SPC 及び府が、2 期

計画の決定に合わせて、市とともに協議の上決定（2期計画の決定に合わせて実

施時期・整備内容等を確定できない場合は、確定時期は別途協議）。 

ウ SPC は、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、展示会・イベント等の需

要動向（展示等施設の増床を必要とする催事需要が存在するか等）、MICE ビジネス

モデル及び新しい生活様式のあり方並びに本件 IR 施設の開業後の展示等施設の運

営状況及び SPC の財務状況（展示等施設の段階整備のための追加投資に伴う SPC の

財務健全性への影響等）、立地協定（土地所有者）に基づく本件土地課題対策費用に

係る債務負担行為の設定状況等を踏まえ、合理的に必要な範囲で、府及び市に対し

て、2 期計画又は 3 期計画において拡張を行う展示面積の規模及び時期等の見直し

について協議申入れが可能。 

エ 府は、見直しの必要性が合理的に認められるときには、拡張の要否を含め、拡張を

行う展示面積の規模及び時期等に関し、事業条件について必要な見直しを行い、SPC

は、2期計画又は 3期計画について必要な見直しを行う。 

第 61 条（展示等施設の拡張整備） 

1  SPC は、本件 IR 施設の開業が行われる日から 9年以内までに、展示等施設の展示面積を 6万㎡以上まで拡

張する整備計画（以下「2期計画」という。）の素案を作成し、府及び市に対して提出する。 

2  前項に定める 2 期計画の素案の提出がなされた場合には、SPC 及び府は、市とともに協議の上、当該素案

の提出から 1年以内を目途に、拡張する展示等施設（以下「2期施設」という。）の機能・仕様等の詳細を含

めた 2 期計画の内容を決定するものとする。当該協議において 2 期施設の拡張整備の実施が合意決定される

場合には、SPC は、当該協議の過程において 2 期施設の拡張整備計画（以下「2 期施設拡張整備計画」とい

う。）を策定し、府及び市の承認（かかる承認は不合理に拒絶、留保又は遅延されないものとする。）を得る

ものとする。また、2期施設拡張整備計画の実施にあたって、本実施協定又は本件各整備計画の変更が必要と

なる場合には、府と SPC は共同して、IR 関係法令等及び本実施協定上必要な手続を履践する。 

3  SPC は、前項に定める必要な手続の履践後、行政手続及び設計に合理的に必要となる期間を確保した上で、

速やかに 2期施設の建設及び整備の着工を行うものとする。 

4  SPC は、本事業期間内に展示面積を 10 万㎡以上に拡張する計画（以下「3期計画」という。）を作成し、実

施するものとする。但し、3 期計画の実施時期及び拡張する展示等施設（以下「3 期施設」という。）の整備

内容等については、SPC 及び府が、第 2 項に定める 2 期計画の決定に合わせて、市とともに協議の上、決定

するものとする。なお、2期計画の決定に合わせて、3期計画の実施時期及び 3期施設の整備内容等を確定で

きない場合は、SPC 及び府は、これらを確定する時期について、市とともに協議により定めるものとする。 

5  前四項の規定にかかわらず、SPC は、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、展示会・イベント等

の需要動向（展示等施設の増床を必要とする催事需要が存在するか等）、MICE ビジネスモデル及び新しい生

活様式のあり方並びに本件 IR 施設の開業後の展示等施設の運営状況及び SPC の財務状況（展示等施設の段階

整備のための追加投資に伴う SPC の財務健全性への影響等）、立地協定（土地所有者）に基づく本件土地課題

対策費用に係る債務負担行為の設定状況等を踏まえ、合理的に必要な範囲で、府及び市に対して、2期計画又

は 3 期計画において拡張を行う展示面積の規模及び時期等の見直しについて協議の申し入れを行うことがで

きる。 
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6  府は、前項に定める見直しの申し入れがなされた場合で、当該見直しの必要性が合理的に認められるとき

には、拡張の要否を含め、拡張を行う展示面積の規模及び時期等に関し、事業条件について必要な見直しを

行うものとし、SPC は、2期計画又は 3期計画について必要な見直しを行うものとする。 

7  SPC は、2期施設及び 3期施設の建設及び整備を行うために必要となる本実施協定及び法令等に基づく手続

等（第 18 条に定める認定区域整備計画の変更手続及び都市計画法に基づく許可の取得を含むがこれに限られ

ない。）を全て履践するものとする。 

 

③ 宿泊施設の拡張整備 

ア SPC は、展示等施設の 2 期計画の決定に合わせて、本事業期間内に宿泊施設の客室

数を 3000 室以上に拡張整備する計画（宿泊施設拡張整備計画）を作成・実施。 

イ 宿泊施設拡張整備計画の実施時期及び拡張する宿泊施設の整備内容等については、

SPC 及び府が、市とともに協議の上決定（2期計画の決定に合わせて実施時期・整備

内容等を確定できない場合は、確定時期は別途協議）。 

ウ 府と SPC は共同して、IR関係法令等、本実施協定及び立地協定（立地市町村等）上

必要な手続を履践。 

エ 拡張整備の規模・時期等の見直し 

a. SPC は、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、来訪者の需要動向（客

室数の増床を必要とする宿泊需要が存在するか等）、展示等施設の拡張状況、ま

た、SPC の財務状況（宿泊施設の拡張整備のための追加投資に伴う SPC の財務健

全性への影響等）、立地協定（土地所有者）に基づく本件土地課題対策費用に係

る債務負担行為の設定状況等を踏まえて、府及び市に対して、拡張を行う宿泊施

設の規模及び時期等の見直しについて協議申入れが可能。 

b. 府は、見直しの必要性が合理的に認められるときには、宿泊施設の拡張整備の規

模及び時期等に関し、事業条件について必要な見直しを行い、SPC は、宿泊施設

拡張整備計画について必要な見直しを行う。 

第 61 条の 2（宿泊施設の拡張整備） 

1  SPC は、第 61 条第 2 項に定める 2 期計画の決定に合わせて、本事業期間内に宿泊施設の客室数を 3000 室

以上に拡張整備する計画（以下「宿泊施設拡張整備計画」という。）を作成し、実施するものとする。但し、

宿泊施設拡張整備計画の実施時期及び拡張する宿泊施設の整備内容等については、SPC 及び府が、市ととも

に協議の上、決定するものとする。なお、2期計画の決定に合わせて、宿泊施設拡張整備計画の実施時期及び

拡張する宿泊施設等の整備内容等を確定できない場合は、SPC 及び府は、これらを確定する時期について、市

とともに協議により定めるものとする。また、宿泊施設拡張整備計画の実施にあたって、本実施協定又は本

件各整備計画の変更が必要となる場合には、府と SPC は共同して、IR 関係法令等、本実施協定及び立地協定

（立地市町村等）上必要な手続を履践する。 

2  前項の規定にかかわらず、SPC は、宿泊施設の拡張整備に関して、新型コロナウイルス感染症による影響等

も含め、来訪者の需要動向（客室数の増床を必要とする宿泊需要が存在するか等）、展示等施設の拡張状況、

また、SPC の財務状況（宿泊施設の拡張整備のための追加投資に伴う SPC の財務健全性への影響等）、立地協

定（土地所有者）に基づく本件土地課題対策費用に係る債務負担行為の設定状況等を踏まえて、府及び市に

対して、拡張を行う宿泊施設の規模及び時期等の見直しについて協議の申し入れを行うことができる。 

3  府は、前項に定める見直しの申し入れがなされた場合で、当該見直しの必要性が合理的に認められるとき

には、宿泊施設の拡張整備の規模及び時期等に関し、事業条件について必要な見直しを行うものとし、SPC は、

宿泊施設拡張整備計画について必要な見直しを行うものとする。 

4  SPC は、宿泊施設の拡張整備を行うために必要となる本実施協定、立地協定（立地市町村等）及び法令等に

基づく手続等（第 18 条に定める認定区域整備計画の変更手続及び都市計画法に基づく許可の取得を含むがこ
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れに限られない。）を全て履践するものとする。 

 

④ 展示等施設及び宿泊施設の拡張整備に係る土地課題対策費の扱い 

ア 展示等施設及び宿泊施設の拡張整備に伴い土地課題対策が必要となる場合におい

て、土地課題対策費用の市負担に関して、市が市会議決を得て債務負担行為を設定

しない場合、SPC は、府及び市に対して、展示等施設の 2期計画・3期計画及び宿泊

施設整備拡張計画の見直しについて協議申入れが可能。 

イ SPC から見直し申入れがなされた場合、府及び SPC は、拡張の可否を含め、拡張規

模及び時期等の事業条件の必要な見直しのために誠実協議。 

ウ 当該協議にあたり、SPC は、拡張整備の実施について商業上合理的な範囲で努力。

当該協議が成立した場合には、展示等施設及び宿泊施設の拡張整備を実施。 

第 61 条の 3（拡張整備に係る土地課題対策費の扱い） 

1  第 61 条及び第 61 条の 2の規定にかかわらず、これらの拡張整備に伴い事業用定期借地権設定契約第 13 条

の 2 乃至 4 の規定及び立地協定（土地所有者）第 7 条の 2 乃至 4 の規定に基づく対策が必要となる場合にお

いて、当該対策に要する費用の市による負担に関して、市が、市会の議決を得て市の予算として債務負担行

為を設定しない場合には、SPC は、府及び市に対して、第 61 条及び第 61 条の 2に基づき定めた 2期計画、3

期計画及び宿泊施設整備拡張計画の見直しについて協議の申し入れを行うことができる。 

2  前項に定める見直しの申し入れがなされた場合、府及び SPC は、拡張の可否を含め、拡張を行う展示面積

の規模及び時期等、宿泊施設の拡張整備の規模及び時期等の事業条件についての必要な見直しのために誠実

に協議する。かかる協議にあたり、SPC は、実施方針及び本事業関連書類に定められた設置運営事業の意義及

び目標を踏まえ、拡張整備の実施について商業上合理的な範囲で努力するものとし、当該協議が成立した場

合には、第 61 条及び第 61 条の 2の規定による 2期計画、3期計画及び宿泊施設拡張整備計画を実施する。 

 

⑤ 拡張予定地の整備等 

ア SPC は、IR区域拡張予定地において IR施設（本件拡張予定地整備施設）の建設及び

整備の意向を有する場合には、開業日から 9年以内（区域拡張申出期限）に、計画

案を添付して建設・整備の意向の申出を行うことが可能。 

イ 前記申出があった場合、SPC 並びに府及び市は、協議の上、拡張方針決定期限（全

部開業日から 10 年以内）までに、その実施可否を決定。 

ウ 府及び SPC は、前記建設・整備の実施が合意された場合（※但し、土地課題対策が

必要な場合は、本件土地課題対策費用に係る債務負担行為について市会の議決が得

られることを条件とする。）には、本実施協定又は本件各整備計画の見直しを行い、

必要な手続を履践。 

エ SPC は、IR 区域拡張予定地について、市との間において、事業用定期借地権設定契

約と満了日を同じくする借地借家法第 23 条第 1 項又は第 2 項に定める事業用定期

借地権設定契約（賃料額は、不動産鑑定評価に基づいて市が決定。その他の契約条

件は、SPC、府及び市の協議の上で合意した内容による。）を締結。 

オ SPC は、前記建設・整備の実施が合意された場合には、IR区域拡張予定地の整備内

容を定めた認定区域整備計画の変更が認定された後速やかに、本件拡張予定地整備

施設の建設及び整備に着工。 

カ 区域拡張申出期限の時点において鉄道延伸部（北ルート）の運行開始時期が未確定

である場合（シールド工法により行われることが確定している場合は除く。）には、

本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の時期は、SPC 並びに府及び市との協議に

より定める。 
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キ 鉄道延伸部（北ルート）建設工事がシールド工法による場合には、SPC は、鉄道延

伸部（北ルート）建設工事の着工後に本条に定める本件拡張予定地整備施設の建設

及び整備を行うに際して、所定の土地利用制限を遵守。 

第 61 条の 4（拡張予定地の整備等） 

1  SPC は、IR 区域拡張予定地において本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の意向を有する場合には、本

件 IR 施設の開業が行われる日から 9年以内（以下「区域拡張申出期限」という。）に、府及び市に対して IR

区域拡張予定地整備計画の案を添付して本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の意向の申出を行うことが

できる。 

2  前項に定める本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の意向の申出がなされた場合には、SPC 及び府は、

市とともに協議の上、拡張方針決定期限までに、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施の可否を決

定するものとする。当該協議において本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施が合意される場合には、

SPC は、当該協議の過程において IR 区域拡張予定地整備計画を策定し、府及び市の承認（かかる承認は不合

理に拒絶、留保又は遅延されないものとする。）を得るものとする。 

3  府及び SPC は、前項に基づき本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施が合意された場合（但し、前

項に基づき承認された IR 区域拡張予定地整備計画の実施において本件土地課題策を要する場合には、IR 区

域拡張予定地における本件土地課題対策費用に係る債務負担行為について市会の議決が得られることを条件

とする。以下本条において同じ。）には、IR 区域拡張予定地の本件 IR 区域の一部への追加その他 IR 区域拡

張予定地整備計画の内容を本実施協定又は本件各整備計画に反映するために必要な範囲で、本実施協定又は

本件各整備計画の見直しを行う。また、本実施協定又は本件各整備計画の変更が必要となる場合には、府と

SPC は共同して、IR 関係法令等、本実施協定及び立地協定（立地市町村等）上必要な手続を履践する。 

4  SPC は、前項に定める合意及び手続等に従い、本件 IR 区域の一部に追加された IR 区域拡張予定地につい

て、市との間において、事業用定期借地権設定契約と満了日を同じくする借地借家法第 23 条第 1項に規定す

る事業用定期借地権若しくは同条第 2 項に規定する事業用定期借地権を設定する契約を公正証書により締結

するとともに、同契約の定めに従い、IR 区域拡張予定地の引渡しを受ける。なお、IR 区域拡張予定地に係る

賃料額は、不動産鑑定評価に基づいて市が決定し、その他の契約条件については、SPC、府及び市の協議の上

で合意した内容による（但し、市が合理的に満足する内容であることを要する。）ものとする。 

5  SPC は、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施が合意された場合には、IR 区域拡張予定地の整備

内容を定めた認定区域整備計画の変更が認定された後速やかに、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の

着工を行うものとする。 

6  前項にかかわらず、区域拡張申出期限の時点において鉄道延伸部（北ルート）の運行開始時期が未確定で

ある場合（但し、当該時点において鉄道延伸部（北ルート）建設工事がシールド工法により行われることが

確定している場合は除く。）には、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の時期は SPC 並びに府及び市との

協議により定めるものとする。 

7  鉄道延伸部（北ルート）建設工事がシールド工法による場合には、SPC は、鉄道延伸部（北ルート）建設工

事の着工後に本条に定める本件拡張予定地整備施設の建設及び整備を行うに際して、別紙 9 に定める内容を

遵守するものとする。 

8  SPC は、本条に定める本件拡張予定地整備施設の建設及び整備を行うために必要となる法令等に基づく手

続等（都市計画法に基づく許可の取得を含むがこれに限られない。）を全て履践するものとする。 

 

(11)報告及び適正な業務の確保 

① SPC による毎年度の事業計画（IR整備法第 16 条）の作成、府の同意取得、国土交通大

臣への届出手続き 等 

② SPC による設置運営事業の会計及び経理の整理（IR 整備法第 28条）。 

③ SPC による財務報告書等（IR 整備法第 28条）の作成、監査人の監査、監査証明の取得、
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府の同意取得、国土交通大臣への届出手続き、事業報告書の作成及び府への提出 等 

④ その他の府への報告義務 

・国土交通大臣・カジノ管理委員会への許可申請その他届出・報告 等 

・国土交通大臣・カジノ管理委員会からの指示、命令、指導その他の処分 等 

・本実施協定に定める SPC の債務不履行等による解除事由に該当する事態・SPC、本件

保証人又は合同会社日本ＭＧＭリゾーツの商号、代表者等の変更 等 

・本件工事又は設置運営事業の委託・請負先情報 等 

・SPC や中核株主等の財産・経営・業況の重大変化の発生 等 

・本実施協定上の義務履行に重大な悪影響を及ぼす紛争 等 

⑤ 府による指示等 

ア 府は、認定区域整備計画の適正な実施及び本実施協定の確実な履行のため、SPC に

対して設置運営事業の業務若しくは経理の状況に関し報告及び書類の提出を求め

ることが可能。 

イ 府は、認定区域整備計画の適正な実施及び本実施協定の確実な履行のために必要な

範囲に限り、SPC に対して予め通知の上、本件土地及び本事業関連施設（第三者所

有地又はその土地上の施設の場合は当該第三者の承諾が得られたものに限る。）等

に、府の役職員等を立ち入らせ、調査及び必要な指示をすることが可能。 

⑥ モニタリング 

ア SPC によるセルフモニタリング 

SPC は、設置運営事業が法令等、本実施協定及び事業条件に合致し、かつ本件各

整備計画等に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かを確認するため、モニタ

リング基本計画に定めるところに従い、セルフモニタリングを実施し、府に報告書

を提出・公表。 

イ 府によるモニタリング 

府は、設置運営事業が法令等、本実施協定及び本事業関連書類に基づき適正かつ

確実に遂行されているか否かを確認するため、モニタリング基本計画に従い SPC に

よるセルフモニタリングの結果を踏まえてモニタリングを実施。 

ウ IR 事業評価委員会への報告 

府は、モニタリング実施結果を IR 事業評価委員会に報告。必要に応じて、客観

的・専門的な立場からの評価、答申及び助言等を取得。 

エ 是正要求措置 

府は、設置運営事業が法令等、本実施協定又は本事業関連書類に基づき適正に遂

行されていないと認められる場合、SPC に対し、モニタリング基本計画に基づき、

是正レベルの認定、注意、改善指導、改善勧告、警告及び改善命令等の是正要求措

置（事前に具体的な理由を書面提示。改善命令を行う場合は、SPC に対して意見陳

述機会を付与。）を行うことができ、SPC はこれに従う。 

⑦ 区域整備計画の実施状況報告・評価（IR 整備法第 37 条） 

ア 区域整備計画の実施状況報告 

a. SPC は、毎事業年度の終了後、事業計画等の実施状況及び目標の達成状況、並び

にこれらの要因分析及び翌事業年度以降における改善に向けた取組み等を記載

した事業報告書を府に提出。 

b. 府は、事業報告書の内容及びモニタリング実施結果を踏まえ、自らが実施する施

策及び措置を含む認定区域整備計画の実施の状況について、認定区域整備計画

に基づく取組みの状況及び目標の達成状況、並びにこれらの要因分析及び翌事

業年度以降における改善に向けた取組み等を取りまとめ、事業報告書について
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意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告（SPC は協力義務）。 

c. 府は、報告に際し、市及び公安委員会との協議その他 IR 整備法第 37 条第 3 項

に基づき必要となる対応を実施。 

イ 区域整備計画の実施状況評価 

a. 府は、国土交通大臣から区域整備計画実施状況評価の結果が通知された場合、

SPC に通知。 

b. 府は、区域整備計画実施状況評価の結果について、モニタリング実施結果及び IR

事業評価委員会からの評価、答申及び助言等と併せて、府議会に説明。 

c. 府及び SPC は、区域整備計画実施状況評価の結果を認定区域整備計画に係る業

務運営の改善に適切に反映。 

 

(12)表明保証及び誓約 

① SPC 及び府の表明保証 

② 反社会的勢力の排除等 

ア SPC による反社会的勢力の排除等の誓約。 

イ 委託・請負先が反社会的勢力に該当していた場合等における SPC の府への報告、府

の指示に従った対応義務 等 

③ 出資比率の変更、組織再編等 

ア SPC は、本株主及び SPC が保有株式について第三者譲渡、質権設定等の処分を行う

とき（一定要件を満たす場合は除く。）は、府の事前の書面承認を取得。 

イ SPC は、本株式の新規発行等を行うとき（一定要件を満たす場合は除く。）は、府の

事前の書面承認を取得。 

ウ SPC は、府の事前の書面承認なく、SPC の解散、合併、会社分割、事業譲渡その他組

織再編行為及び定款変更は禁止。 

エ 当初想定と矛盾する株主間契約の禁止。 

④ 地位譲渡の禁止 

 SPC は、本実施協定上の地位又は同協定に基づく権利義務につき、第三者への譲渡又

は担保権の設定その他の処分を行う場合には、府の事前の書面承認を要する。 

⑤ 資産の処分 

 SPC は、SPC が所有権を有する建物又は建物と機能上及び取引通念上一体性を有する

主要な資産につき、譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合には、府の事前の書面

承認を要する。 

 

(13)リスク分担 

① リスク分担の原則 

本実施協定に別段の定めがある場合及び専ら府の責めに帰すべき事情によって生じ

た場合を除き、SPC は、その責任及び費用負担において設置運営事業を実施。 

第 81 条（リスク分担の原則） 

1  本実施協定に別段の定めがある場合及び専ら府の責めに帰すべき事情によって生じた場合を除き、SPC は、

設置運営事業の主体として、その責任及び費用負担において設置運営事業を実施し、府は、SPC による設置運

営事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。 

2  府は、(1)公物管理に係る法令その他の法令等に基づいて府が負担すべきものとされている施設等の費用の

増加、その他損害・損失については府が負担し、SPC はこれについて何らの責任も負担しないこと、並びに

(2)第 3 条第 2項、立地協定及び認定区域整備計画に基づき府又は市が行う、公共インフラ整備等及び万博の
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運営については、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、前項に基づく SPC の負担の対象外であること

を確認する。 

 

② 不可抗力等が発生した場合の措置 

ア 不可抗力等により設置運営事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、SPC は、

直ちに府に通知し、その対応方針等を府と協議するとともに、設置運営事業を復旧

及び継続するよう商業上合理的な範囲で努力。 

イ 府は、長期間にわたる安定的で継続的な設置運営事業の実施が重要であることに鑑

み、かかる復旧及び継続が図られるように合理的な範囲で協力。 

ウ SPC は、府との協議を踏まえて、速やかに、復旧スケジュールを策定し、設置運営

事業の復旧を図る。 

エ SPC は、不可抗力等により履行困難となった本実施協定上の義務について、当該不

可抗力等による影響が排除されるまで又は本実施協定解除までの期間、不可抗力等

により履行困難になったと合理的に認められる範囲で、不履行の責任を負わない。 

オ 不可抗力等により設置運営事業について著しい増加費用若しくは損害の発生した

場合又は設置運営事業の全部若しくは一部の停止が相当の期間継続する場合（これ

らが合理的に見込まれる場合を含む。）、SPC は、本実施協定又は本件各整備計画等

の見直しの協議を府に申し入れることが可能。 

カ 不可抗力等による障害によって設置運営事業の前提となる環境に重大な変化が生

じていると府が合理的に認めたときは、府と SPC は協議の上、必要な範囲で本実施

協定又は本件各整備計画等の見直しを行い、必要な手続を履践。 

キ SPC は、SPC が復旧又は継続のために合理的に必要な対応を講じたにもかかわらず、

相当期間内に状況が改善しないときは、府と協議の上で、違約金の支払いその他の

責任を負うことなく、本実施協定を解除できる。（後記(15)⑤参照） 

第 82 条（不可抗力等の発生） 

1  不可抗力等により設置運営事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、SPCは、その内容の詳細を記

載した書面をもって、直ちに府に通知しなければならない。 

2  前項の通知をした場合又は府が自ら不可抗力等が発生していると認識してSPCに通知した場合、SPC及び府

はその内容について確認し、不可抗力等であると合理的に認められたときには、SPCはその対応方針等につ

いて府と協議しなければならない。 

3  府及びSPCは、不可抗力等により相手方に発生する増加費用及び損害を最小化できるよう配慮して前項の

協議を行うよう努力するものとする。 

 

第 83 条（不可抗力等による設置運営事業の中断） 

1  SPC は、前条の場合、自らの費用及び責任において設置運営事業を復旧及び継続するよう商業上合理的な

範囲で努力しなければならない。この場合、府は、長期間にわたる安定的で継続的な設置運営事業の実施が

重要であることに鑑み、かかる復旧及び継続が図られるように SPC に対し合理的な範囲において協力するも

のとする。 

2  SPC は、前条第 2項による府との協議を踏まえて、速やかに、設置運営事業の復旧スケジュール（以下「復

旧スケジュール」という。）を策定し、これに基づき設置運営事業の復旧を図るものとする。府は、必要と

認める場合、復旧スケジュールの内容等について合理的な範囲で指示することができる。 

3  前二項の場合において公共インフラ整備の復旧及び継続又はそのためのスケジュールの提示も併せて必要

なときは、府は SPC が市との連携を図れるよう合理的な範囲において協力するものとする。 

4  SPC は、不可抗力等により履行困難となった本実施協定上の義務について、当該不可抗力等による影響が
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排除されるまで又は本実施協定解除までの期間、不可抗力等により履行困難になったと合理的に認められる

範囲で、本実施協定上の自らの履行義務の不履行の責任を負わないものとする。 

 

第 84 条（不可抗力等による設置運営事業の見直し等） 

1  不可抗力等により設置運営事業について著しい増加費用若しくは損害が発生し若しくは発生することが合

理的に見込まれるとき、又は設置運営事業の全部若しくは一部の停止が発生し相当の期間継続し、若しくは

継続することが合理的に見込まれるとき（以下「不可抗力等による障害」という。）は、SPC は、本実施協定

又は本件各整備計画等の見直しの協議を府に申し入れることができる。 

2  前項の場合において、不可抗力等による障害によって設置運営事業の前提となる環境に重大な変化が生じ

ていると府が合理的に認めたときは、府と SPC は協議の上、必要な範囲で本実施協定又は本件各整備計画等

の見直しを行い、その結果、本実施協定又は本件各整備計画等の変更が必要となる場合には、府と SPC は共

同して、法令等及び本実施協定上必要な手続を履践する。 

 

③ 法令等の変更及び特定条例等の変更の場合の措置 

ア 特定法令等の変更又は特定条例等の変更があった場合、本実施協定に定める対応を

とったにもかかわらず、設置運営事業の全部又は重要な一部の実施が不可能又は著

しく困難になったと合理的に認められる場合には、SPC は、違約金その他損害賠償

義務を負担することなく、本実施協定を解除可能。 

イ 特定条例等の変更により SPC に増加費用又は損害が生じたときは、府が必要かつ相

当な範囲で補償。 

第 85 条（法令等の変更及び特定条例等の変更の場合の措置） 

1  法令等の変更（新たに制定する場合を含む。以下同じ。）により、設置運営事業の前提となる環境に重大な

変化が生じ、SPC について著しい増加費用若しくは損害が発生し又は発生することが合理的に見込まれる場

合には、SPC は、本実施協定又は本件各整備計画等の見直しの協議を府に申し入れることができる。この場合

において、法令等の変更によって設置運営事業の前提となる環境に重大な変化が生じていると府が合理的に

認めたときには、府と SPC は協議の上、必要な範囲で本実施協定又は本件各整備計画等の見直しを行い、そ

の結果、本実施協定又は本件各整備計画等の変更が必要となる場合には、府と SPC は共同して、法令等及び

本実施協定上必要な手続を履践する。 

2  SPC は、特定法令等の変更又は特定条例等の変更があった場合で、かつ前項に従った協議を行っている場

合において、前項に定める環境の変化が設置運営事業に与える悪影響を軽減するために実務上合理的に努力

しているにもかかわらず、本実施協定上の義務の履行が不可能又は著しく困難となったと合理的に認められ

るときには、当該義務の不履行の責任を負わないものとする。 

3  特定法令等の変更又は特定条例等の変更があった場合で、かつ第 1 項に定める協議を経て、前項に従って

実務上合理的に努力したにもかかわらず、(1)本実施協定若しくは本件各整備計画等を変更することができ

ず、設置運営事業の全部若しくは重要な一部を実施することが不可能若しくは著しく困難（疑義を避けるた

めに記載すると、継続的に商業上不採算となることを含む。）となったと合理的に認められる場合、又は(2)

本実施協定若しくは本件各整備計画等を変更したとしても設置運営事業の全部若しくは重要な一部を実施す

ることが不可能若しくは著しく困難となったと合理的に認められる場合には、SPC は、府に対する事前の書

面による通知により違約金その他損害賠償義務を負担することなく、本実施協定を解除することができる。 

4  特定条例等の変更以外の法令等の変更により SPC に増加費用又は損害が生じたときは、SPC が当該増加費

用又は損害を負担するものとする。 

5  特定条例等の変更により、SPC に増加費用又は損害が生じたときは、府が当該増加費用又は損害について

必要かつ相当な範囲で補償するものとする。 
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(14)有効期間及び期間満了に伴う措置 

① 本実施協定の有効期間 

発効日から本事業期間の終了日まで 

② 事業期間 

ア 当初：最初の認定日から 35 年間（発効日から 2058 年 4月 13 日まで。但し、本件開

業遅延期間延長又は本原状回復に伴う延長期間について本事業期間の延長が行わ

れた場合は当該延長後の満了日） 

a. 本件土地課題対策又は本条件に起因して本件 IR 施設の開業時期が遅延した場合、

SPC が希望したときは、当該期間を限度として本事業期間を延長（本件開業遅延

期間延長）。 

b. 事業用定期借地権設定契約に基づき本原状回復に伴う賃貸借期間延長がある場

合、当該延長期間につき本事業期間を延長。 

イ 当初期間の延長：原則 30年間（府及び SPC の合意により伸縮可能） 

 

③ 本事業期間の満了前の措置 

ア SPC は、2050 年 4 月 1 日から 2050 年 9 月末日までの期間内に、本事業期間を延長

して設置運営事業の継続を希望するか否かを府に通知し、府及び SPC は、継続希望

の有無に応じて次の対応。 

a. SPC が設置運営事業の継続を希望する場合 

 SPC は、府に対し、延長期間の本件 IR区域の整備内容を提案。 

 2051 年 9月末日（最大 6か月延長可能）までに、当該提案に基づき、府及び

SPC は、大阪・関西の持続的な経済成長及び国際観光拠点の強化に寄与するか

等の観点から、SPC による設置運営事業の継続を前提に、本事業期間の延長期

間及び条件等を協議。 

 本事業期間の延長について合意に至った場合、府、市及び SPC は、当初最終

計画作成日までに延長後長期構想を作成するとともに、延長後の本事業期間

に係る基本的事項について合意内容を定めた延長用基本合意書を締結。 

 府及び SPC は、必要に応じ本実施協定及び立地協定を変更するとともに、事

業用定期借地権設定契約を基本とし、延長前の本件 IR区域の賃料、地域経済

の状態、物価の上昇その他諸般の事情を考慮した上で、延長後の本件 IR 区域

の利用条件について誠実に協議（府は、市と SPC の間における協議が円滑に

整うよう合理的な範囲で協力）。 

b. SPC が設置運営事業の継続を希望しない場合 

府及び SPC は、設置運営事業の承継、設置運営事業者の地位の承継、再公募等

による本件 IR区域や SPC 資産等の有効活用等の方針・手続等について協議。 

イ 本事業期間の延長について合意に至らなかった場合又は SPC が設置運営事業の継続

を希望しなかった場合、本実施協定は本事業期間の満了日（本件開業遅延期間延長

又は本原状回復に伴う延長期間について本事業期間の延長が行われた場合は当該

延長後の満了日）をもって終了。 

第 88 条（本事業期間の満了前の措置） 

1  SPC は、2050 年 4 月 1 日から 2050 年 9 月末日までの期間内に、府に対し、本事業期間を延長して設置運営

事業の継続を希望するか否かについて書面で通知（以下「継続希望通知」という。）するとともに、第 42 条

の 2 第 4 項で府が承認した本件開業遅延期間に相当する期間の全部又は一部について本事業期間の延長を希

望する場合にはその旨も併せて通知（以下「本件開業遅延期間延長希望通知」という。）するものとする。 

2  府及び SPC は、継続希望通知の内容に応じて、本項各号のいずれかの対応を行うものとする。 
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(1) SPC が設置運営事業の継続を希望する場合 

① SPC は、前項の期間中に、府に対し、基本方針、実施方針及び本事業関連書類の内容を踏まえ、延長を希

望する期間の満了時までの期間にかかる、事業基本計画や投資計画概要等を含んだ本件 IR 区域の整備に

関する提案（以下「延長後提案」という。）を行うものとする。 

② 本事業期間の延長期間は原則として 30 年間（但し、第 6 項に従い本件開業遅延期間延長に合意した場合

は、当該期間を加えるものとする。）とするが、府及び SPC の合意により、これを伸縮することができる。 

③ 延長後提案に基づき、府及び SPC は、SPC による設置運営事業の継続が、大阪・関西の持続的な経済成長

及び国際観光拠点の強化に寄与するか等の観点から、SPC による設置運営事業の継続を前提に、本事業期

間の延長後の期間及び条件等（本事業期間の延長後の投資計画を含む。）について協議（以下「延長協議」

という。）を行う。 

(2) SPC が設置運営事業の継続を希望しない場合 

 府及び SPC は、第 95 条第 1 項に従って設置運営事業の承継、設置運営事業者の地位の承継、再公募等

による本件 IR 区域や SPC の事業・資産（以下「SPC 資産等」という。）の有効活用又は本件 IR 施設等の

処分の方針・手続等について協議を行う。 

3  延長協議の期間は、2051 年 9 月末日まで（以下、本条及び次条において「協議期間」という。）とするが、

府及び SPC の合意により、その期間を 6か月を限度として延長できるものとする。 

4  延長協議の結果、協議期間（前項に基づき延長された場合には延長後の協議期間）内に、府と SPC が本事

業期間の延長について合意に至った場合の扱いは、第 89 条乃至第 94 条の定めるところによる。 

5  延長協議の結果、協議期間（第 3 項に基づき延長された場合には延長後の協議期間）内に府と SPC が本事

業期間の延長について合意に至らなかった場合又は SPC が設置運営事業の継続を希望しなかった場合には、

本実施協定は本事業期間の満了日（疑義を避けるために付言すると、本件開業遅延期間延長又は第 7 項に定

める本原状回復に伴う延長期間について本事業期間の延長が行われた場合は当該延長後の満了日をいう。）

をもって終了するものとし、かかる終了時の扱いは、第 95 条乃至第 98 条の定めるところによる。 

6  府及び SPC は、本件開業遅延期間延長希望通知を受けた場合、次の対応を行うものとする。 

(1) 府及び SPC は、SPC が IR 関係法令等及び本実施協定上必要なその他の手続を履践している場合に限り、

第 42 条の 2 第 4 項で府が承認した本件開業遅延期間の全部又は一部に相当する期間（本件開業遅延期間

延長希望通知に記載されるものとする。）について本事業期間の延長（以下「本件開業遅延期間延長」と

いう。）を行うことに合意する。 

(2) SPC が第 1項において設置運営事業の継続を希望する旨を通知した場合、本件開業遅延期間延長の条件等

については、第 2項第 1号③の延長協議において併せて協議する。 

(3) SPC が第 1項において設置運営事業の継続を希望しない旨を通知した場合、第 2項第 1号③の延長協議を

経ても合意に至らなかった場合には、府及び SPC は、本件開業遅延期間延長の条件等については、第 95

条第 1項の協議において併せて協議する。 

(4) 前号の場合、本件開業遅延期間延長にかかる事業用定期借地権設定契約（第 61 条の 4に基づき IR 区域拡

張予定地に関して市と SPC との間で締結される事業用定期借地権設定契約を含む。以下、本号において同

じ。）の取扱いについては、SPC は、市との間において、事業用定期借地権設定契約に基づき同契約を延長

することにつき公正証書により合意するものとする。 

(5) 府及び SPC は、第 3 号の協議の結果、本実施協定の変更が必要な場合には、速やかに IR 関係法令等の規

定に基づきこれを変更するものとする。 

(6) 府及び SPC は、第 3号の協議の結果、立地協定の変更が必要な場合には、速やかに市との間でこれを変更

する合意を行うものとする。 

7  SPC が事業用定期借地権設定契約第 27 条第 7項に規定する通知を行った場合、府、市及び SPC は、同契約

第 6 条第 3 項に従い、本原状回復に伴う延長の可否及び延長期間について誠実に協議する。同契約第 6 条第

3 項に従い本原状回復に伴う延長期間について賃貸借期間が延長される場合、府及び SPC は、SPC が IR 関係
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法令等及び本実施協定上必要なその他の手続を履践している場合に限り、本原状回復に伴う延長期間につい

て本事業期間を延長する。 

 

第 89 条（延長期間満了時までの長期構想の作成） 

1  延長協議の結果、協議期間（前条第 2 項に基づき延長された場合には延長後の協議期間）内に、本事業期

間の延長について合意に至った場合、府及び SPC は、市とともに協議の上、当初最終計画の作成日（この作

成した日を以下「当初最終計画作成日」という。）までに、本事業期間の延長期間に係る本件 IR 区域の整備

に関する構想（以下「延長後長期構想」という。）を作成するものとする。 

2  前項の延長後長期構想の作成に当たっては、SPC は、2051 年 9 月末日（但し、前条第 3 項に基づき延長協

議の期間を延長した場合は、延長後の期日）までに、延長後長期構想の素案（但し、府及び市において作成

する公共施策等に関する事項（市が本件 IR 区域に係る土地の所有者である場合は、当該所有者として実施す

べき施策及び措置を含む。以下同じ。）を除く。）を作成して府及び市に提出するものとし、その内容につい

て府及び市と協議を行うものとする。 

3  SPC は、前項の協議結果を踏まえて、府及び市と協議の上、遅滞なく（遅くとも前項に定める延長後長期構

想の素案の提出日から 3か月以内とする。但し、府及び市と SPC が別途合意した場合にはこの限りではない。）

府及び市において作成する公共施策等に関する事項を含む、府及び市が合理的に満足する内容を盛り込んだ

延長後長期構想の案を提出し、府は合理的に必要な期間内に市とともにその最終確認を行うものとし、府及

び市は、最終確認を行った場合、その旨を SPC に書面により通知するものとする。但し、府及び市は、合理

的理由なく最終確認を拒絶、留保又は遅延しないものとする。なお、SPC は、府又は市から要請があった場合

には実務上合理的な範囲で速やかに、延長後長期構想及びその案の内容並びにこれらに関連する一切の資料

及び情報を提供する。 

4  府及び市は、前項に基づき受領した延長後長期構想の案について、府又は市が合理的に満足する内容を盛

り込んだものとはいえないと府又は市が判断した場合には、SPC と協議の上、SPC に対し、該当する箇所を特

定した上で、30 日以内に SPC 自らの責任及び費用により当該内容について合理的な範囲において是正するよ

う求めることができるものとする。府及び市は、SPC が前項に定める義務を履行するために必要となる情報

の提供を可能な限り速やかに行うよう努める。 

5  SPC は、延長後長期構想の案において、大阪・関西の持続的な経済成長及び国際観光拠点の強化に対するさ

らなる寄与等の観点から、府及び市が満足する内容の再投資の計画を含めるものとする。 

6  府及び SPC は、延長後長期構想の作成に当たっては、それまでの設置運営事業の実施状況、再投資計画の

内容、事業環境、土地の契約条件等を総合的に勘案し、市とともに誠実に協議するものとする。 

 

第 90 条（本事業期間の延長に係る基本合意書） 

 SPC は、府及び市との間で、延長後長期構想の作成に併せて、本実施協定の変更、区域整備計画の作成、事業

用定期借地権設定契約（第 61 条の 4 に基づき IR 区域拡張予定地に関して市と SPC との間で締結される事業用

定期借地権設定契約を含む。）の内容その他の延長後の本事業期間に係る基本的事項について誠実に協議し、当

初最終計画作成日までに、当該合意の内容を定めた基本合意書（以下「延長用基本合意書」という。）を締結す

るものとする。 

 

第 91 条（本実施協定の変更が必要な場合の扱い） 

 府及び SPC は、延長用基本合意書を踏まえて行った協議の結果、本実施協定の変更が必要な場合には、延長

後長期構想の作成後速やかに、IR 関係法令等の規定に基づきこれを変更するものとする。 

 

第 92 条（立地協定の変更が必要な場合の扱い） 

 府及び SPC は、延長用基本合意書を踏まえて行った協議の結果、立地協定の変更が必要な場合には、延長後
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長期構想の作成後速やかに、市との間でこれを変更する合意を行うものとする。 

 

第 93 条（事業用定期借地権設定契約の扱い） 

1  第 88 条第 4 項により本事業期間を延長する場合、府及び SPC は、事業用定期借地権設定契約（第 61 条の

4 第 4 項に基づき IR 区域拡張予定地に関して市と SPC との間で締結される事業用定期借地権設定契約を含

む。）を基本とし、かつ、延長前の本件 IR 区域の賃料、地域経済の状態、物価の上昇その他諸般の事情を考

慮した上で、延長後の本件 IR 区域の利用条件について誠実に協議するものとする。但し、府、市及び SPC の

合意により、利用条件や利用形態について別途の合意をすることを妨げない。 

2  前項の場合、府は、市と SPC の間における協議が円滑に整うよう合理的な範囲で協力を行うものとする。 

 

第 94 条（延長時更新及びその後の更新手続） 

1  第 89 条乃至前条の他、国土交通大臣による延長時更新を得ようとする場合における延長時更新の手続、及

びその後の認定区域整備計画の認定の更新の手続には、第 20 条の定めが準用又は適用され、府及び SPC はこ

れに従い対応するものとする。 

 

④ 本実施協定終了時の措置 

ア 本実施協定が終了する場合、府は、SPC と協議の上、次のいずれかを選択可能。 

a. 本件土地等や SPC 資産等の有効活用（有効活用等） 

b. 設置運営事業の廃止 

イ 府は、主として SPC の責めに帰すべき事由によって本実施協定が解除された場合を

除き、有効活用等を優先的に考慮した協議に努め、SPC は、有効活用等が可能とな

るよう商業上合理的な範囲で最大限努力。 

ウ 有効活用等を図ろうとする場合、SPC 及び府は、府又は府が指定する第三者に対し、

本株式又は SPC 資産等を譲渡・承継するか否かに関して誠実に協議。 

エ 有効活用等を行わない場合、府は、SPC に対し、SPC の費用と責任において、本件 IR

施設等の収去を求めることが可能（但し、SPC は、府及び市が承認する場合は、本

件 IR施設等を府又は市に譲渡し残置可能）。 

第 95 条（本実施協定終了時の措置） 

1  第 88 条第 5項に基づき本実施協定が終了する場合、府は、SPC と協議の上、次の各号のいずれかを選択す

ることができ、SPC は、かかる府の選択を踏まえて、設置運営事業の承継、設置運営事業者の地位の承継、再

公募等による本件土地等（本条においては、IR 区域拡張予定地（本実施協定に従い IR 区域拡張予定地に本

件拡張予定地整備施設が建設及び整備された場合に限る。）を含む。）や SPC 資産等の有効活用、又は、本件

IR 施設等の処分を含む設置運営事業の廃止について合理的な範囲において誠実に協力を行う。 

(1) 大阪・夢洲地区の全部若しくは一部を IR 区域とし、SPC 以外の民間事業者と共同して区域整備計画を作

成し、その認定を国土交通大臣に申請するため、民間事業者を公募すること、又は、それ以外の方法によ

り、本件土地等や SPC 資産等の有効活用（本件土地等の売却・貸付、本件土地等での設置運営事業以外の

事業実施等を含むがそれらに限らない。）を図ること（以下「有効活用等」という。）。 

(2) 前号のような有効活用等を直ちには予定することなく、大阪・夢洲地区の全部又は一部における設置運営

事業を廃止すること。 

2  前項柱書の定めにかかわらず、本実施協定が解除されたことにより(但し、第 99 条又は第 101 条に基づい

て主として SPC の責めに帰すべき事由によって本実施協定が解除された場合を除く。)、第 104 条第 3項に基

づき本条が準用される場合、府は、特別の合理的な事情のない限り前項第 1 号を優先的に考慮して前項柱書

に基づく SPC との協議を行うよう合理的な範囲で努力するものとする。 

3  前項の場合において、SPC は第 1 項第 1 号の有効活用等が可能となるよう、商業上合理的な範囲において
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最大限努力するものとする。 

 

第 96 条（有効活用等を行う場合） 

1  前条第 1 項第 1 号の有効活用等を図ろうとする場合、府は、SPC に対し、次の各号の対応について協議を

申し入れることができるものとする。なお、前条第 2 項に規定する場合、府は、特別の合理的な事情のない

限り本項第 1 号を優先的に考慮して本項に基づく SPC との協議を行うよう合理的な範囲で努力するものとす

る。 

(1) 本株式について 

本株主の全部又は一部をして、府が指定する第三者に対し、本株式の全部又は一部を譲渡させること。 

(2) SPC の事業について 

SPC が、府が指定する第三者に対し、合併、会社分割又は事業譲渡その他組織再編行為により SPC の事業

の全部又は一部を譲渡・承継すること。 

(3) SPC の資産について 

SPC が、府又は府が指定する第三者に対し、SPC の所有する資産（不動産、動産及び知的財産を含むがそ

れらに限らない。）の全部又は一部を譲渡すること。 

2  府は、前項の協議を行うに際しては、本株式又は SPC 資産等の適正な対価・価額について SPC と誠実に協

議する。府は、かかる適正な対価・価額について、適切な専門知識と経験を有する専門家の意見を聴取する

ことができる。かかる専門家は、府及び SPC が誠実に協議し合意の上で選定するものとするが、府及び SPC

が誠実に協議したが合意に至らなかった場合には、府が単独でかかる専門家を選定することができ、いずれ

の場合でも専門家の意見聴取の費用については府及び SPC が折半して負担するものとする。SPC 及び府は、

本項に定める協議及び（専門家が選任された場合には）専門家の意見を踏まえて府が提案する適正な対価・

価額により、府又は府が指定する第三者に対し、本株式又は SPC 資産等を譲渡・承継するか否かに関して誠

実に協議する。 

3  前項に基づく SPC 資産等の譲渡・承継を行う場合には、SPC は、譲渡・承継対象となる SPC 資産等に関連

する契約の承継（契約の相手方の承諾の取得を含むがこれに限られない。）、本件事業関連施設の設計図書等

（変更後のものを含む。）の引渡し、及びその他の府が合理的な範囲において求める SPC 資産等の移転・承継

に必要となる措置を講じるものとする。 

4  前項の場合には、SPC は、譲渡・承継対象となる資産を、自己の費用と負担において、善良な管理者の注意

義務をもって維持管理しなければならず、SPC がかかる維持管理を行わない場合には、府は、SPC に代わって

これらの資産の維持管理を行い、これに要した合理的な費用を SPC に請求することができるものとする。 

5  SPC は、第 1 項に基づく府からの協議の申入れに際して、本株式又は SPC 資産等の譲渡・承継の相手方及

び対価・価額を府に提案することができ、府及び市が認めた場合には、当該相手方に対して当該対価・価額

にて本株式又は SPC 資産等を譲渡・承継することができる。 

 

第 97 条（有効活用等を行わない場合） 

第 95 条第 1 項第 2 号の場合又は前条第 1 項及び第 2 項の協議が、府が協議を申し入れてから 6 か月以内に

整わなかった場合（但し、府及び SPC の合意により、その期間を 6か月を限度として延長できるものとする。）、

府又は SPC は、次の各号の措置を講ずることができる。 

(1) 本件 IR 施設等について 

府は、SPC に対し、事業用定期借地権設定契約（第 61 条の 4に基づき IR 区域拡張予定地に関して市と SPC

との間で締結される事業用定期借地権設定契約を含む。以下、本条において同じ。）及び附帯施設を設置

する土地の使用権原について市及び SPC の間で締結された契約の定めに従って、SPC の費用と責任におい

て、本件 IR 施設等を収去するよう求めることができる。但し、SPC は、府及び市が承認する場合には、本

件 IR 施設等の全部又は一部を府又は市に無償（又は SPC 及び府若しくは市が別途合意する対価）で譲渡
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して残置し、収去義務の全部又は一部を免れることができる。 

(2) 公共帰属施設について 

府は、SPC に対し、公物管理に係る法令等又は公共帰属施設に関する合意書に従い、SPC の費用と責任に

おいて公共帰属施設を解体し撤去するよう求めることができる。但し、SPC は、市が承認する場合には、

公共帰属施設の全部又は一部を残置し、収去義務の全部又は一部を免れることができる。 

(3) SPC 及び市以外の第三者が所有する資産について 

府は、SPC に対し、事業用定期借地権設定契約に基づき、同契約の原状回復義務の一環として、本件 IR 区

域内の SPC 及び市以外の第三者が所有する資産を撤去するよう求めることができる。但し、SPC は、府及

び市が承認する場合には、当該資産の全部又は一部を残置し、収去義務の全部又は一部を免れることがで

きる。 

 

第 98 条（SPC による有効活用等の対応協議） 

1  第 95 条第 1 項第 2 号の場合であっても、SPC は、府に対し、第 96 条第 1 項各号の有効活用等の対応につ

いて協議を申し入れることができるものとし、この場合、府は、かかる申し入れについて合理的な範囲にお

いて誠実に協力する。 

2  前項により府が SPC への協力を行う場合、府は、第 96 条第 2項乃至第 4項に定める対応を取ることができ

（但し、府は費用負担義務を負わない。）、この場合でも、SPC の義務に関する同各項の定めは同じく適用され

る。 

3  SPC は、第 1項に基づく府への協議の申入れに際して、本株式又は SPC 資産等の譲渡・承継の相手方及び

対価・価額を府に提案することができ、府及び市が認めた場合は、当該相手方に当該対価・価額にて本株式

又は SPC 資産等を譲渡・承継することができる。 

 

(15)認定の失効又は本契約の解除及びこれらに伴う措置 

① SPC の債務不履行等による解除 

府は、SPC の債務不履行等が生じた場合、本実施協定を解除できる（但し、府と SPC

は、設置運営事業の継続の可否・方法について誠実協議）。 

第 99 条（SPC の債務不履行等による解除） 

1  府は、次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合（但し、次のうち本件保証人に関する事由について

は、第 8 条に従い府に対して差し入れられた保証差入書に定める本件対象債務が完済されるまでの期間にお

いて生じた場合であって、当該事由が生じたときから 60 日以内に府が合理的に満足する本件保証人に代わる

保証人から府に対して同等の保証差入書が差し入れられない場合に限る。）には、SPC に対する通知をもって

直ちに本実施協定を解除することができる。但し、府と SPC は、かかる事由が生じた場合においても、設置

運営事業の継続の可否・方法について誠実に協議を行うものとする。なお、疑義を避けるために記載すると、

第 13 号及び第 14 号に定める事由に該当した主たる要因が、(1)公共インフラ整備等並びにそれらに係る工事

調整により本事業日程を遵守するために合理的に必要な本件工事及びその準備を行うことができないこと、

(2)本件土地等について本実施協定の締結時において通常想定し得ない地中障害物又は地質障害の存在が判

明したこと、(3)建設発生土等の処分に係る搬出先、搬出量又は搬出時期の変更（主として SPC 又は設置運営

事業予定者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。）が生じたこと、(4)IR 整備法に基づく国土交通大臣

若しくはカジノ管理委員会による手続等又は税制に起因して本事業日程の変更が必要になったこと（主とし

て SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。）、(5)新型コロナウイルス感染

症の再流行その他 SPC 又は設置運営事業予定者のいずれの責めにも帰すべからざる重大な事由が生じたこ

と、又は(6)不可抗力等により、本事業日程の変更が必要となったことである場合には、当該事由の発生は、

主として SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由によるものではないものとする。 

(1) 設置運営事業に関し、SPC が独占禁止法第 3条に違反し、又は SPC を構成事業者とする事業者団体が同法
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第 8条第 1号の定めに違反したことにより、公正取引委員会が SPC に対し、課徴金納付命令を行い、これ

が確定した場合 

(2) 設置運営事業に関し、確定した排除措置命令において、SPC が独占禁止法第 3条に違反し、又は SPC が構

成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 号に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ

た場合 

(3) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、SPC 又は SPC が構成事業者である事業者団体に独占禁

止法第 3 条又は第 8 条第 1 号に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が SPC

又は設置運営事業予定者等に対し課徴金納付命令を行い、これが確定したときは、当該課徴金納付命令に

おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に本公募の手続が行われ、かつ、

設置運営事業が当該取引分野に該当するものである場合 

(4) SPC 又は本件保証人が倒産手続等の開始を申し立て若しくは申請した場合、又は第三者によって申立てが

なされ、かつ当該第三者による申立てが申立日から 60 日以内に取下げ又は却下等により効力を失わなか

った場合 

(5) SPC が、府の事前の承認なく、SPC の取締役会若しくは株主総会において SPC の解散、合併、会社分割、

事業譲渡その他組織再編行為の決議を行い、又はこれらの行為を行った場合 

(6) SPC 又は本件保証人が、差押、強制執行、競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受け、かつ当該

申立て又は処分が当該事由発生日から 60 日以内に取下げ又は却下等により効力を失わず、本実施協定の

義務の履行に重大な支障が生じた場合（但し、一方の本件保証人について本号に定める事由が生じたが、

他方の本件保証人のみでも本実施協定の義務の履行に重大な支障が生じないことを SPC が府に対して合

理的に疎明し、府がこれを承認した場合（但し、府は当該承認を不合理に拒絶、留保又は遅延しないもの

とする。）は、この限りではない。） 

(7) SPC 又は本件保証人が銀行取引停止処分を受け、かつ当該処分が当該処分日から 60 日以内に取消し等に

より効力を失わなかった場合。但し、当該処分によっても、本実施協定の目的が達成されないと合理的に

認められない場合を除く。 

(8) 第 14 条に基づき市と SPC が締結した事業用定期借地権設定契約が同契約の期間の満了前に終了した場合 

(9) 設置運営事業に関し、SPC（その役員を含む。）に対し、刑法第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止

法第 89 条第 1項若しくは第 95 条第 1項第 1号に定める刑が確定した場合 

(10) 設置運営事業予定者等又は設置運営事業予定者等が指図した第三者が、府及び市により行われた本公募の

手続において重大な偽りその他重大な不正を行った場合 

(11) SPC が 2033 年 11 月末日又は府及び SPC が別途合意した日までに、IR 関係法令等に基づきカジノ免許その

他のカジノ施設の維持管理及び運営に必要な許認可（但し、カジノ施設の営業の開始までに取得しなけれ

ばならないものに限り、かつ、取得できないことが、カジノ施設の営業の開始を妨げない許認可は除く。）

を取得できなかった場合。但し、SPC 又は設置運営事業予定者のいずれの責めにも帰すべからざる事由に

よる場合を除く。 

(12) SPC が IR 関係法令等に基づきカジノ免許を取り消され、又はカジノ免許の更新を受けられなかった場合 

(13) 主として SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由により、着工予定期日（第 32 条第 2 項に

より変更された場合には、当該変更後の着工予定期日）から 12 か月以内に、当初の認定区域整備計画（但

し、本件 IR 施設の最初の開業時から設置及び運営されるものとして当初の認定区域整備計画に記載され

た本件 IR 施設を構成する施設について、変更があった場合は、当該変更後の施設を含む認定区域整備計

画をいう。以下、次号において同じ。）に記載された本件 IR 施設の建設及び整備の着工がなされない場合 

(14) 主として SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由により、2033 年 11 月末日又は府及び SPC

が別途合意した日までに、当初の認定区域整備計画に記載された本件 IR 施設の全部開業（但し、本件土

地等に設置される施設に限る。）がなされない場合 

(15) 府が SPC に対し第 73 条に定める是正要求措置としてモニタリング基本計画に定める改善命令を行ったに
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もかかわらず、SPC が合理的な内容の改善計画を策定せず、又は当該改善計画に基づく措置を実施しなか

った結果、当該違反又は不履行が合理的な期間内に改善されなかった場合 

(16) SPC が IR 整備法第 19 条第 1項に基づく設置運営事業の廃止を希望した場合（但し、①本事業期間の満了

の場合及び②当該廃止の理由について第 85 条第 3 項、第 99 条の 2 並びに第 100 条乃至第 103 条に基づ

いて本実施協定を解除する場合を除く。） 

2  府は、前項に定める事由を除き、SPC 又は設置運営事業予定者等が本実施協定若しくは府との間で別途締

結する契約上の重大な義務又はこれらにおいて行う重大な事項に関する表明保証のいずれかに違反した場合

において、SPC に対して当該事由の解消又は府が求める合理的に必要な措置の実施に必要な合理的期間を設

けて催告を行ったにもかかわらず、当該期間内に当該事由の解消又は当該措置の実施がなされず、それによ

り、SPC による設置運営事業の実施に著しい支障を及ぼすなど本実施協定の目的が達成されないと合理的に

認められるときには、SPC に対する通知をもって本実施協定を解除することができる。 

3  前二項に基づき府が解除権を行使できる場合において、府は、当該解除の対象となる事由がモニタリング

基本計画に基づく是正要求措置の対象となっていること（現に是正要求措置を受けている場合を含む。）自体

をもって、本条に基づく解除権の行使を妨げられないものとする。但し、府は、本条に基づく解除権の行使

に当たっては、SPC による是正要求措置への対応状況を十分斟酌するものとする。 

 

② SPC の事業前提条件に基づく解除 

ア SPC は、本条件解除期限（2026 年 9 月末日）までの間、本条件（税務上の取扱い、

カジノ管理委員会規則、資金調達、開発、新型コロナウイルス感染症、財務、重大

な悪影響に関する条件）のうち、いずれかが成就していないと判断する場合には、

本実施協定を解除できる。 

イ 本条件のいずれかが成就していないか否かの判断は、SPC が、本条件の成就のため

に府及び市と相互に緊密に協力・連携するとともに合理的に可能な範囲で努力を行

った上で、誠実かつ合理的な裁量により行う。 

ウ 府は、SPC が本件 IR 施設の全部開業に向けた活動を行っておらず、当該活動を行わ

ないことについて合理的な理由がないと判断する場合、SPC に対して協議を申し入

れることができ、当該協議にもかかわらず、SPC が府に対して、本件 IR施設の全部

開業に向けた活動を行う旨の意思表示を行わない場合（本件 IR 施設の全部開業に

向けた活動を行う意思がないことが客観的に明らかな場合を含む。）、本実施協定を

解除できる。 

第 99 条の 2（SPC の事業前提条件に基づく解除） 

1  SPCは、次の第1号乃至第7号の条件（以下「本条件」という。）のうち、いずれかが成就していないと判断

する場合には、府に対し、解除の効力発生日の3か月前までに、解除の効力発生日及び成就しないと判断した

理由を書面により通知（当該通知の日を「本条件解除予告日」という。）するものとし、この場合、府に対す

る当該通知をもって当該効力発生日において本実施協定を解除することができるものとする（以下、SPCによ

るかかる解除権を「本条件解除権」という。）。但し、解除の効力発生日は、2026年9月末日（以下「本条件解

除期限」という。）以前の日とする。なお、本条件のいずれかが成就していないか否かの判断は、SPCが、本

条件の成就のために府及び市と相互に緊密に協力・連携するとともに合理的に可能な範囲で努力を行った上

で、誠実かつ合理的な裁量により行うものとし、また、全ての条件を一定程度充足しているものの各条件の

充足度を総合的に考慮すると設置運営事業の実施が困難であるとSPCが誠実かつ合理的な裁量により判断す

る場合には、本条件の不成就とみなす。 

(1) 税務上の取扱い 

 設置運営事業に関する所得税、消費税及び法人税等の税務上の取扱いについて、設置運営事業予定者が

提案書類作成時点において仮定した前提条件よりも不利にならないこと、かつ、令和3年度国土交通省税



 

23 

制改正概要の内容と全ての点において一致していることが合理的に見込まれること。 

(2) カジノ管理委員会規則 

 カジノ管理委員会が定めるカジノ管理委員会規則が制定され、かつ、制定された内容が設置運営事業の

運営に著しい悪影響を与えるもの、又は、カジノ免許の取得の可否を予測することが困難であるものとな

っていないこと。 

(3) 資金調達 

 設置運営事業のための融資を行う金融機関と融資契約を締結できていること、かつ、当該融資契約に基

づく融資の実行が受けられると合理的に見込まれること（実行の前提条件を充足する内容の建設事業者と

の間の建設工事請負契約の締結が合理的に見込まれることを含む。）。 

(4) 開発 

 設置運営事業の開発に関して、次の①乃至③の条件の全てを充足すること。 

① 設置運営事業の実現、運営、投資リターンに著しい悪影響を与える本件土地又はその土壌に関する事象

（地盤沈下、液状化、土壌汚染、残土・汚泥処分等の地盤条件に係る事象を含むがこれらに限らない。）

が生じていないこと、又は、生じるおそれがないこと、かつ、当該事象の存在が判明した場合には、本件

土地の所有者は、当該事象による悪影響の発生の防止を確実とするよう SPC と協力し、一定の適切な措置

を講じること（かかる適切な措置には、本件土地の所有者による関係する合理的な対策の費用の負担も含

むものとする（但し、SPC が作成した設置運営事業に係る事業計画において SPC の負担として計画してい

る工事費等は除く。）。）。 

② 公共インフラ整備等による本件工事に対する制限が、設置運営事業の投資リターンに著しい悪影響を与え

るおそれがないこと。 

③ 上記①及び②を含む予見不可能な事象の発生やインフレ等の影響により本件 IR 施設の全部開業までに要

する総費用が 1.27 兆円から増加することが見込まれないこと。 

(5) 新型コロナウイルス感染症 

 新型コロナウイルス感染症が終息し、かつ、国内外の観光需要が新型コロナウイルス感染症による影響

を受ける前の水準まで回復していることが合理的に見込まれること。 

(6) 財務 

 本件保証人のいずれかに倒産手続等の開始の申し立て等が生じておらず、かつ、本件保証人の財務状態

に鑑みSPCへの出資を実行できると合理的に見込まれること。 

(7) 重大な悪影響 

 SPCにおいてコントロールできない設置運営事業の設置又は運営に著しい悪影響を与えるその他の事象

が生じていないこと。 

2  SPCが本条件解除権を行使した場合には、府は、SPCに対して、第96条第1項各号の対応について協議を申し

入れることができるものとする。かかる申し入れがなされた場合、第96条第2項乃至第5項の規定を準用する。

但し、当該準用による府及びSPCの権利義務は、別途府及びSPCの間で合意した場合を除き、本条件解除予告

日から6か月（但し、府及びSPCの合意により、その期間を6か月を限度として延長できるものとする。）をも

って全て終了する。 

3  SPCは、本実施協定の発効日から事業前提条件充足日までの間、事業報告書の提出時及び府から要請があっ

た場合、府に対して、実務上合理的な範囲で、SPCによる設置運営事業の進捗（本条件の充足見込みを含む。）

について報告する。 

4  SPCは、前項の報告時点において、第1項なお書に従い、本条件の一部が終局的に成就していると判断する

場合又は本条件の一部を放棄する場合、府及び市に対して、速やかにその旨を書面で通知するものとし、当

該通知がなされた条件は当該通知日（府又は市への通知日のいずれか早い日）をもって成就したものとみな

される。 

5  SPCは、本実施協定の発効日から本条件解除期限までの間、第1項なお書に従って本条件の全部が成就した

（前項に基づき成就したとみなされる場合を含む。以下同じ。）と判断する場合、又は成就していない本条件
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（前項に基づき成就したとみなされる場合を除く。）の全部を放棄する場合には、府及び市に対して、速やか

にその旨を通知するものとし、当該通知の到達（府又は市への到達のいずれか早い日）をもって本条件解除

権は失効するものとする。 

6  府は、SPCが当初の認定区域整備計画に記載された本件IR施設の全部開業（但し、本件土地に設置される施

設に限る。以下、本項において同じ。）に向けた活動を行っておらず、かつ、当該活動を行わないことについ

て合理的な理由がないと判断する場合、SPCに対して協議を申し入れることができる。この場合、府及びSPC

は、当該申入れより1か月を期限として、当該活動を行っていない理由、本件IR施設の全部開業の見込み、今

後の本件IR施設の全部開業に向けた活動及び本条件の全部又は一部の成就や放棄に関して誠実に協議するも

のとする。かかる協議にもかかわらず、SPCが府に対して、当初の認定区域整備計画に記載された本件IR施設

の全部開業に向けた活動を行う旨の意思表示を行わない場合（SPCが当該意思表示を行ったものの、本件IR施

設の全部開業に向けた活動を行う意思がないことが客観的に明らかな場合を含む。）、府は、SPCに対して、解

除の効力発生日の3か月前までに書面で通知することにより、本実施協定を解除することができるものとす

る。但し、解除の効力発生日は、事業前提条件充足日以前の日とする。 

 

③ 府の債務不履行による解除 

SPC は、府の責めに帰すべき事由により、府が本実施協定等の重大な義務等に違反し

た場合、本実施協定を解除できる。 

第 100 条（府の債務不履行による解除） 

 SPC は、府の責めに帰すべき事由により、府が本実施協定又は SPC との間で別途締結する契約上の重大な義

務又はこれらにおいて行う重大な事項に関する表明保証のいずれかに違反した場合において、当該不履行につ

いて府との協議を経た上、60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を行ったにも

かかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されず、それにより、SPC による設置運営事業の実施に著しい支障

を及ぼすなど本実施協定の目的が達成されないと合理的に認められるときには、府に対する通知をもって本実

施協定を解除することができる。 

 

④ 区域整備計画の認定の失効による解除 

認定区域整備計画の認定の更新がなされず、その有効期間が満了した場合、又は、IR

整備法第 35 条第 1項に基づき国土交通大臣により認定区域整備計画の認定が取り消さ

れた場合、府は、本実施協定を解除できる。 

第 101 条（区域整備計画の認定の失効による解除） 

1  認定区域整備計画の認定の更新がなされず、当該認定区域整備計画の有効期間が満了した場合（本事業期

間の満了の場合を除く。）、又は、IR 整備法第 35 条第 1 項に基づき国土交通大臣により認定区域整備計画の

認定が取り消された場合、府は、SPC に対する通知をもって直ちに本実施協定を解除することができる。但

し、府は、SPC が設置運営事業を整理するための期間、本項に基づく本実施協定の解除を猶予することを求め

た場合には、合理的に可能な範囲で配慮するものとする。 

2  SPC は、前項に規定する事由が生じた場合、前項に基づき本実施協定を解除するか否かを府が SPC から書

面による要請を受けたときから 30 日以内に決定し SPC に通知するよう、府に対して求めることができる。 

 

⑤ 不可抗力等による本実施協定の解除 

ア SPC は、不可抗力等により、設置運営事業を復旧又は継続させることが不可能又は

著しい増加費用若しくは損害が合理的に見込まれる場合等において、復旧又は継続

のために合理的に必要な対応を講じたにもかかわらず、相当期間内に状況が改善し

ないときは、府と協議の上で、違約金その他の責任を負うことなく、本実施協定を

解除できる。 
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イ 府は、不可抗力等により、設置運営事業を復旧又は継続させることが不可能若しく

は困難と合理的に見込まれる場合等において、相当期間が経過しても設置運営事業

が復旧又は継続していない場合、いずれの当事者も違約金の支払いその他の責任を

負うことなく、SPC と協議の上で、本実施協定を解除できる。 

第 102 条（不可抗力等による本実施協定の解除） 

1  不可抗力等により設置運営事業の全部若しくは重要な一部を復旧又は継続させることが不可能若しくは

著しく困難となったと合理的に認められる場合、又は不可抗力等により設置運営事業について著しい増加費

用若しくは損害が発生し若しくは発生することが合理的に見込まれる場合において、SPC が復旧又は継続の

ために合理的に必要な対応を講じたにもかかわらず相当期間内に状況が改善しないときには、SPC は、府と

協議の上で、違約金の支払いその他の責任を負うことなく本実施協定を解除することができる。 

2  不可抗力等により設置運営事業の全部若しくは重要な一部を復旧又は継続させることが不可能若しくは

著しく困難となったと合理的に認められる場合において、不可抗力等が生じた時点から復旧に要すると合理

的に認められる相当期間が経過してもなお設置運営事業の全部又は重要な一部が復旧又は継続していない

場合、いずれの当事者も違約金の支払いその他の責任を負うことなく、府は、SPC と協議の上で、本実施協

定を解除することができる。 

 

⑥ 合意解除 

府及び SPC は、合意により本実施協定を解除できる。 

第 103 条（合意解除） 

 府及び SPC は、合意により本実施協定を解除することができる。この場合、本実施協定に別段の定めがある

場合を除き、解除の効果については府及び SPC の合意により決定する。 

 

⑦ 本実施協定終了時及び SPC による事業廃止の手続 等 

 

(16)違約金、補償及び損害賠償 

① 開業遅延に係る遅延損害金 

2033 年 5 月末日又は府及び SPC が別途合意した日までに全部開業を行わない場合、

1 日当たり金 1562 万円の遅延損害金（但し、SPC 又は設置運営事業予定者等の帰責事

由以外の事由による場合は、当該遅延が当該事由に起因したものとして認められる金

額の支払を免除）。 

第 106 条（開業遅延に係る遅延損害金の支払い） 

1  SPC が、2033 年 5 月末日又は府及び SPC が別途合意した日までに本件 IR 施設の全部開業（当初の認定区域

整備計画に記載された施設に限る。以下、本条において同じ。）を行わない場合、府は、SPC に対し同日の翌

日から当該開業の日までの間、1 日当たり金 1562 万円の遅延損害金の支払を請求することができるものと

し、SPC は、府の指定する期間内に府に対して当該遅延損害金を支払う。 

2  SPC又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由以外の事由により本件IR施設の全部開業が遅れた場

合は、府は SPC に対し前項の遅延損害金のうち、当該遅延が当該事由に起因したものとして認められる金額

の支払を免除する。なお、疑義を避けるために記載すると、本件 IR 施設の全部開業が遅れた主たる要因が、

(1)公共インフラ整備等及びそれらに係る工事調整により本事業日程を遵守するために合理的に必要な本件

工事及びその準備を行うことができないこと、(2)本件土地等について本実施協定の締結時において通常想定

し得ない地中障害物又は地質障害の存在が判明したこと、(3)建設発生土等の処分に係る搬出先、搬出量若し

くは搬出時期の変更（主として SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。）

が生じたこと、(4)IR 整備法に基づく国土交通大臣又はカジノ管理委員会による手続等若しくは税制に起因

して本事業日程の変更が必要になったこと（主として SPC 又は設置運営事業予定者の責めに帰すべき事由に
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よる場合を除く。）、(5)新型コロナウイルス感染症の再流行その他 SPC 又は設置運営事業予定者のいずれの

責めにも帰すべからざる重大な事由が生じたこと、又は(6)不可抗力等により、本事業日程の変更が必要とな

ったことである場合には、SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由以外の事由により本件 IR 施

設の全部開業が遅れた場合に該当するものとする。 

 

② カジノ事業等の全部停止に係る違約金 

カジノ管理委員会によりカジノ事業等の全部の停止が命じられた場合、1日当たり金

157 万円の違約金。 

第 107 条（カジノ事業等の全部停止に係る違約金の支払い） 

 SPC が IR 整備法第 204 条第 1項、第 2項又は第 4項に基づき、カジノ管理委員会により、カジノ事業又はカ

ジノ行為区画内関連業務の全部の停止が命じられた場合、府は、SPC に対し、当該停止命令の効力が生じている

期間において、1日当たり金 157 万円の違約金の支払を請求することができるものとし、SPC は、府の指定する

期間内に府に対して当該違約金を支払う。 

 

③ 重大な債務不履行等に係る規定違約金 

ア 本件 IR 施設の建設及び整備の着工日まで：12.7 億円 

イ 本件 IR 施設の全部開業まで      ：252.9 億円 

ウ 本件 IR 施設の全部開業が行われる日以降：126.5 億円 

第 108 条（重大な債務不履行等に係る規定違約金の支払い） 

1  府は、第 99 条に基づいて本実施協定を解除した場合又は第 99 条第 1 項若しくは第 2 項に規定する解除事

由に該当する事態が発生し（但し、当該解除事由が本項但書(2)に定める各号に該当する事由のいずれかであ

る場合には、当該事由に該当することが SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由に起因する場

合に限る。）、府が SPC に対してその旨の通知を本条件解除予告日までに行っているにもかかわらず SPC が第

99 条の 2 第 1 項に基づき本実施協定を解除した場合（但し、府が通知した解除事由のうち、第 99 条第 1 項

第 3 号及び同第 10 号以外の解除事由については、SPC による第 99 条の 2 第 1 項に基づく解除における解除

事由発生の主たる原因になっている場合に限る。）には、SPC に対し、規定違約金として金 252.9 億円の支払

を求めることができるものとし、SPC は、府の指定する合理的な期間内に府に対して当該違約金を支払う。但

し、(1)SPC が第 105 条に基づき設置運営事業の廃止を希望したことを理由として本実施協定が解除された場

合又は(2)SPC 又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべからざる事由により、第 99 条第 1 項第 4 号、第 6

号、第 8 号、第 11 号若しくは第 12 号に基づいて本実施協定が解除された場合には、SPC は当該違約金を支

払う義務を負わない。 

2  府は、第 101 条第 1 項に基づいて本実施協定を解除した場合であって、かつ、次の各号に該当する場合に

は、SPC に対し、規定違約金として金 252.9 億円の支払を求めることができる。 

(1) 第 21 条第 1項第 2号又は第 3号の事由に該当していた場合 

(2) SPC が、認定区域整備計画の認定の更新の申請を行わなかった場合（更新用の区域整備計画の案を作成又

は提出しなかった場合を含む。以下本号において同じ。）。但し、主として府、市、公安委員会若しくは国

の責めに帰すべき事由又は IR 整備法第 9 条第 7 項に定める必要な措置が講じられないこと（但し、当該

必要な措置が講じられないことが主として SPC の責めに帰すべき事由による場合を除く。）により、当該

更新の申請を行わなかった場合を除く。 

(3) 前各号に定めるほか、認定区域整備計画の認定の更新がなされず当該認定区域整備計画の有効期間が満了

又は失効した場合、又は、IR 整備法第 35 条第 1項に基づき国土交通大臣により認定区域整備計画の認定

が取り消されて、当該認定区域整備計画の有効期間が満了又は失効したことが、主として SPC の責めに帰

すべき事由による場合（疑義を避けるために記載すると、認定区域整備計画又は更新用区域整備計画の内

容や府が本公募の時点で認識し又は合理的に予見できた SPC の属性に起因する場合は、SPC の責めに帰す
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べき事由に該当しない。） 

3  前二項に定める規定違約金の支払いに当たって、当該規定違約金の発生事由と同じ事由により第 106 条及

び第 107 条に基づく既に発生済みの遅延損害金若しくは違約金がある場合、又は、当該規定違約金の発生事

由と同じ事由により本件保証人が府に提出した保証差入書に基づき違約金が府に支払われた場合には、それ

ぞれ当該規定違約金の支払額から当該遅延損害金及び違約金の額を控除するものとする。 

4  第 1 項及び第 2項に定める規定違約金の額は、本件 IR 施設の建設及び整備の着工日までに解除した場合は

金 12.7 億円、本件 IR 施設の全部開業（当初の認定区域整備計画に記載された施設に限る。）が行われる日以

降に解除した場合は金 126.5 億円に、それぞれ減額されるものとする。 

5  前各項に定める規定違約金は損害賠償額の予定ではなく、前各項の規定は、府に生じた実際の損害額が規

定違約金の額を超える場合において、府が SPC に対して当該超過分につき賠償請求することを妨げるもので

はない。 

 

④ 府による補償 

区域整備計画の継続判断基準（前記(3)③）による場合及び不可抗力等による本実施

協定の解除の場合（前記(15)⑤）を除き、府が、認定区域整備計画の認定の更新の申請

を行わず（府議会が更新申請議決をしない場合を含む。）、若しくは認定の取消しの申請

を行い、それにより認定の更新がなされず若しくは認定が取り消された場合、又は、こ

れらによる認定の不更新若しくは認定の取消しを原因として本実施協定が解除された

場合、府は、SPC に対して、これらに起因して SPC が現実に被った通常生ずべき損害（逸

失利益は除く。）につき、当該事由の内容・程度等に照らし必要かつ相当な範囲におい

て補償。 

第 109 条（府による補償）  

1  第 21 条第 4 項及び第 102 条に定める場合を除き、府が、第 20 条に基づく認定区域整備計画の認定の更新

の申請を行わず（府議会が第 21 条第 1項各号の事由によらず更新申請議決をしない場合を含む。）、若しくは

認定区域整備計画の認定の取消しの申請を行い、それにより区域整備計画の認定の更新がなされず若しくは

認定が取り消された場合、又は、これらによる認定の不更新若しくは認定の取消しを原因として本実施協定

が解除された場合、SPC は、当該認定不更新若しくは認定取消し又はそれらによる本実施協定の解除に起因

して SPC が現実に被った通常生ずべき損害（逸失利益は除く。）につき、当該事由の内容・程度等に照らし必

要かつ相当な範囲において、府に対しその補償を求めることができ、府はこれを補償するものとし、この場

合の補償は、SPC が設置運営事業のために投下した合理的な範囲の事業費、その他回収状況等の諸般の事情

を斟酌するものとする。 

2  前項の場合における、府による SPC に対する救済策は前項に基づくものに限られる。 

 

⑤ 損害賠償 

 SPC 及び府は、自己の表明保証違反又は本実施協定の履行義務違反等に起因し相手方

が被った損害等を賠償。 

 

第 110 条（損害賠償） 

1  SPC は、次のいずれかの事由に起因し又はこれに関連して府が被るか又は負担する損害等（但し、次のいず

れかの事由と相当因果関係のある範囲に限る。）について、府に対して賠償する。 

(1) SPC の第 76 条第 1 項及び第 2 項並びに第 77 条第 1 項に定める表明及び保証の全部又は一部が虚偽、不正

確であった場合 

(2) SPC が、本実施協定に基づき履行又は遵守すべき自己の義務又は誓約に違反し、又は履行若しくは遵守を

怠った場合 
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2  府は、第 21 条第 4 項及び立地協定（立地市町村等）第 13 条第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかの

事由に起因し又はこれに関連して SPC が被るか又は負担する損害等（但し、次のいずれかの事由と相当因果

関係のある範囲に限る。）について、SPC に対して賠償する。 

(1) 府の第 76 条第 3項に定める表明及び保証の全部又は一部が虚偽、不正確であった場合 

(2) 府が、本実施協定に基づき履行又は遵守すべき自己の義務又は誓約に違反し、又は履行若しくは遵守を怠

った場合 

3  SPC 及び府は、本実施協定に基づく債務の履行が遅延した場合には、弁済すべき金額に対し年 3％の割合

による遅延損害金を支払うものとする。この場合の計算方法は１年を 365 日とする日割計算とし、1円未満

の端数は切り捨てる。 

 

⑥ 第三者に及ぼした損害 

SPC は、設置運営事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合、主として府の責

めに帰すべき事由による場合を除き、SPC の費用と責任において処理解決。 

第 111 条（第三者に及ぼした損害） 

 SPC は、設置運営事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を府に報告するととも

に、主として府の責めに帰すべき事由による場合を除き、SPC の費用と責任においてその処理解決にあたらな

ければならない。 

 

(17)一般条項 

知的財産権、秘密保持、相互協議、準拠法その他の一般条項 

 

(18)裁判管轄 

大阪地方裁判所 

 

※ 枠囲み内は、本書作成時点における規定案であり、本実施協定の締結までの間に、協定内容

の本質・根幹に変更が生じない範囲内で表現を修正等することがある。 

 

以上 
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令和 5年 9月 

 

「事業用定期借地権設定契約書」の骨子案 

 

１．契約名称 

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業用定期借地権設定契約書 

 

２．趣旨 

IR 事業の実施に必要となる土地権原として、土地所有者としての大阪市と大阪 IR 株式

会社（認定設置運営事業者）との間で、IR 事業用地（本件土地）について借地借家法第 23

条第１項に定める事業用定期借地権設定契約を締結の上、大阪 IR株式会社を賃借人とする

借地権を設定するもの。 

 

３．契約締結主体 

大阪市及び大阪ＩＲ株式会社 

 

４．締結日 

※IR整備法第 13条第 2項に基づく国土交通大臣による実施協定の認可の後、速やかに、

実施協定の締結に併せて締結。 

 

５．契約方法 

借地借家法第 23 条第１項に定める事業用定期借地権設定契約（公正証書により締結） 

 

６．対象土地（本件土地） 

所有者   ：大阪市 

所在地  ：大阪市此花区夢洲中一丁目 

地番(地籍)：１番 16（40,174 ㎡）、１番 17（97,625 ㎡） 

３番３（59,760 ㎡）、３番５（294,800 ㎡） 

実 測  ：492,361.19 ㎡ 

 

７．主な規定項目及び概要 

(1) 指定用途・禁止用途 

① 設置運営事業の用に供する本件 IR施設を所有するため使用。 

② IR 施設以外の建物又は構造物の建築禁止。 

③ 居住、風俗営業、性風俗関連特殊営業及び暴力団等の活動のための利用等禁止。 

 

(2) 引渡し 

事業前提条件充足日の３営業日後又は市と SPC が別途合意した日（但し、本件 IR施設の

建設及び整備の着工前）に現状有姿にて引渡し。 

第５条（引渡し） 

甲は、事業前提条件充足日の３営業日後の日又は甲及び乙で別途合意した日（但し、いずれも本件 IR 施設の

建設及び整備の着工前とし、以下「引渡日」という。）をもって、本件土地を引渡日における現状有姿にて乙に

引き渡す。なお、乙は、甲が承認した場合は、本件土地について、工区毎又は乙以外の者による使用が行われ

ていない若しくは行われる予定がない区域から順に、引渡日における現状有姿にて引き渡しを受けることがで

きるものとし、その場合における引渡日は、甲及び乙で別途合意した日とする。 

資料４ 
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(3) 賃貸借期間 

① 本件土地の最初の引渡日から 2058 年４月 13日まで 

② 土地課題対策又は事業前提条件に起因して開業時期が遅延した場合、府、市及び SPC の

協議・合意により当該遅延期間分を延長。 

③ 原状回復期間が４年を超えると見込まれる場合で、技術や地盤の状況等に照らし、地盤

影響、技術面及び費用面からみて、必要性・合理性があると市が認めるときは、府、市

及び SPC の協議・合意により必要期間分を延長。 

第６条（賃貸借期間） 

１ 賃貸借期間は、本件土地の最初の引渡日から 2058 年４月 13 日までとする。 

２ 前項にかかわらず、第 22 条第１項に基づいて賃貸借期間の延長を希望する通知が行われ、本実施協定及び

立地協定に基づいて府、甲及び乙が本件開業遅延期間延長を行うことに合意した場合で、かつ同条第２項に

基づく新借地権設定契約の締結が行われないときには、甲及び乙は、公正証書をもって、当該延長後の本事

業期間の満了日までの期間（但し、当初の賃貸借期間と合計して 50 年を超えない範囲に限られる。）、賃貸借

期間を延長するものとする。なお、当該延長後の賃貸借期間にかかる契約条件については、賃料を除き延長

前の契約条件によることとし、賃料は不動産鑑定評価に基づいて、甲が決定するものとする（但し、甲の判

断により第７条に基づいて決定される延長前の賃料とすることができる。）。 

３ 前二項に定める賃貸借期間には、原状回復に要する期間を含む。但し、乙が第 27 条第７項に規定する通知

を行った場合において、府、甲及び乙の協議により、その時点での技術や地盤の状況等に照らし、地盤影響、

技術面及び費用面からみて、当該通知された内容に必要性・合理性があると甲が認めるとき（但し、甲は、

当初の賃貸借期間の満了日の６年前までにかかる必要性・合理性の有無についての判断を行い、判断結果を

乙に通知するものとする。）は、甲及び乙は、公正証書によって、当該必要性・合理性があると認められる期

間（但し、地盤沈下対策等のために設置した地下構造物の撤去期間を限度とし、当初の賃貸借期間と合計し

て 50 年を超えない範囲に限られる。以下「本原状回復に伴う延長期間」という。）、賃貸借期間を延長するも

のとする。なお、第 27 条第 1 項に基づく本件土地の原状回復に現に着手した後、原状回復の実施中におい

て、その時点での技術や地盤の状況等に照らし、第 27 条第 7項に定める通知期限の時点において通常予測し

得ない事情によって、原状回復に現に必要となる期間が本原状回復に伴う延長期間を超えると見込まれるに

至った場合は、甲及び乙は更なる賃貸借期間の延長の必要性及び延長期間について誠実に協議するものとす

る。当該延長後の賃貸借期間にかかる契約条件については、賃料を除き延長前の契約条件によることとし、

賃料は不動産鑑定評価に基づいて、甲が決定するものとする（但し、甲の判断により第７条に基づいて決定

される延長前の賃料とすることができる。）。 

４ 本契約について、本契約の更新（更新の請求及び土地の使用継続によるものを含む。）は行わないものとす

る。 

５ 第１項の賃貸借期間の満了（第２項又は第３項により賃貸借期間を延長した場合は、当該延長後の期間満

了をいう。以下同じ。）の前に本件土地上の建物が滅失し、乙が新たに建物を築造した場合においても、本契

約はその賃貸借期間の満了により終了し、本件借地権の期間の延長は行わないものとする。 

 

(4) 賃貸借期間満了後の取扱い 

① SPC が土地の継続利用を希望する場合で、実施協定に基づき事業期間が延長されるとき

は、市と SPC は、新借地権設定契約の締結に向け、土地の利用形態及び利用条件等を協

議。 

② 新借地権設定契約における賃料は、事業の実施状況、再投資計画の内容、事業環境及び

延長前の賃料等諸条件を総合的に勘案し行われた府、市及び SPC での協議を踏まえ、市

が決定。 
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③ SPC が事業継続しない場合は、市と SPC は、IR 施設の有効活用又はその処分の方針・手

続き等について協議。 

④ IR 施設の有効活用等について合意に至らなかった場合は、SPC は本件土地を原状回復

し市に返還。 

第 22 条（賃貸借期間の満了後の取扱い） 

１ 乙は、2050 年４月１日から 2050 年９月末日までの期間内に、甲に対し、当該期間満了後における本件土

地を賃貸借の対象とする借地借家法第 23 条第１項に定める事業用定期借地権設定契約又は同条第２項に定

める事業用定期借地権設定契約（以下「新借地権設定契約」という。）の締結を含めた本件土地の継続利用の

希望の有無について書面で通知（以下「継続利用希望通知」という。）するとともに、本実施協定及び立地協

定に基づいて府及び甲が承認した本件開業遅延期間に相当する期間の全部又は一部について賃貸借期間の延

長を希望する場合にはその旨も併せて通知するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項に基づく乙からの継続利用希望通知において乙が本件土地の継続利用を希望する場合で、

本実施協定に基づく府及び乙の協議により本実施協定における本事業期間が延長されるときには、当該延長

期間と同じ期間を賃貸借期間とする新借地権設定契約の速やかな締結に向けて、本件土地の利用形態及び利

用条件等について誠実に協議する。 

３ 前項に基づく甲及び乙の協議により甲及び乙との間で締結される新借地権設定契約における賃料は、本実

施協定第 90 条に定める延長用基本合意書の締結時までに、それまでの乙の設置運営事業の実施状況、再投資

計画の内容、事業環境及び延長前の賃料等諸条件を総合的に勘案し行われた甲、乙及び府での協議を踏まえ、

法令等に則り、甲により決定されるものとする。 

４ 甲及び乙は、(1)第１項に基づく乙からの継続利用希望通知において乙が本件土地の継続利用を希望しない

場合、(2)第２項に基づく甲及び乙との協議にかかわらず本実施協定第 88 条第 3 項に定める延長協議の期間

内に甲及び乙との間で本件土地の継続利用について合意に至らなかった場合、又は(3)前条に基づいて本契約

が解除された場合には、本件 IR 施設の有効活用又はその処分の方針・手続き等について協議を行う。 

５ 前項に基づく協議にかかわらず本実施協定第 97 条柱書に定める協議の期間の満了日（前項(1)若しくは(2)

の場合）又は甲の指定する期日（前項(3)の場合）までに甲及び乙との間で本件 IR 施設の有効活用等につい

て合意に至らなかった場合には、乙は第 27 条（注）に従って本件土地の原状回復及び甲への返還等を行うも

のとする。 

（注）後記（18）参照 

 

(5) 賃料 

① 月額賃料 210,730,589 円（428 円／㎡） 

② 賃料改定 

ア 市は、５年毎に賃料の金額の相当性について検証し、検証により賃料の改定を行う

必要があると判断した場合は、次の計算式により賃料改定可。 

改定後の賃料＝改定前の直近の賃料×スライド率 

       スライド率＝（名目 GDP 変動率＋大阪市消費者物価指数（総合）変動率）／２ 

イ SPC は、当初の区域認定日から 10 年を経過した日以降、市に対して、前記アに基づ

いて賃料改定を請求可。 

③ 不増額特約 

市は、当初の区域認定日から 10 年間は賃料の増額をしない。 

④ 市又は SPC は、前記②③にかかわらず、急激かつ著しいインフレーション又はデフレー

ションが発生した場合は、賃料改定を請求可。 

第７条（賃料） 

１ 乙は、引渡日以降の本件土地の賃料として月額金 210,730,589 円（1 ㎡当たり金 428 円）を甲に支払う。

但し、第５条なお書きにより工区又は区域毎の引渡しとする場合は、本件土地の全部の引渡しが完了するま
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では、引渡しを完了した工区又は区域の面積に応じて算出した金額を賃料とする。 

２ 引渡日が月の初日でないとき又は賃貸借期間の満了日（解除等による終了日を含む。）が月の末日でないと

きの賃料は日割計算により算定する。 

３ 甲は、改定検証日において、賃料の金額の相当性について本件土地の路線価等を踏まえて検証するものと

し、その検証により賃料の改定を行う必要があると判断した場合には、以下の計算式により賃料を改定する

ことができる。 

  改定後の賃料＝（a）改定前の直近の賃料 × （b）スライド率 

  （b）スライド率＝（名目 GDP 変動率＋大阪市消費者物価指数（総合）変動率）／２ 

４ 乙は、当初の区域認定日から 10 年を経過した日以降、甲に対して、前項に基づいて賃料を改定することを

求めることができ、甲はこれを不合理に拒絶、拒否又は留保してはならない。 

５ 甲又は乙は、前二項にかかわらず、急激かつ著しいインフレーション又はデフレーションが発生したとき

には、賃料の改定を請求することができる。 

６ 前三項に基づき賃料が改定されたときは、甲は改定通知書により乙に通知する。 

７ 前項の通知があったときは、第１項にかかわらず、改定日以降の賃料は、第３項乃至第５項に基づいて改

定され、かつ、当該通知書において通知された金額とする。 

 

第８条（不増額特約） 

甲は、当初の区域認定日から 10 年間は賃料の増額をしないものとする。但し、当該期間においても、前条第

５項に基づく賃料の改定の請求は妨げられない。 

 

(6) 契約保証金 

賃料 66 ヵ月分（約 139 億円） 

※ 賃料改定があった場合は、改定後賃料に基づく。 

※ 契約保証金の増額（60ヵ月分）により連帯保証人は免除。 

 

(7) 契約不適合責任 

後記(8)乃至(10)の土地課題対策、特定地中埋設物撤去及び通常予測され得る程度を超え

る地盤沈下対策を除き、市は、本契約の内容に適合しない場合であっても、SPC に対して一

切の責任を負わない。 

第 13 条（契約不適合責任） 

１ 本契約及び立地協定（土地所有者）において別途定める場合を除き、甲は、本件土地について、本契約の

内容に適合しない場合であっても、乙に対して一切の責任を負わない。 

２ 乙は、本件土地において募集要項等又は別紙２「物件調書」に明示されていない地中障害物、地質障害そ

の他の本契約の内容に適合しない可能性のある状況が判明したとき又は本件土地の状況が募集要項等で甲が

提示した内容と異なることが判明したときには、速やかに（但し 30 日を超えてはならない。）甲に連絡し、

その確認を受けるものとする。 

３ 乙は、前項の連絡を怠った場合、第 13 条の２乃至第 13 条の４、第 13 条の６及び第 13 条の７に基づく請

求を行うことはできない。 

４ 本条の場合における、甲による乙に対する救済策は第 13 条の２乃至第 13 条の４、第 13 条の６及び第 13

条の７に基づく費用負担に限られる。 

 

(8) 土地課題対策 

① 本件土地において、土地課題対策（土壌汚染対策、液状化対策、地中障害物撤去）は SPC

が実施し、土地課題対策により SPC の負担が増加した場合、当該増加負担のうち妥当と



 

5 

 

認める額を市が負担（全部開業後に、本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を

行う場合も同様。）。 

② 土地課題対策費用は、土地引渡し及び建設着工が行われた場合に、債務負担行為（事項・

期間・限度額）の範囲内で、支払期日に実施協定が有効に存続していることを条件に、

市が合理的に判断する範囲で支払う。 

③ SPC の帰責事由により、開業までに実施協定・本契約・立地協定が解除された場合、SPC

は支払いを受けた土地課題対策費用を市に返還。 

④ SPC は、土地課題対策のために使用できなくなった土地の範囲及び期間に対応する賃料

については支払義務なし。 

第 13 条の２（土壌汚染対策） 

１ 乙は、本件土地の各工区又は各区域においてその引渡日に存在する土壌汚染について、事業条件書に従い、

必要となる土壌汚染対策（第２項に規定する建設発生土等の処理を含む。以下同じ。）を適切に行うものとす

る。本件 IR 施設の全部開業後に本件土地において本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合

も同様とする。 

２ 甲及び乙は、府とともに、乙による本件土地における建設発生土等の処理及び費用負担について、事業条

件書に従って適切に対応するものとする。 

３ 乙は、前二項に基づく土壌汚染対策の実施に際して、立地協定（土地所有者）に従い、甲及び府と事前協

議を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項に基づく土壌汚染対策により当該土壌汚染がない場合と比較して乙の負担が増加した場

合には、甲は、事業条件書に従い、甲が当該増加負担のうち妥当と認める額（以下「土壌汚染対策負担額」

という。）を乙に支払う。但し、前項に基づく協議を経ている場合に限る。 

５ 前項にかかわらず、本件 IR 施設、広場、緑地及び域内通路並びに本件 IR 施設に付帯する外構等について、

これらの開業・供用後に必要となる当該施設等の維持修繕又は大規模改修に伴い、新たに必要となる土壌汚

染対策に要する費用は、乙が負担するものとする。 

６ 乙は、汚染土壌を含む建設汚泥の処理のために必要となる再生処理プラント等の設置及び建設汚泥又はそ

の再生土の受入先調整のために必要となる仮置きのために大阪・夢洲地区内の甲が所有する土地を使用する

場合において、当該土地の使用にかかる賃料の支払義務を負わないものとする。但し、当該土地の範囲及び

期間については、別途甲及び乙の間において協議して定めるものとする。 

７ 甲は、本条、第 13 条の５及び立地協定（土地所有者）で定める場合を除き、本件土地における乙の土壌汚

染対策に要する費用について一切負担しない。 

 

第 13 条の３（液状化対策） 

１ 乙は、本件土地について液状化の危険が具体的に見込まれ、本件土地の利用に際して当該危険に対応する

必要がある場合は、必要となる液状化対策を適切に行うものとする。本件 IR 施設の全部開業後に本件土地に

おいて本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

２ 乙は、前項に基づく液状化対策に際して、立地協定（土地所有者）に従い、甲及び府と事前協議を行うも

のとする。 

３ 第１項に基づく液状化対策に起因して乙の負担が増加した場合には、甲は、事業条件書に従い、甲が当該

増加負担のうち妥当と認める額（但し、液状化しても支障が生じないように構造物を設計する方法（構造対

策による方法）での対策に要する費用を除く。以下「液状化対策負担額」という。）を乙に支払う。但し、前

項に基づく協議を経ている場合に限る。 

４ 前項にかかわらず、本件 IR 施設、広場、緑地及び域内通路並びに本件 IR 施設に付帯する外構等について、

これらの開業・供用後に必要となる当該施設等の維持修繕又は大規模改修に伴い、新たに必要となる液状化

対策に要する費用は、乙が負担するものとする。 

５ 乙は、第７条にかかわらず、第１項に基づく液状化対策のために使用ができなくなったと認められる本件
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土地の範囲及び期間に対応する本件土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲及び期間

については、別途甲乙間において協議して定めるものとし、その賃料の単価は第７条の定めに従うものとす

る。 

６ 甲は、本条、第 13 条の５及び立地協定（土地所有者）で定める場合を除き、本件土地における乙の液状化

対策に要する費用について一切負担しない。 

 

第 13 条の４（地中障害物撤去等） 

１ 乙は、本件土地において当初の区域認定日に存在する、本件 IR 施設の建設・整備に支障となる地中障害物

について、事業条件書に従い、撤去等を適切に行うものとする。本件 IR 施設の全部開業後に本件土地におい

て本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

２ 乙は、前項に基づく地中障害物の撤去等に際して、立地協定（土地所有者）に従い、甲及び府と事前協議

を行うものとする。 

３ 第１項に基づく地中障害物の撤去等により当該地中障害物がない場合と比較して乙の負担が増加した場合

には、甲は、事業条件書に従い、甲が当該増加負担のうち妥当と認める額（以下「地中障害物撤去等負担額」

という。）を乙に支払う。但し、前項に基づく協議を経ている場合に限る。 

４ 乙は、第７条にかかわらず、第１項に基づく地中障害物の撤去等のために使用ができなくなったと認めら

れる本件土地の範囲及び期間に対応する本件土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲

及び期間については、別途甲乙間において協議して定めるものとし、その賃料の単価は第７条の定めに従う

ものとする。 

５ 甲は、本条、第 13 条の５及び立地協定（土地所有者）で定める場合を除き、本件土地における乙の地中障

害物の撤去等に要する費用について一切負担しない。 

 

第 13 条の５（本件土地課題対策費用） 

１ 甲及び乙は、本件土地課題対策費用は、第５条（注）に基づく本件土地の最初の引渡し並びに本件 IR 施設

の建設及び整備の着工が行われた場合に、本件債務負担行為として予算に定めた事項、期間及び限度額の範

囲内で、本条第２項に定める各支払期日において、本実施協定が有効に存続していること（但し、不可抗力

等又は府若しくは甲の責めに帰すべき事由により本実施協定が解除された場合を除く。）を条件として、甲が

合理的に判断する範囲で甲から乙に支払われることを確認する。 

２ 甲から乙への本件土地課題対策費用の支払期日は、次の各号のとおりとする。但し、本件債務負担行為（開

業前）に基づく本件土地課題対策費用の支払いに関しては、原則として 2024 年度以降、本件 IR 施設の開業

（但し、本件 IR 施設の部分開業を行う場合は、部分開業をいう。以下、本条において同じ。）までの支払い

とし（但し、甲の責めに帰すべき事由以外の事由により、事業条件書並びに甲及び乙が別途締結する書面に

定める甲による負担額の認定のために必要となる書類の提出が遅れた場合はこの限りではない。）、本件 IR 施

設の開業までの支払いを実現できるよう甲及び乙は相互に合理的な努力を行う。また、甲は、できるだけ早

期の支払いが可能となるよう実務上合理的な範囲で努力するものとする。 

(1) 土壌汚染対策負担額 

 本件債務負担行為（開業前）に基づく土壌汚染対策負担額の支払いに関しては本件 IR 施設の開業に必

要となる全ての施設の竣工後、甲による土壌汚染対策負担額の認定がなされた日から 12 ヵ月以内。本件

債務負担行為（開業後）に基づく土壌汚染対策負担額の支払いに関しては、本件 IR 施設の新たな建設・整

備又は拡張整備に係る施設の竣工後、土壌汚染対策負担額の認定がなされた日から 12 ヵ月以内 

(2) 液状化対策負担額 

 本件土地の各工区における液状化対策工事に関しては、各工区の本件 IR 施設の建設及び整備の着工前

又は着工後の各工事の完了後、当該工区ごとに甲による液状化対策負担額の認定がなされた日から 12 ヵ

月以内 

(3) 地中障害物撤去等負担額 
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 本件土地の各工区における地中障害物の撤去等工事に関しては、各工区の本件 IR 施設の建設及び整備

の着工前又は着工後の各工事の完了後、当該工区ごとに甲による地中障害物撤去等負担額の認定がなされ

た日から 12 ヵ月以内 

３ 乙は、本件土地課題対策費用が、本件債務負担行為として予算に定めた事項、期間及び限度額の範囲内と

なるよう商業上合理的な範囲で努力しなければならない。 

４ 乙の責めに帰すべき事由により、本件 IR 施設の開業までに、本実施協定、本契約又は立地協定が解除され

た場合には、乙は甲から本件債務負担行為（開業前）に基づき既に支払いを受けた本件土地課題対策費用相

当額を書面による甲の請求から 180 日以内に甲に返還する義務を負う。 

（注）前記（２）参照 

 

(9) 特定地中埋設物撤去 

通常想定し得ない地中埋設物の存在が判明し、本件土地の外見から通常予測され得る地

盤の整備・改良の程度を超える除去工事等が必要と見込まれる場合、一定条件の下、市が

その費用を負担。 

第 13 条の６（特定地中埋設物撤去等） 

１ 乙は、本件土地において当初の区域認定日に存在する、本件 IR 施設の建設・整備に支障となる特定地中埋

設物の存在が判明した場合には、第 13 条の４第 1 項に準じて、撤去等を適切に行うものとする。本件 IR 施

設の全部開業後に本件土地において本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

２ 乙は、前項に基づく特定地中埋設物の撤去等に際して、立地協定（土地所有者）に従い、甲及び府と事前

協議を行うものとする。 

３ 第１項に基づく特定地中埋設物の撤去等に関して、本件土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改

良の程度を超える特定地中埋設物の除去工事等（以下「除去工事等」という。）が必要と見込まれる場合にお

いて、立地協定（土地所有者）に従い、府、甲及び乙があらかじめ協議の上、除去工事等の内容（費用を含

む。）に合理性があると認められる場合には、甲は、当該除去工事等のために乙が要した費用に相当する額を

負担する。但し、前項及び本項に基づく協議を経ている場合に限る。 

４ 乙は、第７条にかかわらず、第１項に基づく特定地中埋設物の撤去等のために使用ができなくなったと認

められる本件土地の範囲及び期間に応じた本件土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範

囲及び期間については、別途甲乙間において協議して定めるものとし、その賃料の単価は第７条の定めに従

うものとする。 

５ 甲は、本条及び立地協定（土地所有者）で定める場合を除き、本件土地における乙の特定地中埋設物の撤

去等に要する費用について一切負担しない。 

 

(10)地盤沈下対策 

① SPC は、必要となる地盤沈下対策等を適切に実施。 

② 市が本件土地に使用した埋立材の原因により、通常の想定を著しく上回る大規模な地

盤の沈下又は陥没が生じ、これらに起因して通常予測され得る程度を超える地盤沈下

対策等が必要と見込まれる場合、一定条件の下、市がその費用を負担（SPC が本件土地

について実施した工事又は建築若しくは整備を原因とした地盤沈下等、又は通常想定

される範囲内の地盤沈下等に起因する SPC の事業費の増加について、市は一切負担し

ない。）。 

第 13 条の７（地盤沈下対策等） 

１ 乙は、本件土地の各工区又は各区域においてその引渡日以降、事業条件書に従い、必要となる地盤沈下対

策等を適切に行うものとする。本件 IR 施設の全部開業後に本件土地において本件 IR 施設の新たな建設・整

備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

２ 乙は、前項に基づく地盤沈下対策等の実施に際して、立地協定（土地所有者）に従い、甲及び府と事前協
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議を行うものとする。 

３ 第１項に基づく地盤沈下対策等に関して、甲が引渡日より前に本件土地に使用した埋立材の原因により、

通常の想定を著しく上回る大規模な地盤沈下等が生じ、これらに起因して通常予測され得る程度を超える地

盤沈下対策等が必要と見込まれる場合において、府、甲及び乙があらかじめ協議の上、地盤沈下対策等の内

容（費用を含む。）に合理性があると認められる場合には、甲は、当該地盤沈下対策等のために乙が要した費

用に相当する額を負担する。但し、前項に基づく協議を経ている場合に限る。なお、乙が本件土地について

実施した工事又は建築若しくは整備を原因とした地盤沈下等、又は通常想定される範囲内の地盤沈下等に起

因する乙の事業費の増加について、甲は一切負担しない。 

４ 乙は、第７条にかかわらず、第１項に基づく地盤沈下対策等のために使用ができなくなったと認められる

本件土地の範囲及び期間に応じた本件土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲及び期

間については、別途甲乙間において協議して定めるものとし、その賃料の単価は第７条の定めに従うものと

する。 

５ 甲は、本条及び立地協定（土地所有者）で定める場合を除き、本件土地における乙の地盤沈下対策等に要

する費用について一切負担しない。 

 

(11)権利譲渡等の制限 

SPC は、第三者に対し、本件借地権の譲渡、本件土地の転貸及び本件 IR 施設に第三者の

ため担保権を設定しようとする場合等には、市の書面による承認を取得。 

 

(12)SPC の善管注意義務等 

SPC は、善良な管理者としての注意をもって本件土地の維持保全に努める。 

 

(13)引渡し後の滅失又は毀損等 

① SPC は、引渡し後に本件土地が滅失、毀損又は第三者に不法に占拠されたときは、直ち

に市に報告し、速やかに状況調査の上、市に報告。 

② SPC は、主として SPC の責めに帰すべき事由により、引渡し後に本件土地が、滅失、毀

損又は第三者に不法に占拠されたときは、市の指示に従い SPC の責任において、滅失、

毀損又は不法占拠前の状態に復旧。 

 

(14)市の実地調査権 

市は、本件土地及び本件 IR 施設について随時その状況を実地に調査し、SPC に対して必

要な報告又は資料の提出を合理的な範囲で要請できる。 

 

(15)契約解除 

① 市による契約解除 

ア 公用又は公共用に供するため本件土地を必要とするとき（解除による損失について、

SPC は市に対して補償請求可）。 

イ SPC の債務不履行 

(ア) 賃料を支払期限後３ヵ月以内に支払わないとき。 

(イ) 契約上の重大な義務のいずれかに違反した場合において、市による催告期間内

に違反事由の解消がなされなかったとき。 

(ウ) SPC の債務不履行・帰責事由により実施協定が解除されたとき。 

(エ) SPC による本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。 

ウ SPC が暴力団員等に該当すると認められた場合 

② SPC による契約解除 
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SPC の帰責事由によらずに実施協定が解除（SPC の事業前提条件に基づく解除、府の

債務不履行による解除、区域整備計画の認定の失効による解除、不可抗力等による本実

施協定の解除）されたとき。 

第 21 条（契約解除） 

１ 甲は、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本件土地を必要とすると

きは、地方自治法第 238 条の５第４項に基づき、賃貸借期間中といえども本契約を解除することができる。

この場合、乙は同条第５項に基づき、解除によって生じた損失につき、甲に対し、その補償を求めることが

できる。 

２ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借期間中といえども本契約を直ちに解除することがで

きる。 

(1) 乙が本契約に基づく賃料を第９条に定める支払期限後３ヵ月以内に支払わないとき 

(2) 乙が、本契約上の重大な義務（第９条に基づく賃料の支払義務を除く。）のいずれかに違反した場合におい

て、甲が乙に対して当該事由の解消に必要な合理的期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該期間

内に当該事由の解消がなされなかったとき 

(3) 本実施協定が、乙の債務不履行その他乙の責めに帰すべき事由により本実施協定第 99 条（SPC の債務不履

行等による解除）第１項（第８号を除く。）、同条第２項又は第 99 条の２第６項に基づき解除されたとき 

(4) その他、乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき 

３ 甲は、前項に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例第８条第１項第６号に基づき、乙が同条例第２条

第２号に定める暴力団員若しくは同条第３号に定める暴力団密接関係者又は国外においてこれらと同視され

る者に該当すると認められた場合には、本契約を直ちに解除することができる。 

４ 乙は、本実施協定が本実施協定第 99 条の２第１項（SPC の事業前提条件に基づく解除）、乙の責めに帰す

べき事由によらずに本実施協定第 100 条（府の債務不履行による解除）、第 101 条（区域整備計画の認定の失

効による解除）第１項、第 102 条（不可抗力等による本実施協定の解除）により解除されたときには、本契

約を直ちに解除することができる。 

 

(16)違約金 

① 指定用途、禁止用途、権利譲渡制限の違反：賃料１年分相当額 

② 実施調査の拒否、報告・資料提出の重大義務違反：賃料４ヵ月分相当額 

③ 暴力団員等該当による契約解除：賃料 18 ヵ月分相当額 

④ 上記のほか、SPC の債務不履行による契約解除：契約保証金（賃料６ヵ月分相当）を市

に帰属。 

※ 違約金は、損害賠償額の予定と解釈しない。 

※ 賃料改定があった場合は、改定後賃料に基づく。 

第 24 条（違約金） 

１ 乙は、第３条第１項（注１）、第４条（注１）又は第 14 条第１項（注２）に定める義務に違反したときは、

賃料年額に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払う。但し、乙が当該義務違反について

認識していなかったものと合理的に認められる場合には、甲が乙に対して当該事由の解消に必要な合理的期

間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該期間内に当該事由の解消がなされなかったときに限られるも

のとする。 

２ 乙は、第 20 条（注３）に定める義務に違反したとき（但し、同条に基づく報告又は資料の提出義務の違反

については、重大な違反の場合に限る。）は、賃料４ヵ月分に相当する額を違約金として甲の指定する期間内

に甲に支払う。但し、乙が当該義務違反について認識していなかったものと合理的に認められる場合には、

甲が乙に対して当該事由の解消に必要な合理的期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該期間内に当

該事由の解消がなされなかったときに限られるものとする。 

３ 第 21 条第３項に基づき本契約が解除された場合においては、乙は、賃料 18 ヵ月分に相当する額を違約金
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として甲の指定する期間内に甲に支払う。 

４ 前三項の違約金は、乙が前三項に定める事項に該当した当時の賃料（但し、本件土地の全部の引渡しが完

了するまでは、第７条第１項第一文に定める賃料をいい、同条第３項乃至５項により当該賃料が改定された

場合は改定後の金額をいうものとする。）に基づいて決定されるものとする。 

５ 第１項乃至第３項に定める違約金は、第 25 条に定める損害賠償額の予定と解釈しない。 

（注１）前記（１）参照 

（注２）前記（11）参照 

（注３）前記（14）参照 

 

(17)損害賠償 

市又は SPC は、本契約に基づき履行又は遵守すべき自己の義務に違反等し、これに起因

し又はこれに関連して相手方が被るか又は負担する損害等（相当因果関係の範囲に限る。）

を相手方に賠償。 

第 25 条（損害賠償） 

１ 乙は、乙が本契約に基づき履行又は遵守すべき自己の義務に違反し、又は履行若しくは遵守を怠った場合

のいずれかの事由に起因し又はこれに関連して甲が被るか又は負担する損害等（但し、いずれかの事由と相

当因果関係のある範囲に限る。）について、甲に対して賠償する。但し、乙が、甲に対して、第 23 条１項（注）

及び第 24 条第１項乃至第３項に基づき違約金を支払った場合には、当該支払額相当額の限度で本項の賠償義

務を免れるものとする。 

２ 甲は、甲が本契約に基づき履行又は遵守すべき自己の義務に違反し、又は履行若しくは遵守を怠った場合

のいずれかの事由に起因し又はこれに関連して乙が被るか又は負担する損害等（但し、いずれかの事由と相

当因果関係のある範囲に限る。）について、乙に対して賠償する。 

（注）前記（６）参照 

 

(18)原状回復義務 

① SPC は、賃貸借期間満了時はその期日まで（市による契約解除の場合には市の指定期日

まで）に、本件土地を原状回復の上、市に返還。但し、市が書面にて承認する場合、事

業承継、SPC の地位承継、再公募等による IR施設の有効活用等が行われる場合は除く。 

② 原状回復に必要と見込まれる期間が４年を超え、賃貸借期間内に原状回復が完了しな

いことが見込まれる場合、原状回復に伴う延長期間を府及び市と協議。 

第 27 条（原状回復義務） 

１ 乙は、(1)賃貸借期間の満了のときはその期日までに、(2)甲による本契約の解除の場合には甲が実務上合

理的に必要な期間を考慮の上で指定する期日までに、また(3)乙による本契約の解除の場合には解除の効果が

発生する期日までに、それぞれ乙の負担において本件土地上の本件 IR 施設（甲及び乙以外の第三者が所有す

る資産がある場合には当該資産を含む。）を除去し、本件土地を原状回復の上、甲及び乙立会いのもとに甲に

返還しなければならない。但し、甲が書面にて承認する場合、本実施協定第 96 条（有効活用等を行う場合）、

第 98 条（SPC による有効活用等の対応協議）、第 104 条（解除等による実施協定終了時の手続）若しくは第

105 条（SPC による事業廃止の手続）に基づいて本株式若しくは SPC 資産等の譲渡・承継が行われる場合（但

し、譲渡・承継の対象とならない SPC 資産等を除く。）又は立地協定において定める場合を除く。 

２ 乙が前項に定める義務に違反した場合には、甲は原状回復に要する費用を乙に請求するものとする。 

３ 乙は、第１項(2)の場合において、本契約が解除された日の翌日から甲が指定する期日までの期間につい

て、賃料に相当する金額を損害金として甲の指定する期間内に甲に支払う。この場合の損害金は、解除日に

おける賃料に基づいて決定されるものとする。 

４ 第１項に定める義務に違反した場合には、乙は、同項に定める期日の翌日から原状回復の上、本件土地を

甲に返還するまでの期間について、賃料に相当する金額の２倍を損害金として甲の指定する期間内に甲に支
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払う。この場合の損害金は、同項に定める期日（第 1項(2)の場合は解除日）における賃料に基づいて決定さ

れるものとする。 

５ 乙は、第１項に定める義務に違反したことにより甲が受けた損害額から前項に基づき支払われた額の 1/2

に相当する額を控除してなお残余の額があるときは、当該残余の額について更に甲の指定する期間内に支払

わなければならない。 

６ 乙は甲に対し、当初の賃貸借期間が満了する６年６か月前までに、本件 IR 施設の取壊し及び本件 IR 施設

の賃借人の明渡し等、本件土地の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。 

７ 乙は、原状回復に必要と見込まれる期間が４年を超え、賃貸借期間内に原状回復が完了しないことが見込

まれる場合、賃貸借期間の満了後に必要となる原状回復期間について、当初の賃貸借期間が満了する７年２

か月前までに甲に通知するとともに、第６条第３項に従い、本原状回復に伴う延長期間を府及び甲と協議す

るものとする。 

８ 第１項にかかわらず、引渡日の時点において本件土地に土壌汚染、地中障害物又は特定地中埋設物が存在

した場合に、乙がこれを除去していたときは、乙は当該除去後の状態で甲に本件土地を返還するものとする。

本契約に定める場合を除き、かかる除去に要した費用を甲に請求することはできない。 

 

(19)基礎杭等の残置 

① 基礎杭（第一天満層又は第二天満層を支持層とする既成杭及び場所打ち杭）及び地中仮

設構造物は原状回復対象から除外（但し、後者は賃貸借期間の満了日に、SPC が賃料 66

ヵ月分に相当する金額を市に支払う（SPC は、前記 7(6)の契約保証金をもって充当可

能）ことが条件）。 

② 土地明渡しに際し、その時点での技術や地盤の状況等に照らし、地盤影響、技術面及び

費用面から基礎杭の撤去が困難でなくなったと認められる場合には、市は SPC に基礎

杭の撤去を請求可。 

③ SPC は、本件基礎杭等に関する情報（設計図書、構造計算書、施工記録及び試験・調査

結果等）を適切に記録及び保存し、市及び新たな土地利用者に対して提供等。 

④ 市は、本件基礎杭等の残置のみに起因する土地利用への支障や減価について、SPC に補

償請求しない。 

⑤ 残置した本件基礎杭等の所有権は、市に帰属。SPC は、本件基礎杭等の有益性及び有価

性にかかわらず、有益費等について市に請求等しない。 

第 27条の２（本件基礎杭等に関する特則） 

１  乙が設置運営事業の実施に際して本件土地に設置する本件基礎杭については、前条に基づく乙による原状

回復の対象とならないものとする。 

２  前項にかかわらず、本契約の終了に伴う本件土地の明渡しに際し、その時点での技術や地盤の状況等に照

らし、地盤影響、技術面及び費用面から本件基礎杭の撤去が困難でなくなったと認められる場合には、甲は

乙に対して本件基礎杭の撤去を求めることができる。この場合、甲は、本件基礎杭の撤去にかかる原状回復

の範囲・程度について乙と誠実に協議するものとする。 

３   乙が設置運営事業の実施に際して本件土地に設置する本件地中仮設構造物については、賃貸借期間の満了

日に、乙が第７条第１項第一文に定める賃料 66 ヵ月分に相当する金額（賃貸借期間の満了日時点の賃料に

基づくものとし、第７条第３項乃至５項により当該賃料が改定された場合は改定後の金額に基づいて算出す

るものとする。）を甲に支払うことを条件として、前条に基づく乙による原状回復の対象とならないものと

する。但し、乙は、第 12 条第１項乃至３項（注）に定める契約保証金をもって当該支払いに充当することが

できる。この場合において、当該充当に加えて第 12 条第４項（注）に基づく本件対象債務への充当を行うこ

とその他の事由により契約保証金が賃料 66 ヵ月分に相当する金額に不足するときは、乙は、その不足額を

支払った場合に限り、第７条第１項第一文に定める賃料 66 ヵ月分に相当する金額を支払ったものとする。 

４  前項にかかわらず、本契約の終了に伴う本件土地の明渡しに際し、その時点での技術や地盤の状況等に照
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らし、地盤影響、技術面及び費用面から本件地中仮設構造物の撤去が困難でなくなったと甲及び乙が認めた

場合には、甲及び乙は、本件地中仮設構造物の撤去にかかる原状回復の範囲・程度について誠実に協議する

ものとし、甲及び乙が合意した場合には本件地中仮設構造物について前条に基づく乙による原状回復の対象

とするものとする。 

５  乙は、本件基礎杭等が存置された本件土地の管理及び新たな本件土地の利用時において本件基礎杭等によ

る支障を回避し又は本件基礎杭等を再利用等する観点から、本契約の継続中又は終了後を問わず、本件基礎

杭等を撤去するまでの期間、本件基礎杭等に関する情報（設計図書、構造計算書、施工記録及び試験・調査

結果等を含むが、これらに限られない。）を適切に記録及び保存し、甲及び新たな土地利用者に対してその求

めに応じて当該情報の提供等を行うとともに、その他必要な協力をしなければならないものとする。なお、

乙は、本件基礎杭等の構築工事の開始時までに、本件基礎杭等の計画を甲に提出し、その残置範囲について

甲の確認を受けるものとする。 

６  甲は、本件基礎杭等の残置（但し、本件地中仮設構造物については第３項に基づき原状回復の対象となら

ない場合に限る。）のみに起因する本件土地の利用への支障や減価について、乙に対してその補償を求めな

いものとする。但し、当該支障や減価の発生に関して乙の法令等若しくは本契約の違反又は不法行為が認め

られる場合はこの限りではない。 

７  本件土地の明渡し後に本件土地に残置された本件基礎杭等の所有権は甲に帰属するものとする。 

８  乙は、本件土地に設置された本件基礎杭等の有益性及び有価性にかかわらず、これに投じた有益費、必要

費その他の費用及びこれらに関する一切の権利について、甲に対し請求又は行使しないものとする。 

（注）前記（６）参照 

 

(20)有益費等請求権の放棄 

SPC は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他の費用について、市に請求しない。 

 

(21)一般条項 

秘密保持、準拠法その他の一般条項 

 

(22)裁判管轄 

大阪地方裁判所 

 

※ 枠囲み内は、本書作成時点における規定案であり、事業用定期借地権設定契約書の締結まで

の間に、協定内容の本質・根幹に変更が生じない範囲内で表現を修正等することがある。 

 

以上 
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資料５ 

令和 5年 9月 

 

「立地協定（立地市町村等）」の骨子案 

 

１．協定名称 

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に関する協定 

 

２．趣旨 

大阪・夢洲地区における IR 区域の立地及び整備並びに設置運営事業の円滑な実施及び継

続を図るため、府、府と共同して IR 区域の整備を推進する立地市町村等としての市及び

SPC の役割分担並びに IR区域の立地及び整備に関し必要な事項について定めるもの。 

 

３．協定締結主体 

大阪府、大阪市及び大阪ＩＲ株式会社 

 

４．締結日 

※IR整備法第 13条第 2項に基づく国土交通大臣による実施協定の認可の後、速やかに、

実施協定の締結に併せて締結。 

 

５．有効期間 

発効日から本事業期間の終了日まで（但し、本事業期間の終了日前に実施協定が終了し

た場合には、当該終了の時点で終了） 

 

６．主な規定項目及び概要 

(1) 総則 

① 役割分担 

ア 府、市及び SPC は、本件 IR 区域の立地及び整備並びに設置運営事業の円滑な実施及

び継続を図るべく、相互に連携・協力。 

イ 府及び市は、IR 区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に

伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定・実施。認定区域整備

計画の意義及び目標を実現すべく共同して取り組み、認定区域整備計画に定められ

た施策及び措置等を実施。 

ウ SPC は、認定区域整備計画の意義及び目的を実現すべく、認定区域整備計画に定め

られた施策及び措置等を実施し、設置運営事業を遂行。関連事業への協力に誠実に

努める。 

② 地位譲渡の禁止 

SPC は、立地協定（立地市町村等）上の地位又は同協定に基づく権利義務につき、第

三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分を行う場合には、府及び市の事前の書面

承認を要する。 

③ 金融機関との協議 

府及び市は、必要と認めた場合は、設置運営事業に関して、SPC に融資等を行う金融

機関との間で協定を締結することが可能（SPC は当該協定の締結に協力）。 

 

(2) 認定区域整備計画等の取扱い 

① 認定区域整備計画等の変更 
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ア 府、市及び SPC は、事業基本計画、事業条件の変更の必要が生じた場合は、他の当

事者に対し変更申入れを行い誠実協議。市は、認定区域整備計画、長期構想又は本

特定合意内容の変更の必要が生じた場合は、府及び SPC に対し変更申入れを行い誠

実協議。 

イ 府、市及び SPC は、協議の結果、変更を行うこととなった場合、変更の実施に向け、

相互に誠実協力し、必要な対応を実施。 

ウ 変更に伴う増加費用は、原則 SPC が負担。専ら府又は市の事情に基づく場合は、当

該費用の全部又は一部をそれぞれ負担（但し、府は、実施協定及び立地協定（立地

市町村等）に定める SPC の再投資義務に基づく限りにおいて、SPC に負担協力を求

めることが可能）。 

エ 認定区域整備計画、長期構想又は本特定合意内容の変更に伴い、府と SPC は共同し

て、IR関係法令等、本実施協定及び立地協定（立地市町村等）上必要な手続を履践

し、市はこれに協力。 

② 区域整備計画の認定の更新 

第 12 条（区域整備計画の認定の更新） 

1 府及び SPC は、SPC が本実施協定第 20 条第 2 項に基づいて府の最終確認を得るため更新申請用の区域整備

計画の案を提出するに先立ち、市が実施すべきものとして認定区域整備計画に定めようとする施策及び措置

（市が本件使用対象土地の所有者である場合は、当該所有者として実施すべき施策及び措置を含む。）を含め、

更新申請用の区域整備計画の案の内容について、市と誠実に協議するものとし、その意向を合理的な範囲で尊

重するものとする。 

2 府は、更新申請用の区域整備計画の案につき市が合理的に満足する内容であることを市とともに確認した上

で（府及び市は合理的理由なくかかる確認を拒絶、拒否又は留保してはならない。）、本実施協定第 20 条第 2

項に基づく更新申請用の区域整備計画の案の最終確認を行うものとし、市が合理的に満足する内容でないと府

及び市が判断する場合には、本実施協定第 20 条第 2 項に基づいて受領した更新申請用の区域整備計画の案に

ついて、SPC に対し、本実施協定第 20 条第 3 項の定めに従い合理的な範囲において是正又は修正するよう求

めることができるものとする。 

3 府は、更新用区域整備計画の作成に際し、市及び公安委員会との協議、公聴会の開催その他の住民の意見を

反映させるために必要な措置その他 IR 整備法第 10 条第 4項に基づき必要となる対応を講じるものとし、市及

び SPC はこれらの実施に誠実に協力するものとする。 

4 府及び SPC は、市による更新用計画作成同意及び更新申請前同意が得られるよう合理的な範囲において誠実

に協力するものとし、市（府又は SPC に前三項の違反がない場合に限る。）及び SPC は、当該同意の取得を含

め府による更新申請付議が円滑に行われるよう合理的な範囲において誠実に協力するものとする。 

5 市は、更新用計画作成同意について地方自治法第 96 条第 2 項に基づき市会の議決事項とされている場合、

府及び SPC において更新用区域整備計画を作成できるよう、市会に対し、更新用計画作成同意付議を行うもの

とし、更新申請前同意について同項に基づき市会の議決事項とされている場合には、府及び SPC による更新用

区域整備計画の更新申請ができるよう、市会に対し、更新申請前同意付議を行うものとする。なお、府及び SPC

は、市によるこれらの付議が円滑に行われるよう合理的な範囲において誠実に協力するものとする。 

6 市が更新用計画作成同意付議又は更新申請前同意付議をしたにもかかわらず、これらの付議に係る議決が行

われなかった場合、府及び市は、更新用区域整備計画の内容を修正する等の方策を講じることにより、更新用

計画作成同意付議又は更新申請前同意付議に係る議決が行われるよう合理的な範囲において誠実に努力する

ものとし、SPC はこれに誠実に協力するものとする。 

7 府が、更新申請付議をしたにもかかわらず、更新申請議決が行われなかった場合、府、市及び SPC は、更新

用区域整備計画の内容を修正する等の方策を講じることにより、更新申請議決が行われるよう合理的な範囲に

おいて誠実に努力するものとする。 
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8 更新用区域整備計画の認定の更新の申請が国土交通大臣に対して行われたにもかかわらず、更新用区域整備

計画の認定の更新が受けられなかった場合、府、市及び SPC は、国土交通大臣による更新が受けられるよう合

理的な範囲において誠実に努力するものとする。 

9 更新用区域整備計画の認定に当たり、国土交通大臣により IR 整備法第 10 条第 4 項が準用する第 9 条第 13

項に基づく条件が付された場合には、府、市及び SPC は当該条件の充足に必要な対応について速やかに協議を

行うものとし、府、市及び SPC は、かかる協議の結果に従い、当該条件の充足に必要な措置を実行する。 

10 前六項の規定に基づく努力等にもかかわらず、認定区域整備計画の有効期間の満了の日の 3か月前（IR 整

備法第 10 条第 3 項但書により国土交通大臣が別に期間を定める場合は当該期間の終期）までに、更新用計画

作成同意、更新申請前同意、更新申請議決又は国土交通大臣による認定の更新が得られなかった場合、府、市

及び SPC は、以後の対応について誠実に協議するものとする。 

11 府、市及び SPC は、認定区域整備計画の認定の更新を行うに当たって、認定区域整備計画の変更がある場

合には、本条の規定に加え第 11 条（注）の規定に基づき対応するものとする。 

12 本条に定める認定区域整備計画の認定の更新手続は、本事業期間の満了日までに有効期間が満了する全て

の認定区域整備計画に適用されるものとするが、本事業期間の満了日（本実施協定第 88 条乃至第 94 条の規定

に基づき本事業期間の延長がなされた場合には延長後の満了日）の翌日以降の期間を含む区域整備計画につい

ては適用されないものとする。 

（注）前記（２）①参照 

 

③ 区域整備計画の継続判断基準 

第 13 条（区域整備計画の継続判断基準） 

1 市は、次の各号の場合を含め公益上必要と認める場合、前条の規定にかかわらず、更新用計画作成同意又は

更新申請前同意を行わないことができるものとする。 

(1) 本実施協定第 99条第 1項及び第 2項並びに事業用定期借地権設定契約第 21条第 2項乃至第 4項に規定す

る解除事由に該当する事態が生じた場合。 

(2) モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行が生じ、府が SPC に対して改善命令を行った

にもかかわらず、その状態が修復されなかった場合。但し、当該状態が相当の期間内に修復される見込み

がある場合はこの限りでない。 

(3) 前二号に定めるほか、SPC の責めに帰すべき事由により設置運営事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、

設置運営事業の継続的な運営が困難であると客観的かつ合理的に判断される場合。但し、当該状態が相当

の期間内に修復される見込みがある場合はこの限りでない。 

2 更新用計画作成同意若しくは更新申請前同意が得られないことにより、又は、市会への付議を市が行わない

ことにより（地方自治法第 96 条第 2項に基づき市会の議決事項とされている場合に限る。）若しくは本実施協

定第 21 条第 1 項各号のいずれかの事由により、府が、認定区域整備計画の認定の更新の申請をせず又は認定

区域整備計画の認定の取消しの申請をする場合、府は、市及び SPC に対し、名目の如何を問わず、一切の責任

を負わないものとする。 

3 更新用計画作成同意及び更新申請前同意を得たにもかかわらず、府が認定区域整備計画の認定の更新の申請

を行わない場合（府議会が本実施協定第 21 条第 1項各号の事由によらず更新申請議決をしない場合を含む。）、

又は、第 12 条第 1 項、第 2 項若しくは第 4 項前段の違反があることにより若しくは本条第 1 項各号のいずれ

かの事由により、市が、更新計画作成同意又は更新申請前同意をしない場合、市は、府及び SPC に対し、名目

の如何を問わず、一切の責任を負わないものとする。 

 

(3) 本事業関連施設の設計、建設・整備及び開業等 

① SPC が本事業関連施設の設計・建設・整備に関して使用する第三者の帰責事由は、立地

協定（立地市町村等）に基づく市と SPC との関係においては、SPC の帰責事由とみなす。 
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② SPC の建設期間中の保険加入、市への提示義務 

③ 関係者調整等 

第 19 条（関係者調整等） 

1 SPC は、夢洲等まちづくり事業調整会議に参画し、構成員としての役割を果たすとともに、その運営に実務

上合理的な範囲内において誠実に協力するものとする。 

2 SPC は、本件工事の実施に当たり、公共インフラ整備等と密な連携・調整が必要であり、具体的な事業スケ

ジュールについては、公共インフラ整備等に関わる関係者との間で継続的に協議・調整の上、決定していく必

要があることを十分に理解し、事業条件書を遵守の上、公共インフラ整備等の円滑な推進が図られるよう、ま

た、これに支障（但し、客観的かつ合理的に見て明らかに軽微なものを除く。）が生じないよう実務上合理的

な範囲内において誠実に協力する。 

3 府及び市は、万博及び設置運営事業がいずれも重要事業であることを踏まえ、夢洲等まちづくり事業調整会

議を活用し、設置運営事業・公共インフラ整備等に係る各工事を円滑に進めることができるよう最大限調整す

るものとする。かかる調整にもかかわらず重複する工事がある場合には、当該事項に関しては公共インフラ整

備等に係る工事が優先されるものとし、SPC はこれに従うものとする。 

 

④ 万博開催期間中の工事実施に関する遵守事項等 

ア SPC は、万博の開催期間中に、本件 IR施設の開業を行ってはならない。 

イ SPC は、万博開催期間中に本件工事を実施する場合は、次の事項を遵守の上、万博

開催に支障が生じないよう実務上合理的な範囲内において誠実協力。 

 万博会場に対して交通アクセス・騒音・振動・粉塵等の悪影響が生じることを防

止するための適切な対策。 

 万博会場に対する影響が特に大きいものについては、工事工程及び施工方法等に

ついて、府及び市その他の関係者との調整 等 

 

(4) 本件 IR 施設等の運営等 

① 維持管理・運営企業等の帰責事由は、立地協定（立地市町村等）に基づく市と SPC との

関係においては、SPC の帰責事由とみなす。 

② SPC による地域振興施策の実施義務、府及び市への実施状況の報告義務 

③ 夢洲全体の地盤沈下管理 

第 23 条の 2（夢洲全体の地盤沈下管理） 

市及び SPC は、大阪・夢洲地区の国際観光拠点開発における地盤沈下管理の取扱いの重要性を認識し、双方

協議の上、大阪・夢洲地区における適切な地盤沈下対策の実施等に係る事項を定めることについて、別途書面

で確認するものとする。 

 

④ SPC の運営期間中の保険加入、府への提示義務 

 

(5) カジノ事業の収益の活用 

① SPC の再投資義務 

カジノ事業から得られる収益について、本件 IR 施設等の整備その他設置運営事業の

事業内容の向上並びに府及び市が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力へ

の充当義務 等 

② 展示等施設の拡張整備 
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第 26 条（展示等施設の拡張整備） 

1 SPC は、本件 IR 施設の開業（但し、本件 IR 施設の部分開業を行う場合は、当該部分開業をいう。以下、第

26 条の 4において同じ。）が行われる日から 9年以内までに、展示等施設の展示面積を 6万㎡以上まで拡張す

る整備計画（以下「2期計画」という。）の素案を作成し、府及び市に対して提出する。 

2 前項に定める 2 期計画の素案の提出がなされた場合には、SPC、府及び市は、協議の上、当該素案の提出か

ら 1年以内を目途に、拡張する展示等施設（以下「2期施設」という。）の機能・仕様等の詳細を含めた 2期計

画の内容を決定するものとする。当該協議において 2 期施設の拡張整備の実施が合意決定される場合には、

SPC は、当該協議の過程において 2 期施設の拡張整備計画（以下「2 期施設拡張整備計画」という。）を策定

し、府及び市の承認（かかる承認は不合理に拒絶、留保又は遅延されないものとする。）を得るものとする。

また、2期施設拡張整備計画の実施にあたって、本実施協定又は本件各整備計画の変更が必要となる場合には、

府と SPC は共同して、IR 関係法令等、本協定及び本実施協定上必要な手続を履践するものとし、市は当該手

続が履践されるよう合理的な範囲において誠実に協力するものとする。 

3 SPC は、前項に定める必要な手続の履践後、行政手続及び設計に合理的に必要となる期間を確保した上で、

速やかに 2期施設の建設及び整備の着工を行うものとする。 

4 SPC は、本事業期間内に展示面積を 10 万㎡以上に拡張する計画（以下「3 期計画」という。）を作成し、実

施するものとする。但し、3期計画の実施時期及び拡張する展示等施設（以下「3期施設」という。）の整備内

容等については、SPC、府及び市が、第 2 項に定める 2 期計画の決定に合わせて協議の上、決定するものとす

る。なお、2期計画の決定に合わせて、3期計画の実施時期及び 3期施設の整備内容等を確定できない場合は、

SPC、府及び市は、これらを確定する時期について協議により定めるものとする。 

5 前四項の規定にかかわらず、SPC は、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、展示会・イベント等

の需要動向（展示等施設の増床を必要とする催事需要が存在するか等）、MICE ビジネスモデル及び新しい生活

様式のあり方並びに本件 IR 施設の開業後の展示等施設の運営状況及び SPC の財務状況（展示等施設の段階整

備のための追加投資に伴う設置運営事業者の財務健全性への影響等）、立地協定（土地所有者）に基づく本件

土地課題対策費用に係る債務負担行為の設定状況等を踏まえ、合理的に必要な範囲で、府及び市に対して、2

期計画又は 3 期計画において拡張を行う展示面積の規模及び時期等の見直しについて協議の申し入れを行う

ことができる。 

6 府及び市は、前項に定める見直しの申し入れがなされた場合で、当該見直しの必要性が合理的に認められる

ときには、拡張の要否を含め、拡張を行う展示面積の規模及び時期等に関し、事業条件について必要な見直し

を行うものとし、SPC は、2期計画又は 3期計画について必要な見直しを行うものとする。 

7 SPC は、2 期施設及び 3 期施設の建設及び整備を行うために必要となる本実施協定、本協定及び法令等に基

づく手続等（第 11 条に定める認定区域整備計画の変更手続及び都市計画法に基づく許可の取得を含むがこれ

に限られない。）を全て履践するものとする。 

 

③ 宿泊施設の拡張整備 

第 26 条の 2（宿泊施設の拡張整備） 

1 SPC は、第 26 条第 2項に定める 2期計画の決定に合わせて、本事業期間内に宿泊施設の客室数を 3000 室以

上に拡張整備する計画（以下「宿泊施設拡張整備計画」という。）を作成し、実施するものとする。但し、宿

泊施設拡張整備計画の実施時期及び拡張する宿泊施設の整備内容等については、SPC、府及び市が協議の上、

決定するものとする。なお、2期計画の決定に合わせて、宿泊施設拡張整備計画の実施時期及び拡張する宿泊

施設等の整備内容等を確定できない場合は、SPC、府及び市は、これらを確定する時期について、協議により

定めるものとする。また、宿泊施設拡張整備計画の実施にあたって、本実施協定又は本件各整備計画の変更が

必要となる場合には、府と SPC は共同して、IR 関係法令等、本協定及び本実施協定上必要な手続を履践する

ものとし、市は当該手続が履践されるよう合理的な範囲において誠実に協力するものとする。 
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2 前項の規定にかかわらず、SPC は、宿泊施設の拡張整備に関して、新型コロナウイルス感染症による影響等

も含め、来訪者の需要動向（客室数の増床を必要とする宿泊需要が存在するか等）、展示等施設の拡張状況、

また、SPC の財務状況（宿泊施設の拡張整備のための追加投資に伴う SPC の財務健全性への影響等）、立地協

定（土地所有者）に基づく本件土地課題対策費用に係る債務負担行為の設定状況等を踏まえて、府及び市に対

して、拡張を行う宿泊施設の規模及び時期等の見直しについて協議の申し入れを行うことができる。 

3 府及び市は、前項に定める見直しの申し入れがなされた場合で、当該見直しの必要性が合理的に認められる

ときには、宿泊施設の拡張整備の規模及び時期等に関し、事業条件について必要な見直しを行うものとし、SPC

は、宿泊施設拡張整備計画について必要な見直しを行うものとする。 

4 SPC は、宿泊施設の拡張整備を行うために必要となる本実施協定、本協定及び法令等に基づく手続等（第 11

条に定める認定区域整備計画の変更手続及び都市計画法に基づく許可の取得を含むがこれに限られない。）を

全て履践するものとする。 

 

④ 拡張整備に係る土地課題対策費の扱い 

第 26 条の 3（拡張整備に係る土地課題対策費の扱い） 

1 第 26 条及び第 26 条の 2 の規定にかかわらず、これらの拡張整備に伴い事業用定期借地権設定契約第 13 条

の 2乃至第 13 条の 4の規定及び立地協定（土地所有者）第 7 条の 2乃至第 7条の 4の規定に基づく対策が必

要となる場合において、当該対策に要する費用の市による負担に関して、市が、市会の議決を得て市の予算と

して債務負担行為を設定しない場合には、SPC は、府及び市に対して、第 26 条及び第 26 条の 2に基づき定め

た 2期計画、3期計画及び宿泊施設整備拡張計画の見直しについて協議の申し入れを行うことができる。 

2 前項に定める見直しの申し入れがなされた場合、府、市及び SPC は、拡張の可否を含め、拡張を行う展示面

積の規模及び時期等、宿泊施設の拡張整備の規模及び時期等の事業条件についての必要な見直しのために誠実

に協議する。かかる協議にあたり、SPC は、実施方針及び本事業関連書類に定められた設置運営事業の意義及

び目標を踏まえ、拡張整備の実施について商業上合理的な範囲で努力するものとし、当該協議が成立した場合

には、第 26 条及び第 26 条の 2の規定による 2期計画、3期計画及び宿泊施設拡張整備計画を実施する。 

 

⑤ 拡張予定地の整備等 

第 26 条の 4（拡張予定地の整備等） 

1 SPC は、IR 区域拡張予定地において本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の意向を有する場合には、本件

IR 施設の開業が行われる日から 9年以内（以下「区域拡張申出期限」という。）に、府及び市に対して IR 区

域拡張予定地整備計画の案を添付して本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の意向の申出を行うことがで

きる。 

2 前項に定める本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の意向の申出がなされた場合には、府、市及び SPC は、

協議の上、拡張方針決定期限までに、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施の可否を決定するものと

する。当該協議において本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施が合意される場合には、SPC は、当該

協議の過程において IR 区域拡張予定地整備計画を策定し、府及び市の承認（かかる承認は不合理に拒絶、留

保又は遅延されないものとする。）を得るものとする。 

3 府及び SPC は、前項に基づき本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施が合意された場合（但し、前項

に基づき承認された IR 区域拡張予定地整備計画の実施において本件土地課題対策を要する場合には、IR 区域

拡張予定地における本件土地課題対策費用に係る債務負担行為について市会の議決が得られることを条件と

する。以下本条において同じ。）には、IR 区域拡張予定地の本件 IR 区域の一部への追加その他 IR 区域拡張予

定地整備計画の内容を本実施協定又は本件各整備計画に反映するために必要な範囲で、本実施協定又は本件各

整備計画の見直しを行う。また、本実施協定又は本件各整備計画の変更が必要となる場合には、府と SPC は共

同して、IR 関係法令等、本協定及び本実施協定上必要な手続を履践するものとし、市は当該手続が履践される

よう合理的な範囲において誠実に協力するものとする。 
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4 SPC は、前項に定める合意及び手続等に従い、本件 IR 区域の一部に追加された IR 区域拡張予定地につい

て、市との間において、事業用定期借地権設定契約と満了日を同じくする借地借家法第 23 条第 1 項に定める

事業用定期借地権若しくは同条第 2 項に定める事業用定期借地権を設定する契約を公正証書により締結する

とともに、同契約の定めに従い、IR 区域拡張予定地の引渡しを受ける。なお、IR 区域拡張予定地に係る賃料

額は、不動産鑑定評価に基づいて市が決定し、その他の契約条件については、 SPC、府及び市の協議の上で合

意した内容（但し、市が合理的に満足する内容であることを要する。）によるものとする。 

5 SPC は、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の実施が合意された場合には、IR 区域拡張予定地の整備内

容を定めた認定区域整備計画の変更が認定された後速やかに、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の着工

を行うものとする。 

6 前項にかかわらず、区域拡張申出期限の時点において鉄道延伸部（北ルート）の運行開始時期が未確定であ

る場合（但し、当該時点において鉄道延伸部（北ルート）建設工事がシールド工法により行われることが確定

している場合は除く。）には、本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の時期は SPC 並びに府及び市との協議

により定めるものとする。 

7 鉄道延伸部（北ルート）建設工事がシールド工法による場合には、SPC は、鉄道延伸部（北ルート）建設工

事の着工後に本条に定める本件拡張予定地整備施設の建設及び整備を行うに際して、本実施協定別紙 9に定め

る内容を遵守するものとする。 

8 SPC は、本条に定める本件拡張予定地整備施設の建設及び整備を行うために必要となる法令等に基づく手続

等（都市計画法に基づく許可の取得を含むがこれに限られない。）を全て履践するものとする。 

 

(6) SPC による事業廃止 

設置運営事業の廃止に伴って府又は市に生じる費用・損害は、SPC が負担。（但し、主と

して府又は市の帰責事由による場合は除く。） 

 

(7) 本事業期間を延長する場合の措置 

第 28 条（本事業期間を延長する場合の措置） 

1 府及び SPC は、本実施協定第 88 条第 2 項に基づく延長協議に当たっては、市の意向を確認し、可能な限り

その意向を尊重して協議を行うものとする。 

2 府、市及び SPC は、本実施協定第 88 条第 6 項第 6 号に定める立地協定の変更が必要となった場合には、速

やかにこれを変更するものとする。 

3 府、市及び SPC は、本実施協定第 89 条の規定に従い、相互に誠実に協議し、延長後長期構想を作成するも

のとする。 

4 府、市及び SPC は、本実施協定第 90 条に基づき延長用基本合意書を締結するものとし、当該締結に先立ち、

相互に誠実に協議するものとする。 

5 府及び SPC は、延長用基本合意書を踏まえて行った協議の結果、本実施協定の変更が必要な場合には、延長

後長期構想の作成後速やかに、IR 関係法令等の規定に基づきこれを変更するものとし、市は合理的な範囲に

おいてこれに協力するものとする。 

6 府、市及び SPC は、延長用基本合意書を踏まえて行った協議の結果、立地協定の変更が必要な場合には、延

長後長期構想の作成後速やかに、必要な変更を行うものとする。 

7 国土交通大臣による延長時更新を得ようとする場合における延長時更新の手続、及びその後の認定区域整備

計画の認定の更新の手続には、本実施協定の他、第 12 条の定めが準用又は適用され、府、市及び SPC はこれ

に従い対応するものとする。 

8 前各項の他、本事業期間を延長する場合の措置については、本実施協定、立地協定（土地所有者）及び事業

用定期借地権設定契約の定めるところに従う。 
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(8) 実施協定等の終了 

第 29 条（実施協定終了時の措置） 

1 府及び市は、本事業期間の満了又は解除により本実施協定が終了する場合には、設置運営事業の承継、設置

運営事業者の地位の承継又は再公募等により設置運営事業の継続が図られるよう努力するものとし、SPC はこ

れが可能となるように商業上合理的な範囲において最大限努力する。また、設置運営事業の継続の有無にかか

わらず、SPC 資産等については、それらの耐用年数や価値等を勘案し、有効活用等が可能な場合は、これが図

られるよう、府、市及び SPC において誠実に協議するものとする。 

2 本実施協定が本事業期間の満了前に解除された場合であって、かつ、事業用定期借地権設定契約がなお存続

する場合、SPC は、本件使用対象土地上において事業（但し、法令等により実施する権利を有しないものを除

く。）を継続することができる。この場合、市及び SPC が協議の上で本件使用対象土地の使途について合意す

る場合を除き、SPC は、本件使用対象土地を、本件 IR 施設を所有するため、その全部若しくは一部について、

自ら使用し、又は、第三者をして使用させるものとし、他の目的に使用しない。なお、本件 IR 施設は、IR 整

備法第 2条第 3項に規定する設置運営事業として設置及び運営されることを要しないが、カジノ事業の用に供

してはならない。 

3 前項の場合、SPC は、事業用定期借地権設定契約を府及び SPC のいずれにも追加費用負担又は損害賠償（但

し、事業用定期借地権設定契約の規定に基づくものを除く。）を生じさせずに、合理的に相当な期間前に市に

通知して終了させた上で事業を終了することについて、府に協議を申し入れることができるものとし、府は、

かかる SPC の申し入れに合理的に可能な範囲の協力を行い、市は、かかる SPC の意向を踏まえ SPC 及び府と誠

実に協議する。 

4 本実施協定の終了にあたり、府又は SPC は、国土交通大臣への認定区域整備計画の認定の変更若しくは取消

しの申請又は設置運営事業の廃止の申請等必要な手続を行うものとする。当該認定の変更等の手続には、本実

施協定の他、第 11 条（注）の定めが準用又は適用され、府、市及び SPC はこれに従い対応するものとする。 

5 前各項の他、本実施協定が終了する場合の措置については、本実施協定、立地協定（土地所有者）及び事業

用定期借地権設定契約の定めるところに従う。 

（注）前記（２）①参照 

 

(9) 不可抗力等発生時の協力 

第 30 条（不可抗力等の発生時における協力） 

1 不可抗力等により設置運営事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、本実施協定第 83 条第 1 項の規

定に基づく SPC による設置運営事業の復旧及び継続が図られるように、府、市及び SPC は合理的な範囲におい

て相互に協力するものとする。 

2 本実施協定第 83 条第 2 項の規定に基づく SPC による復旧スケジュールの策定及びこれに基づく設置運営事

業の復旧に関し、府、市及び SPC は合理的な範囲において相互に協力するものとする。 

3 本実施協定第 83 条第 3 項の定めに従い公共インフラ整備の復旧及び継続又はそのためのスケジュールの提

示も併せて必要なときは、市は SPC と連携が図れるよう合理的な範囲において協力するものとする。 

4 府、市及び SPC は、不可抗力等により相手方に発生する増加費用及び損害を最小化できるよう配慮して前各

項の協力を行うよう努力するものとする。 

 

(10)市による補償 

① 市による補償 

第 31 条（市による補償） 

1 第 13 条第 3 項及び本実施協定第 102 条に定める場合を除き、市による更新用計画作成同意又は更新申請前

同意が行われないことにより、認定区域整備計画の認定の更新がなされなかった場合、SPC は、これに起因し

て SPC が現実に被った通常生ずべき損害（逸失利益は除く。）につき、当該事由の内容・程度等に照らし必要
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かつ相当な範囲において、市に対しその補償を求めることができ、市はこれを補償するものとし、この場合の

補償は、SPC が設置運営事業のために投下した合理的な範囲の事業費、その他回収状況等の諸般の事情を斟酌

するものとする。 

2 前項の場合における、市による SPC に対する救済策は前項に基づくものに限られる。 

 

② 市による特定条例等変更の場合の補償 

第 32 条（市による特定条例等変更の場合の補償） 

市による特定条例等の変更により、SPC に増加費用又は損害が生じたときは、市が当該増加費用又は損害に

ついて必要かつ相当な範囲で補償するものとする。 

 

(11)損害賠償 

第 35 条（損害賠償） 

第 13 条第 2 項及び本実施協定第 21 条第 4 項の規定にかかわらず、本協定の当事者は、本協定に定める義務

に違反したことにより本協定の他の当事者のいずれか又は双方に損害等を与えた場合には、当該他の当事者に

対し、かかる損害等を賠償しなければならない。但し、当該損害等は、当該違反と相当因果関係のある範囲に

限る。 

 

(12)一般条項 

知的財産権、相互協議、秘密保持、準拠法その他の一般条項 

 

(13)裁判管轄 

大阪地方裁判所 

 

※ 枠囲み内は、本書作成時点における規定案であり、立地協定（立地市町村等）の締結までの

間に、協定内容の本質・根幹に変更が生じない範囲内で表現を修正等することがある。 

 

以上 
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資料６ 

令和 5年 9月 

 

「立地協定（土地所有者）」の骨子案 

 

１．協定名称 

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に係る土地使用等に関する協定 

 

２．趣旨 

大阪・夢洲地区における IR 区域の整備並びに設置運営事業の円滑な実施及び継続を図る

ため、府、土地所有者としての市及び SPC の役割分担並びに本件使用対象土地（本件 IR区

域（本件 IR 区域に追加された場合は IR 区域拡張予定地を含む。））及びその使用に関し必

要な事項について定めるもの。 

 

３．協定締結主体 

大阪府、大阪市及び大阪ＩＲ株式会社 

 

４．締結日 

※IR整備法第 13条第 2項に基づく国土交通大臣による実施協定の認可の後、速やかに、

実施協定及び事業用定期借地権設定契約の締結に併せて締結 

 

５．有効期間 

発効日から本事業期間の終了日まで（但し、本事業期間の終了日前に実施協定が終了し

た場合には、当該終了の時点で終了） 

 

６．主な規定項目及び概要 

(1) 総則 

① 役割分担 

ア 府、市及び SPC は、本件 IR 区域の立地及び整備並びに設置運営事業の円滑な実施及

び継続を図るべく、相互に連携・協力。 

イ 府は、IR区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有

害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定・実施。認定区域整備計画の

意義及び目標を実現すべく、府が実施すべきものとして認定区域整備計画に定めら

れた施策及び措置等を実施。 

ウ 市は、IR区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有

害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関し、土地所有者として市が実施

すべきものとして認定区域整備計画に定められた施策及び措置等を実施。また、本

事業期間中、本件使用対象土地を設置運営事業の用に供するために SPC が使用でき

るようにする。 

エ SPC は、認定区域整備計画の意義及び目的を実現すべく、認定区域整備計画に定め

られた施策及び措置等を実施し、設置運営事業を遂行。 

② 地位譲渡の禁止 

SPC は、立地協定（土地所有者）上の地位又は同協定に基づく権利義務につき、第三

者への譲渡又は担保権の設定その他の処分を行う場合には、府及び市の事前の書面承

認を要する。 

③ 金融機関との協議 

府及び市は、必要と認めた場合は、設置運営事業に関して、SPC に融資等を行う金融

機関との間で協定を締結することが可能（SPC は当該協定の締結に協力）。 
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(2) 本件 IR 区域の土地使用権等の取扱い 

① 本件 IR 区域の土地使用権 

ア 市は、本件土地、IR区域拡張予定地、本件臨港緑地、太陽光発電事業区域について、

事業用定期借地権設定契約等に基づき SPC に使用させる。 

イ 本件使用対象土地、本件臨港緑地及び太陽光発電事業区域について、後記②乃至④

の本件使用対象土地における土地課題対策、特定地中埋設物撤去及び通常予測され

得る程度を超える地盤沈下対策に係る市の負担を除き、市は、SPC との合意内容に

適合しない場合であっても、SPC に対して一切の責任を負わない。 

第 7条（本件 IR 区域の土地使用権） 

1 市は、本協定に定めるほか、本件土地については本事業関連書類及び事業用定期借地権設定契約に従い、IR

区域拡張予定地については本事業関連書類、第 8条（注１）及び第 8条の 2（注２）に基づいて市及び SPC と

の間で別途締結される合意に従い、本件臨港緑地については本事業関連書類及び第 9条に基づいて市及び SPC

との間で別途締結される合意に従い、並びに太陽光発電事業区域については本事業関連書類及び第 9 条の 2

（注３）に基づいて市及び SPC との間で別途締結される合意に従い、それぞれ SPC に使用させるものとする。 

2 第 7 条の 2乃至第 7条の 7、事業用定期借地権設定契約その他市及び SPC との間で別途定める場合を除き、

市は、本件使用対象土地、本件臨港緑地及び太陽光発電事業区域について、それぞれの使用に係る合意内容に

適合しない場合であっても、SPC に対して一切の責任を負わない。 

（注１）後記⑤参照 

（注２）後記⑥参照 

（注３）後記⑧参照 

 

② 土地課題対策 

ア 本件使用対象土地において、土地課題対策（土壌汚染対策、液状化対策、地中障害

物撤去）は SPC が実施し、土地課題対策により SPC の負担が増加した場合当該増加

負担のうち妥当と認める額を市が負担（全部開業後に、本件 IR施設の新たな建設・

整備又は拡張整備を行う場合も同様。）。 

イ 土地課題対策費用は、土地引渡し及び建設着工が行われた場合に、債務負担行為（事

項・期間・限度額）の範囲内で、支払期日に実施協定が有効に存続していることを

条件に、市が合理的に判断する範囲で支払う。 

ウ SPC の帰責事由により、開業までに実施協定・事業用定期借地権設定契約・立地協

定が解除された場合、SPC は支払いを受けた土地課題対策費用を市に返還。 

エ 土地課題対策のために使用できなくなった土地の範囲及び期間に対応する賃料は、

支払義務なし。 

第 7条の 2（土壌汚染対策） 

1 SPC は、本件使用対象土地の各工区又は各区域においてその引渡日に存在する土壌汚染について、事業条件

書に従い、必要となる土壌汚染対策（第 2項に規定する建設発生土等の処理を含む。以下同じ。）を適切に行

うものとする。本件 IR 施設の全部開業後に本件使用対象土地において本件 IR 施設の新たな建設・整備又は

拡張整備を行う場合も同様とする。 

2 府、市及び SPC は、SPC による本件使用対象土地における建設発生土等の処理及び費用負担について、事業

条件書に従って適切に対応するものとする。 

3 SPC は、前二項に基づく土壌汚染対策の実施に際して、当該土壌汚染対策の実施に着手する 3ヵ月前までに、

汚染対策計画の内容を府及び市に説明し、その内容について府及び市と協議するものとする。 

4 SPC は、前項に基づく協議後において、汚染対策計画の内容に変更（軽微な変更を除く。）が生じた場合に

は、その都度速やかに府及び市に説明し、その内容について事前に協議するものとする。 

5 第 1 項及び第 2 項に基づく土壌汚染対策により当該土壌汚染がない場合と比較して SPC の負担が増加した
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場合には、市は、事業条件書に従い、市が当該増加負担のうち妥当と認める額（以下「土壌汚染対策負担額」

という。）を SPC に支払う。但し、前二項に基づく協議を経ている場合に限る。 

6 前項にかかわらず、本件 IR 施設、広場、緑地及び域内通路並びに本件 IR 施設に付帯する外構等について、

これらの開業・供用後に必要となる当該施設等の維持修繕又は大規模改修に伴い、新たに必要となる土壌汚染

対策に要する費用は、SPC が負担するものとする。 

7 SPC は、汚染土壌を含む建設汚泥の処理のために必要となる再生処理プラント等の設置及び建設汚泥又はそ

の再生土の受入先調整のために必要となる仮置きのために大阪・夢洲地区内の市が所有する土地を使用する

場合において、当該土地の使用にかかる賃料の支払義務を負わないものとする。但し、当該土地の範囲及び期

間については、別途市及び SPC の間において協議して定めるものとする。 

8 府及び市は、本条、第 7条の 5及び事業用定期借地権設定契約で定める場合を除き、本件使用対象土地にお

ける SPC の土壌汚染対策に要する費用について一切負担しない。 

 

第 7条の 3（液状化対策） 

1  SPC は、本件使用対象土地について液状化の危険が具体的に見込まれ、本件使用対象土地の利用に際して当

該危険に対応する必要がある場合は、必要となる液状化対策を適切に行うものとする。本件 IR 施設の全部開

業後に本件使用対象土地において本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

2  SPC は、前項に基づく液状化対策に際して、第 7条の 2第 3項及び第 4項に準じて、市及び府と事前協議を

行うものとする。 

3  第 1 項に基づく液状化対策に起因して SPC の負担が増加した場合には、市は、事業条件書に従い、市が当該

増加負担のうち妥当と認める額（但し、液状化しても支障が生じないように構造物を設計する方法（構造対策

による方法）での対策に要する費用を除く。以下「液状化対策負担額」という。）を SPC に支払う。但し、前

項に基づく協議を経ている場合に限る。 

4  前項にかかわらず、本件 IR 施設、広場、緑地及び域内通路並びに本件 IR 施設に付帯する外構等について、

これらの開業・供用後に必要となる当該施設等の維持修繕又は大規模改修に伴い、新たに必要となる液状化対

策に要する費用は、SPC が負担するものとする。 

5  SPC は、第 1項に基づく液状化対策のために使用ができなくなったと認められる本件使用対象土地の範囲及

び期間に対応する本件使用対象土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲及び期間につい

ては、別途市及び SPC の間において協議して定めるものとする。 

6  府及び市は、本条、第 7条の 5及び事業用定期借地権設定契約で定める場合を除き、本件使用対象土地にお

ける SPC の液状化対策に要する費用について一切負担しない。 

 

第 7条の 4（地中障害物撤去等） 

1 SPC は、本件使用対象土地において当初の区域認定日に存在する、本件 IR 施設の建設・整備に支障となる

地中障害物について、事業条件書に従い、撤去等を適切に行うものとする。本件 IR 施設の全部開業後に本件

使用対象土地において本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

2 SPC は、前項に基づく地中障害物の撤去等に際して、撤去等工事の着工時期の 3ヵ月前までに、撤去等計画

の内容を府及び市に説明し、その内容について府及び市と協議するものとする。 

3 SPC は、前項に基づく協議後において、撤去等計画の内容に変更（軽微な変更を除く。）が生じた場合には、

その都度速やかに府及び市に説明し、その内容について事前に協議するものとする。 

4 府、市及び SPC は、前二項の協議に際して、府及び市が SPC に対し、地中障害物の撤去回避や撤去費用の低

減等のために、本件 IR 施設の施設計画や施工計画等の見直しを求めないことを確認する。 

5 第 1 項に基づく地中障害物の撤去等により当該地中障害物がない場合と比較して SPC の負担が増加した場

合には、市は、事業条件書に従い、市が当該増加負担のうち妥当と認める額（以下「地中障害物撤去等負担額」

という。）を SPC に支払う。但し、第 2項及び第 3項に基づく協議を経ている場合に限る。 

6 SPC は、第 1項に基づく地中障害物の撤去等のために使用ができなくなったと認められる本件使用対象土地

の範囲及び期間に対応する本件使用対象土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲及び期
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間については、別途市及び SPC の間において協議して定めるものとする。 

7 府及び市は、本条、第 7条の 5及び事業用定期借地権設定契約で定める場合を除き、本件使用対象土地にお

ける SPC の地中障害物の撤去等に要する費用について一切負担しない。 

 

第 7条の 5（本件土地課題対策費用） 

1  府及び市並びに SPC は、本件土地課題対策費用は、事業用定期借地権設定契約に基づく本件使用対象土地の

最初の引渡し並びに当該土地における本件 IR 施設の建設及び整備の着工が行われた場合に、本件債務負担行

為として予算に定めた事項、期間及び限度額の範囲内で、本条第 2項に定める各支払期日において、本実施協

定が有効に存続していること（但し、不可抗力等又は府若しくは市の責めに帰すべき事由により本実施協定が

解除された場合を除く。）を条件として、市が合理的に判断する範囲で市から SPC に支払われることを確認す

る。 

2  市から SPC への本件土地課題対策費用の支払期日は、次の各号のとおりとする。但し、本件債務負担行為

（開業前）に基づく本件土地課題対策費用の支払いに関しては、原則として 2024 年度以降、本件 IR 施設の開

業（但し、本件 IR 施設の部分開業を行う場合は、部分開業をいう。以下、本条、第 8条、第 8条の 2、第 9条

の 2及び第 9条の 3において同じ。）までの支払いとし（但し、市の責めに帰すべき事由以外の事由により、

事業条件書並びに市及び SPC が別途締結する書面に定める市による負担額の認定のために必要となる書類の

提出が遅れた場合はこの限りではない。）、本件 IR 施設の開業までの支払いを実現できるよう市及び SPC は相

互に合理的な努力を行う。また、市は、できるだけ早期の支払いが可能となるよう実務上合理的な範囲で努力

するものとする。 

(1) 土壌汚染対策負担額 

 本件債務負担行為（開業前）に基づく土壌汚染対策負担額の支払いに関しては本件IR施設の開業に必

要となる全ての施設の竣工後、市による土壌汚染対策負担額の認定がなされた日から12ヵ月以内。本件

債務負担行為（開業後）に基づく土壌汚染対策負担額の支払いに関しては、本件IR施設の新たな建設・

整備又は拡張整備に係る施設又は本件拡張予定地整備施設の竣工後、市による土壌汚染対策負担額の認

定がなされた日から12ヵ月以内 

(2) 液状化対策負担額 

 本件使用対象土地の各工区における液状化対策工事に関しては、各工区の本件IR施設の建設及び整備

の着工前又は着工後の各工事の完了後、当該工区ごとに市による液状化対策負担額の認定がなされた日

から12ヵ月以内 

(3) 地中障害物撤去等負担額 

 本件使用対象土地の各工区における地中障害物の撤去等工事に関しては、各工区の本件IR施設の建設

及び整備の着工前又は着工後の各工事の完了後、当該工区ごとに市による地中障害物撤去等負担額の認

定がなされた日から12ヵ月以内 

3  SPC は、本件土地課題対策費用が、本件債務負担行為として予算に定めた事項、期間及び限度額の範囲内と

なるよう商業上合理的な範囲で努力しなければならない。 

4  SPC の責めに帰すべき事由により、本件 IR 施設の開業までに、本実施協定、事業用定期借地権設定契約又

は立地協定が解除された場合には、SPC は市から本件債務負担行為（開業前）に基づき既に支払いを受けた本

件土地課題対策費用相当額を書面による市の請求から 180 日以内に市に返還する義務を負う。 

 

③ 特定地中埋設物撤去等 

通常想定し得ない地中埋設物の存在が判明し、本件使用対象土地の外見から通常予

測され得る地盤の整備・改良の程度を超える除去工事等が必要と見込まれる場合、一定

条件の下、市がその費用を負担。 

第 7条の 6（特定地中埋設物撤去等） 

1 SPC は、本件使用対象土地において当初の区域認定日に存在する、本件 IR 施設の建設・整備に支障となる

特定地中埋設物の存在が判明した場合には、第 7 条の 4 第 1 項に準じて、撤去等を適切に行うものとする。
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本件 IR 施設の全部開業後に本件使用対象土地において本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う

場合も同様とする。 

2 SPC は、前項に基づく特定地中埋設物の撤去等に際して、第 7条の 4第 2項乃至第 4項に準じて、府及び市

と事前協議を行うものとする。 

3 第 1 項に基づく特定地中埋設物の撤去等に関して、本件使用対象土地の外見から通常予測され得る地盤の整

備・改良の程度を超える特定地中埋設物の除去工事等（以下「除去工事等」という。）が必要と見込まれる場

合において、府、市及び SPC が予め協議の上、除去工事等の内容（費用を含む。）に合理性があると認められ

る場合には、市は、当該除去工事等のために SPC が要した費用に相当する額を負担する。但し、前項及び本項

に基づく協議を経ている場合に限る。 

4 SPC は、第 1項に基づく特定地中埋設物の撤去等のために使用ができなくなったと認められる本件使用対象

土地の範囲及び期間に応じた本件使用対象土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲及び

期間については、別途市及び SPC の間において協議して定めるものとする。 

5 府及び市は、本条及び事業用定期借地権設定契約で定める場合を除き、本件使用対象土地における SPC の特

定地中埋設物の撤去等に要する費用について一切負担しない。 

 

④ 地盤沈下対策等 

ア SPC は、必要となる地盤沈下対策等を適切に実施。 

イ 市が本件使用対象土地に使用した埋立材の原因により、通常の想定を著しく上回る

大規模な地盤の沈下又は陥没が生じ、これらに起因して通常予測され得る程度を超

える地盤沈下対策等が必要と見込まれる場合、一定条件の下、市がその費用を負担

（SPC が本件使用対象土地について実施した工事又は建築若しくは整備を原因とし

た地盤沈下等、又は通常想定される範囲内の地盤沈下等に起因する SPC の事業費の

増加について、府及び市は一切負担しない。）。 

第 7条の 7（地盤沈下対策等） 

1 SPC は、本件使用対象土地の各工区又は各区域においてその引渡日以降、事業条件書に従い、必要となる地

盤沈下対策等を適切に行うものとする。本件 IR 施設の全部開業後に本件使用対象土地において本件 IR 施設

の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。 

2 SPC は、前項に基づく地盤沈下対策等の実施に際して、第 7条の 2第 3項及び第 4項に準じて、府及び市と

事前協議を行うものとする。 

3 第 1 項に基づく地盤沈下対策等に関して、市が引渡日より前に本件使用対象土地に使用した埋立材の原因に

より、通常の想定を著しく上回る大規模な地盤沈下等が生じ、これらに起因して通常予測され得る程度を超え

る地盤沈下対策等が必要と見込まれる場合において、府、市及び SPC が予め協議の上、地盤沈下対策等の内容

（費用を含む。）に合理性があると認められる場合には、市は、当該地盤沈下対策等のために SPC が要した費

用に相当する額を負担する。但し、前項に基づく協議を経ている場合に限る。なお、SPC が本件使用対象土地

について実施した工事又は建築若しくは整備を原因とした地盤沈下等、又は通常想定される範囲内の地盤沈

下等に起因する SPC の事業費の増加について、府及び市は一切負担しない。 

4 SPC は、第 1項に基づく地盤沈下対策等のために使用ができなくなったと認められる本件使用対象土地の範

囲及び期間に応じた本件使用対象土地の賃料の支払義務を負わないものとする。但し、その範囲及び期間につ

いては、別途市及び SPC の間において協議して定めるものとする。 

5 府及び市は、本条及び事業用定期借地権設定契約で定める場合を除き、本件使用対象土地における SPC の地

盤沈下対策等に要する費用について一切負担しない。 

 

⑤ IR 区域拡張予定地の暫定利用等 

ア SPC は、IR 区域拡張予定地について、開業日の 1 年前までに府及び市と協議の上、

府及び市が承認した場合には、附帯事業に用いるため、市との間で賃貸借契約を締

結の上で、IR区域拡張予定地を暫定利用することができる。 
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イ 賃貸借契約の条件 

 賃貸借期間：本件 IR 施設の全部開業日から 10 年（拡張方針決定期限まで） 

 使用目的：一時使用目的以外の建物所有目的は不可 

 賃料：賃貸借期間が 1年以上 6年未満の場合 月額 300 円／㎡ 

賃貸借期間が 6年以上の場合 不動産鑑定評価に基づき市が決定 

 その他、鉄道延伸部（北ルート）建設工事に支障のない利用範囲及び利用方法の

遵守 等 

⑥ 拡張予定地の整備等 

ア SPC は、IR区域拡張予定地において IR施設（本件拡張予定地整備施設）の建設及び

整備の意向を有する場合には、開業日から 9年以内（区域拡張申出期限）に、計画

案を添付して建設・整備の意向の申出を行うことが可能。 

イ 前記申出があった場合、SPC 並びに府及び市は、協議の上、拡張方針決定期限（全

部開業日から 10 年以内）までに、その実施可否を決定。 

ウ 本件拡張予定地整備施設の建設・整備の実施が合意される場合、SPC は、IR 区域拡

張予定地整備計画を策定し、府及び市の承認を取得。当該承認された IR区域拡張予

定地整備計画の実施において本件土地課題対策を要する場合、市は、事業条件書及

び第 7条の 2乃至第 7条の 5に基づき市が妥当と認める額を限度として、IR 区域拡

張予定地における本件土地課題対策費用に係る債務負担行為の議案を市会に付議。 

エ 府及び SPC は、前記建設・整備の実施が合意された場合（※但し、IR 区域拡張予定

地における本件土地課題対策費用に係る債務負担行為について市会の議決が得ら

れることを条件とする。）には、本実施協定又は本件各整備計画の見直しを行い、必

要な手続を履践。市は当該手続が履践されるよう誠実に協力。 

オ SPC は、IR 区域拡張予定地について、市との間において、事業用定期借地権設定契

約と満了日を同じくする借地借家法第 23 条第 1 項又は第 2 項に定める事業用定期

借地権設定契約（賃料額は、不動産鑑定評価に基づいて市が決定。その他の契約条

件は、SPC、府及び市の協議の上で合意した内容による。）を締結。 

カ SPC は、前記建設・整備の実施が合意された場合（※エに同じ。）には、IR 区域拡張

予定地の整備内容を定めた認定区域整備計画の変更が認定された後速やかに、本件

拡張予定地整備施設の建設及び整備に着工。 

キ 区域拡張申出期限の時点において鉄道延伸部（北ルート）の運行開始時期が未確定

である場合（シールド工法により行われることが確定している場合は除く。）には、

本件拡張予定地整備施設の建設及び整備の時期は、SPC 並びに府及び市との協議に

より定める。 

ク 鉄道延伸部（北ルート）建設工事がシールド工法による場合には、SPC は、鉄道延

伸部（北ルート）建設工事の着工後に本条に定める本件拡張予定地整備施設の建設

及び整備を行うに際して、所定の土地利用制限を遵守。 

⑦ 本件臨港緑地の土地使用権等 

ア 市と SPC は、本件臨港緑地の維持管理協定を締結。 

イ SPC は、本件臨港緑地に附帯施設を設置する場合、市から、大阪市財産条例に基づ

く目的外使用許可を取得。 

⑧ グリーンテラスゾーンの利用 

ア SPC は、夢洲１区（グリーンテラスゾーン）のうち太陽光発電事業区域について、

附帯事業としての太陽光発電事業に用いるため、市との間で賃貸借契約を締結の上

で利用できる。 

イ 府及び市は、SPC が、太陽光発電事業区域において、開業日に太陽光発電事業を開

始することができるよう協力。 

⑨ SPC によるインフラ整備費用の負担 
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SPC は、市が実施する公共インフラ整備に要する費用の一部として 202 億 5000 万円

を負担（10％を IR 事業用地の引渡日までに、残額を開業後 12 ヵ月以内に、市に支払

う。）。 

⑩ 夢洲全体の地盤沈下管理 

第 9条の 4（夢洲全体の地盤沈下管理） 

市及びSPCは、大阪・夢洲地区の国際観光拠点開発における地盤沈下管理の取扱いの重要性を認識し、双方協

議の上、大阪・夢洲地区における適切な地盤沈下対策の実施等に係る事項を定めることについて、別途書面で

確認するものとする。 

 

(3) 本事業期間を延長する場合の措置 

第 10 条（本事業期間を延長する場合の措置） 

1 SPC が本実施協定第 88条第 1項及び事業用定期借地権設定契約第 22条第 1項に基づいて本件使用対象土地

の継続利用及び設置運営事業の継続を希望する旨を通知した場合で、本実施協定に基づく府及び SPC の協議

により本実施協定における本事業期間が延長されるときには、府、市及び SPC は、当該延長期間と同じ期間を

賃貸借期間とする新借地権設定契約の速やかな締結に向け、本件使用対象土地の利用形態及び利用条件等に

ついて誠実に協議する。 

2 前項に基づく協議により市及び SPC との間で締結される新借地権設定契約における賃料は、本実施協定第

90 条に定める延長用基本合意書の締結時までに、それまでの SPC の設置運営事業の実施状況、再投資計画の

内容、事業環境及び延長前の賃料等諸条件を総合的に勘案し行われた府、市及び SPC での協議を踏まえ、法令

等に則り、市により決定されるものとする。 

3 SPC が本実施協定第 88条第 1項及び事業用定期借地権設定契約第 22条第 1項に基づいて本件使用対象土地

の継続利用及び設置運営事業の継続を希望する通知を行い、本実施協定に基づいて府、市及び SPC が本件開

業遅延期間延長を行うことに合意した場合で、かつ、第 1項及び事業用定期借地権設定契約第 22 条第 2項に

基づく新借地権設定契約の締結が行われないときには、市及び SPC は、公正証書をもって、当該延長後の本事

業期間の満了日までの期間（但し、当初の賃貸借期間と合計して 50 年を超えない範囲に限られる。）、賃貸借

期間を延長するものとする。なお、当該延長後の賃貸借期間にかかる契約条件については、賃料を除き延長前

の契約条件によることとし、賃料は不動産鑑定評価に基づいて、市が決定するものとする（但し、市の判断に

より事業用定期借地権設定契約第 7条に基づいて決定される延長前の賃料とすることができる。）。  

4  SPC が事業用定期借地権設定契約第 27 条第 7 項に規定する通知を行った場合、府、市及び SPC は、同契約

第 6条第 3項に従い本原状回復に伴う延長期間について誠実に協議する。 

5 府、市及び SPC は、本件使用対象土地の継続利用及び設置運営事業の継続に際して本協定の変更が必要な場

合には、必要な変更を行うものとする。 

6 前各項の他、本事業期間を延長する場合の措置については、本実施協定、立地協定（立地市町村等）及び事

業用定期借地権設定契約の定めるところに従う。 

 

(4) 本事業関連施設の設計、建設・整備及び関係者調整等 

① SPC が本事業関連施設の設計・建設・整備に関して使用する第三者の帰責事由は、立地

協定（土地所有者）に基づく市と SPC との関係においては、SPC の帰責事由とみなす。 

② SPC は、本件工事の実施に当たり、公共インフラ整備等の円滑な推進が図られるよう、

また、これに支障が生じないよう誠実協力。 

 

(5) 実施協定終了時の措置 

第 14 条（実施協定終了時の措置） 

1 府及び市は、本事業期間の満了又は解除により本実施協定が終了する場合には、設置運営事業の承継、設置

運営事業者の地位の承継又は再公募等により設置運営事業の継続が図られるよう努力するものとし、SPC はこ

れが可能となるように商業上合理的な範囲において最大限努力する。また、設置運営事業の継続の有無にかか
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わらず、SPC 資産等については、それらの耐用年数や価値等を勘案し、有効活用等が可能な場合は、これが図

られるよう、府、市及び SPC において誠実に協議するものとする。 

2 本事業期間の満了又は解除による本実施協定の終了に伴い、府及び SPC の協議により有効活用等を行おうと

する場合、市は、事業用定期借地権設定契約に定める SPC の原状回復義務の全部又は一部の免除及び SPC 又

はその承継人等との借地契約の締結を含め、本件使用対象土地の所有者として、府及び SPC 又はその承継人

等との協議に誠実に応じるものとする。 

3 本事業期間の満了又は解除による本実施協定の終了に伴い、府及び SPC の協議により有効活用等を行わない

こととなった場合、SPC は、府及び市が同意するときは、事業用定期借地権設定契約の定めにかかわらず、本

件 IR 施設等の全部又は一部を府又は市に無償（又は SPC 及び府若しくは市が別途合意する対価）で譲渡して

残置し、事業用定期借地権設定契約、公物管理に係る法令等又は公共帰属施設覚書の定めにかかわらず、法令

等に違反しない範囲において公共帰属施設の全部又は一部を残置し、又は、事業用定期借地権設定契約の定め

にかかわらず、本件 IR 区域内の SPC 及び市以外の第三者が所有する資産の全部又は一部を残置し、収去義務

の全部又は一部を免れることができる。 

4 本実施協定が本事業期間の満了前に解除された場合であって、かつ、事業用定期借地権設定契約がなお存続

する場合、SPC は、本件使用対象土地上において事業（但し、法令等により実施する権利を有しないものを除

く。）を継続することができる。この場合、市及び SPC が協議の上で本件使用対象土地の使途について合意す

る場合を除き、SPC は、本件使用対象土地を、本件 IR 施設を所有するため、その全部若しくは一部について、

自ら使用し、又は、第三者をして使用させるものとし、他の目的に使用しない。なお、本件 IR 施設は、IR 整

備法第 2 条第 3 項に規定する設置運営事業として設置及び運営されることを要しないが、カジノ事業の用に

供してはならない。 

5 前項の場合、SPC は、事業用定期借地権設定契約を府及び SPC のいずれにも追加費用負担又は損害賠償（但

し、事業用定期借地権設定契約の規定に基づくものを除く。）を生じさせずに、合理的に相当な期間前に市に

通知して終了させた上で事業を終了することについて、府に協議を申し入れることができるものとし、府は、

かかる SPC の申し入れに合理的に可能な範囲の協力を行い、市は、かかる SPC の意向を踏まえ SPC 及び府と

誠実に協議する。 

6 本実施協定の終了にあたり、府又は SPC は、国土交通大臣への認定区域整備計画の認定の変更若しくは取消

しの申請又は設置運営事業の廃止の申請等必要な手続を行うものとする。当該認定の変更等の手続には、本実

施協定の他、立地協定（立地市町村等）第 11 条（注）の定めが準用又は適用され、府、市及び SPC はこれに

従い対応するものとする。 

7 前項の他、本実施協定終了に伴う協議の結果として決定した内容を実現するため、市は、本件使用対象土地

の所有者として、これに必要な本件使用対象土地に関する各種の手続を行い、SPC は合理的な範囲においてこ

れに協力する。 

8 前各項の他、本実施協定が終了する場合の措置については、本実施協定、立地協定（立地市町村等）及び事

業用定期借地権設定契約の定めるところに従う。 

（注）「『立地協定（立地市町村等）』の骨子案」６(2)参照 

 

(6) 不可抗力等発生時における協力 

第 15 条（不可抗力等の発生時における市による協力） 

1 不可抗力等により設置運営事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、本実施協定第 83 条第 1 項の規

定に基づく SPC による設置運営事業の復旧及び継続が図られるように、府、市及び SPC は合理的な範囲にお

いて相互に協力するものとする。 

2 本実施協定第 83 条第 2 項の規定に基づく SPC による復旧スケジュールの策定及びこれに基づく設置運営事

業の復旧に関し、府、市及び SPC は合理的な範囲において相互に協力するものとする。 

3 本実施協定第 83 条第 3 項の定めに従い公共インフラ整備の復旧及び継続又はそのためのスケジュールの提

示も併せて必要なときは、市は SPC と連携が図れるよう合理的な範囲において協力するものとする。 
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4 府、市及び SPC は、不可抗力等により相手方に発生する増加費用及び損害を最小化できるよう配慮して前各

項の協力を行うよう努力するものとする。 

 

(7) 損害賠償 

第 18 条（損害賠償） 

本協定の当事者は、本協定に定める義務に違反したことにより本協定の他の当事者のいずれか又は双方に損

害等を与えた場合には、当該他の当事者に対し、かかる損害等を賠償しなければならない。但し、当該損害等

は、当該違反と相当因果関係のある範囲に限る。 

 

(8) 一般条項 

相互協議、秘密保持、準拠法その他の一般条項 

 

(9) 裁判管轄 

大阪地方裁判所 

 

※ 枠囲み内は、本書作成時点における規定案であり、立地協定（土地所有者）の締結までの間

に、協定内容の本質・根幹に変更が生じない範囲内で表現を修正等することがある。 

 

以上 
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資料７ 

令和 5年 9月 

 

「モニタリング基本計画」の骨子案 

 

１．名称 

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 モニタリング基本計画 

 

２．作成主体 

大阪府及び大阪市 

 

３．基本計画と実施計画 

(1) モニタリング基本計画（基本計画）は、設置運営事業（ＩＲ事業）の円滑かつ確実な

実施を確保するための枠組みについて、府及び市の基本的な考え方を規定。 

(2) 基本計画に基づき、府、市及び SPC は、ＩＲ開業前及び開業後の各段階について、モ

ニタリング実施計画を定める。 

 

４．モニタリングの意義 

(1) 事業実施状況等の確認により、ＩＲ事業の円滑かつ確実な実施と長期間にわたる安定

的で継続的な実施を確保する。 

(2) ＩＲ区域の整備及びＩＲ事業（ＩＲ区域整備等）の影響・効果等を継続的に把握する

ことにより、ＩＲ区域整備等の長期間にわたる安定的で継続的な発展を図る。 

 

５．モニタリング区分・項目 

(1) 設計・建設等モニタリング 

・ 設計及び工事の実施体制の整備状況の確認 

・ 設計及び工事の進捗・実施状況の確認 等 

 

(2) 財務モニタリング 

・ SPC の資金調達状況、財務状況の確認 

・ 初期投資の実行状況の確認 

・ カジノ事業の収益の活用状況（再投資の実行状況）の確認 等 

 

(3) 開業準備モニタリング 

・ 開業までの準備工程及びその進捗状況の確認 

・ 事業実施体制及び組織体制の整備状況の確認 等 

 

(4) 運営モニタリング 

・ ＩＲ事業実施状況（法令・区域整備計画等に従い適切に実施されているか）の確認 

・ カジノ事業収益（再投資を含む。）の活用による公益性の確保状況の確認 

・ 区域整備計画に記載した成果指標の達成状況の確認 等 
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(5) ＩＲ区域整備等の影響・効果等分析 

・ 府、市及び SPC は、ＩＲ区域整備等の長期的な取組方針等について、時宜に見直し

或いは決定する上での参考とするため、相互に協力して、ＩＲ区域整備等によって

生じた社会的・経済的な影響及び効果等について、継続的に調査・分析を行う。 

 

６．モニタリングの方法 

(1) セルフモニタリング 

・ SPC は、セルフモニタリングを実施し、その方法及び結果について、セルフモニタ

リング報告書を作成し、府及び市に提出する。 

・ SPC は、事業年度毎に、事業基本計画及び事業計画の実施の状況及び目標の達成状

況、並びにこれらの要因分析及び翌事業年度以降における改善に向けた取組み等を

記載した報告書（事業報告書）を作成し、府及び市に提出する。 

 

(2) 府・市モニタリング 

・ 府及び市は、SPC から提出されたセルフモニタリング報告書及び事業報告書を踏ま

え、ＩＲ事業が、法令・区域整備計画等に従い適正かつ確実に遂行されているかを

確認する。 

 

(3) 会議体の設置 

・ 府、市及び SPC は、密な連携・調整のための会議体を設置する。 

 

(4) ＩＲ事業評価委員会（府・市共同設置の附属機関） 

・ 府及び市は、毎年度、モニタリング結果についてＩＲ事業評価委員会に報告する。 

 

(5) 国土交通大臣 

・ 国土交通大臣の求めがあれば、府は、府・市モニタリングの結果を踏まえ、認定区

域整備計画の実施の状況を国に報告し、国土交通大臣は毎年度、認定区域整備計画

の実施の状況について評価する。 

・ 府及び市は、当該評価結果について、各々、府議会及び市会に報告し、公表する。 

・ 府、市及び SPC は、当該評価結果について、事業基本計画及び事業計画に適時に反

映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映する。 

 

７．是正要求措置 

(1) 是正レベルの認定 

・ 府は、府・市モニタリングの結果、ＩＲ事業が法令等や関連協定を遵守していない

と認められる場合には、是正レベルの認定を行う。 

 

(2) 是正要求 

・ 府は、是正レベルに応じて、SPC に対して是正要求を行うことができる。 
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是正レベル 是正要求措置 ＩＲ事業評価委員会 

レベル 1 

（違反又は不履行） 

注意（口頭注意） 

※レベル１該当のおそれの場合 
― 

改善指導 ― 

レベル２ 

（重大な違反又は不履行） 

改善勧告 ― 

警告 

※改善勧告にもかかわらず改善

されない場合 

報告 

レベル３ 

（極めて重大な違反又は不

履行） 

改善命令 諮問（緊急の場合は省略） 

 

(3) 実施協定の解除等 

極めて重大な違反又は不履行が生じているため、府が SPC に対して改善命令を行った

にもかかわらず、当該違反又は不履行が改善されなかった場合には、府は、①実施協定

の解除、②区域整備計画の認定の更新を行わない、又は③区域整備計画の認定の取り消

しを申請することができ、市は、区域整備計画の更新の申請への同意を行わないことが

できる。 

 

以上 



 

資料８ 

令和 5年 9月 

 

ＩＲ関連協定等の骨子案の主な用語定義等 

 

１． 主な用語の定義 

 

(1) 「液状化対策」とは、本件使用対象土地の地盤の液状化を回避するための地盤改良その

他の措置（液状化が発生した場合の復旧工事等を含む。）をいう。 

(2) 「延長後長期構想」とは、本事業期間の延長期間に係る本件 IR 区域の整備に関する構

想をいう。 

(3) 「延長時更新」とは、本実施協定第 88条乃至第 94 条に基づき、府と SPC が本事業期間

の延長について合意し、当初最終計画から延長後の最初の区域整備計画の国土交通大臣

による認定の更新をいう。 

(4) 「延長用基本合意書」とは、本実施協定第 90 条に基づき、府、市及び SPC が、当初最

終計画作成日までに締結する、本実施協定の変更、区域整備計画の作成、事業用定期借

地権設定契約の内容その他の延長後の本事業期間に係る基本的事項の内容を定めた基

本合意書をいう。 

(5) 「大阪市消費者物価指数（総合）変動率」とは、各改定検証日おいて市により計算され

る、前回の改定検証日（初回の改定検証日は、当初の区域認定日から４年を経過した日

以降の直近の４月１日とする。）の直近において市により公表された大阪市消費者物価

指数（総合）の数値とその次の改定検証日の直近において市により公表された大阪市消

費者物価指数（総合）の数値との間の変動率をいう。 

(6) 「汚染対策計画」とは、本件使用対象土地における土壌汚染対策の範囲、方法、時期及

び費用の見込み額を含む土壌汚染対策にかかる計画をいう。 

(7) 「改定検証日」とは、当初の区域認定日（同日を含まない。）以降、賃貸借期間の満了日

（同日を含まない。）までに到来する５年ごとの各応当日をいう。 

(8) 「拡張方針決定期限」とは、府、市及び SPC が IR 区域拡張予定地の取扱いについて協

議を行う期限をいい、本件 IR施設の全部開業の行われる日から 10 年後の日をいう。な

お、立地協定（立地市町村等）第 26 条第 1項の定めにかかわらず、本件 IR施設の部分

開業を行う場合であっても、本件 IR 施設の全部開業の行われる日から起算するものと

する。 

(9) 「建設汚泥」とは、建設工事（現場事務所等の設置等の準備工事を含む。）、地中障害

物撤去工事及び液状化対策工事に係る掘削工事から生じる泥土（泥状の掘削物及び泥水）

のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 2 条第 4 項

に定める産業廃棄物に該当するものをいう。 

(10)「建設及び整備の着工」とは、建設及び整備を開始するに当たって、以下①乃至⑤の全

ての要件を充足している時点をいう。 

① 都市計画法に基づく開発許可の取得など、建設工事を開始するに当たり必要な許認

可等の取得手続が完了していること 

② 建築確認申請に必要な設計図書の作成が完了し、建築確認済証を受領していること 

③ 建設工事請負契約が SPC と建設企業の間で締結され、契約書面の交付が完了してい

ること 

④ 建設及び整備しようとする施設の工事に係る工事監理者が指定されていること 

⑤ 仮囲い、搬出入道路及び現場施設等の仮設工事が開始し、建設が継続していくと合

理的かつ客観的に判断できる状態であること 
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(11)「建設発生土」とは、建設工事（現場事務所等の設置等の準備工事を含む。）、地中障

害物撤去工事及び液状化対策工事に伴い発生する土砂をいう。 

(12)「建設発生土等」とは、建設発生土及び建設汚泥をいう。 

(13)「公共インフラ整備」とは、新たな国際観光拠点の形成をめざして市が行う次の施策及

び措置をいう。 

①鉄道延伸部（南ルート〔北港テクノポート線〕）の整備に伴い建設予定の新駅駅前に

おける駅前広場（交通広場）の整備 

②交通環境の改善 

 夢洲地区への訪問者増加等に対応するため、次のインフラ整備を行うこと。 

(ア)鉄道延伸部（南ルート〔北港テクノポート線〕）の整備 

(イ)外周道路の整備 

(ウ)高架道路の整備 

(エ)夢洲幹線道路、舞洲幹線道路、此花大橋及び夢舞大橋の改良 

(オ)上水道（夢洲内及び周辺地域の配水管、加圧ポンプ場の増強等）の整備 

(カ)下水道（夢洲内及び周辺地域の管渠、ポンプ場等施設の新増設）の整備 

(14)「公共インフラ整備等」とは、（ⅰ）夢洲内で実施される催事、（ⅱ）公共インフラ整備

並びに（ⅲ）設置運営事業並びに夢洲内で実施される催事及び公共インフラ整備に関し

市以外が実施する電力・通信・ガス等の供給に係るインフラの整備を総称していう。 

(15)「更新申請議決」とは、IR 整備法第 10条第 4項が準用する同法第 9条第 8項に基づく

府議会の議決をいう。 

(16)「更新申請付議」とは、本実施協定第 20 条第 6 項に基づき、府が府議会に対して、更

新用区域整備計画を付議することをいう。 

(17)「更新申請前同意」とは、IR 整備法第 10条第 4項が準用する同法第 9条第 9項に基づ

く本件 IR 区域をその区域に含む市町村及び特別区の同意（当該同意について地方自治

法第 96 条第 2項の規定を適用する場合は、市会による議決を含む。）をいう。 

(18)「更新申請前同意付議」とは、市が市会に対して、更新申請前同意を付議することをい

う。 

(19)「更新用区域整備計画」とは、本実施協定第 20 条第 2 項に基づく府の最終確認を得か

つ府において作成する公共施策に係る事項が盛り込まれた更新申請用の区域整備計画

の案をいう。 

(20)「更新用計画作成同意」とは、IR 整備法第 10条第 4項が準用する同法第 9条第 6項に

基づく公安委員会又は立地市町村等の同意をいう。 

(21)「更新用計画作成同意付議」とは、市が市会に対して、更新用計画作成同意を付議する

ことをいう。 

(22)「事業基本計画」とは、府が SPC と共同して、基本方針及び実施方針に即して作成する、

IR 整備法第 9条第 2項第 4号に規定する計画をいう（本実施協定第 17条の規定に基づ

き変更された場合には当該変更後の計画を指すものとする。）。 

(23)「事業計画」とは、IR整備法第 16条第 1項に規定する計画をいう。 

(24)「事業条件」とは、募集要項等に定められている、設置運営事業の実施において SPC が

充足すべき条件をいう。 

(25)「事業条件書」とは、府及び市が 2020 年 1 月に作成した「大阪・夢洲地区特定複合観

光施設設置運営事業 事業条件書」（その後の改定・修正を含む。）及びその附属書類（回

答書等）をいう。 

(26)「市による特定条例等の変更」とは、設置運営事業又は SPC にのみ適用され、他には適

用されない条例等（市が決定する条例又は政策等。以下同じ。）の変更（新たに制定す
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る場合を含む。以下本号において同じ。）又は適用対象が設置運営事業又は SPC に事実

上限定される状態が一定期間以上にわたり継続することとなる条例等の変更であって、

設置運営事業に特別に若しくは類型的に影響を及ぼす又は設置運営事業者について不

均衡な影響を及ぼす市が行う条例等の変更をいう。但し、IR整備法第 4条の地方公共団

体の責務を果たすために合理的に必要なものその他本実施協定の締結時において行わ

れることが合理的に見込まれる条例等の変更を除く。 

(27)「地盤沈下対策等」とは、本件使用対象土地の地盤沈下等を回避するための地盤改良そ

の他の措置（地盤沈下等が発生した場合の復旧工事等を含む。）をいう。 

(28)「設置運営事業予定者」とは、設置運営事業を行おうとする民間事業者として、IR整備

法第 8条第 1項に基づき、府及び市が公募により選定した者であるオリックス株式会社

及び MGM Resorts International を総称していう。 

(29)「設置運営事業予定者等」とは、設置運営事業予定者、MGM Japan Indirect Holdco I, 

LLC、MGM Japan Indirect Holdco II, LLC、MGM Japan Holdco LP 及び合同会社日本Ｍ

ＧＭリゾーツを総称していう。 

(30)「損害等」とは、全ての損失、損害、費用、債務及び経費（合理的な弁護士費用を含む

がこれに限らない。なお、疑義を避けるため、第三者からの請求又は法的な訴えに起因

する全ての費用を包含するものとする。）をいう。 

(31)「地中障害物」とは、本件使用対象土地において当初の区域認定日に存在する本件 IR施

設の建設及び整備に支障となる揚水井、観測台及び表面沈下板（但し、沈下計測を継続

しているものを除く。）のうち特定地中埋設物に該当しないものをいう。 

(32)「地中障害物撤去等負担額」とは、立地協定（土地所有者）第 7条の 4第 5項において

定義される意味を有する。 

(33)「撤去等」とは、試掘等による位置特定、撤去及び処分並びに掘削孔の埋戻処理等を総

称していう。 

(34)「撤去等計画」とは、本件使用対象土地における地中障害物の撤去等の範囲、方法、時

期及び費用の見込み額を含む撤去等工事にかかる計画をいう。 

(35)「撤去等工事」とは、本件使用対象土地における地中障害物の撤去等にかかる工事をい

う。 

(36)「当初最終計画」とは、2053 年 4月 14 日から 2058 年 4 月 13 日の期間に係る更新用区

域整備計画をいう。 

(37)「特定地中埋設物」とは、本件使用対象土地において、募集要項等又は事業用定期借地

権設定契約からは通常想定し得ない地中埋設物をいう（但し、直径が縦・横いずれも１

メートル以上のコンクリート塊その他これと同等の構造・規模・強度等を有するもの（除

去工事等に要する費用が勘案されるものとする。）に限るものとする。）。 

(38)「土壌汚染」とは、土壌汚染対策法に定める指定基準を超過した土壌の特定有害物質に

よる汚染をいう。 

(39)「土壌汚染対策」とは、土壌汚染について、土壌汚染対策法等の法令等に基づいて実施

される各種の対策をいう。 

(40)「土壌汚染対策法」とは、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53号）をいう。 

(41)「認定区域整備計画」とは、IR整備法第 9条第 11 項に基づき、府が SPC と共同して、

基本方針及び実施方針に即して作成し、国土交通大臣の認定を受けた、本件 IR 区域の

整備に関する計画をいう（本実施協定第 20条及び IR 関係法令等の規定に基づき更新さ

れた場合には当該更新後の計画を、本実施協定第 18 条及び IR 関係法令等の規定に基づ

き変更された場合には当該変更後の計画を指すものとする。）。 
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(42)「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、府及び SPC のいずれ

にもその責めに帰すことのできない事由（府又はSPCのいずれにも合理的に予見し得ず、

又は合理的に予見できてもその損失、損害、又は障害発生の防止手段を合理的に期待で

きないような事由に限る。）をいう。なお、不可抗力の具体例としては次のとおり。 

① 天災 

地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、台風、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、

異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨又は土砂崩壊等 

② 人為的事象 

戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、

騒擾又は暴動等（府、市又はSPC若しくは設置運営事業予定者等のいずれの事情にも

起因しないゼネラル・ストライキを含む。） 

③ その他 

疫病（法的に隔離が強制される場合を含む。）、電気・通信・各種決済システムの不

通・障害、放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その

他の物体の衝突、火災、類焼又は類壊等 

(43)「不可抗力等」とは、不可抗力、貸出不能事由（天災・戦争・テロ攻撃の勃発、電気・

通信・各種決済システムの不通・障害、東京インターバンク市場において発生した円資

金貸借取引を行い得ない事由のうち、これにより金融機関による SPC に対する貸付実行

が不可能となったと当該金融機関が合理的に判断するものをいう。）、並びに、本事業

関連施設の建設及び整備の着工又は本件 IR 施設の開業について本事業日程からの遅れ

又は重大な追加コストを生じさせることが合理的に見込まれる本件土地等（本号におい

ては、IR区域拡張予定地（本実施協定に従い本件拡張予定施設又は本件拡張予定地整備

施設が建設及び整備される場合に限る。）を含む。）の瑕疵（土壌汚染、地中障害物の

存在を含むがこれに限られない。）であって府及び SPC のいずれにもその責を帰すこと

のできないものをいう。 

(44)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、

行政指導、ガイドラインその他の公的機関の定める判断・措置等、裁判所の判決、決定、

命令及び仲裁判断をいう。 

(45)「募集要項」とは、府及び市が 2019 年 12 月 24 日付けで公表した「大阪・夢洲地区特

定複合観光施設設置運営事業募集要項」をいう。 

(46)「募集要項等」とは、募集要項（各種契約案を含まない。）、事業条件書、モニタリング

基本計画（案）、関連資料集、設置運営事業予定者選定基準、様式集及び記載要領、参考

資料集並びに、これらの書類に関する補足資料、府又は市のホームページへの掲載その

他適宜の方法により公表した質問回答書、及びそれらの書類・資料等に関して府又は市

が発出した書類であって府が SPC に対して募集要項等に含めるものとして通知した

文書（いずれも修正があった場合は修正後の記述による。）を総称していう。 

(47)「本件各整備計画」とは、事業計画、事業基本計画、認定区域整備計画及び長期構想を

総称していう。 

(48)「本件拡張予定施設」とは、本実施協定第 61 条又は同第 61 条の 2 に基づき本件 IR 区

域上に建設及び整備される施設をいう。 

(49)「本件拡張予定地整備施設」とは、本実施協定第 61 条の 4に基づき、IR 区域拡張予定

地上に IR区域拡張予定地整備計画に従い建設及び整備される施設をいう。 

(50)「本件基礎杭」とは、第一天満層又は第二天満層を支持層とする既製コンクリート杭及

び外殻鋼管付コンクリート杭（載荷試験のために設置した試験杭を含む。）及び場所打
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ち杭をいう（但し、大阪湾最低潮位から６メートルの高さ以深に存在する部分に限られ

る。）。 

(51)「本件基礎杭等」とは、本件基礎杭及び本件地中仮設構造物を総称していう。 

(52)「本件工事」とは、SPC が実施する本事業関連施設、本件拡張予定施設及び本件拡張予

定地整備施設の建設及び整備に係る工事をいう。 

(53)「本件債務負担行為」とは、①本件土地課題対策のために 2023 年 3 月開催の市会の議

決を経て、市が市の予算として定めた大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地

改良事業、限度額を 78,800,000 千円及び期間を 2024 年度から 2033 年度までを内容と

する債務負担行為をいい、②本件 IR 施設の全部開業後に、本件使用対象土地において

本件 IR 施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合に必要となる本件土地課題対

策のために、市会の議決を経て、市が市の予算として債務負担行為を定めた場合は、当

該債務負担行為をいう。なお、本件債務負担行為のうち①の債務負担行為を「本件債務

負担行為（開業前）」といい、②の債務負担行為を「本件債務負担行為（開業後）」とい

う。 

(54)「本件使用対象土地」とは、本件 IR 区域のうち、立地協定（土地所有者）並びに別途

市及び SPC との間で締結される事業用定期借地権設定契約その他の合意に従い、市が

SPC に使用させる本件土地及び IR区域拡張予定地（本件 IR区域の一部として追加され

た場合に限る。）を総称していう。 

(55)「本件土地」とは、本件 IR 施設の敷地として市から SPC に賃貸される後記２「大阪・

夢洲地区（平面図）」記載の土地をいう。 

(56)「本件土地課題対策」（注：事業用定期借地権設定契約書）とは、SPC が、第 13 条の２、

第 13 条の３及び第 13 条の４の規定に基づき、本件 IR 施設の建設及び整備に当たり実

施する、本件土地に係る建設発生土等の処理（但し、土壌汚染の存在に起因して、通常

の処理とは異なる対応が必要となる部分に限る。）、地中障害物の撤去、土壌汚染対策及

び液状化対策をいう。 

(57)「本件土地課題対策」（注：実施協定、立地協定（立地市町村等）、立地協定（土地所有

者））とは、SPC が、立地協定（土地所有者）第 7 条の 2 乃至第 7 条の 5 の規定に基づ

き、本件 IR 施設の建設及び整備に当たり実施する、本件使用対象土地に係る建設発生

土等の処理（但し、土壌汚染の存在に起因して、通常の処理とは異なる対応が必要とな

る部分に限る。）、地中障害物の撤去、土壌汚染対策及び液状化対策をいう。 

(58)「本件土地課題対策費用」（注：事業用定期借地権設定契約書）とは、SPC が本件土地課

題対策を実施するために要する費用のうち、第 13 条の２、第 13 条の３、第 13 条の４

及び第 13条の５の規定に基づき市が負担する費用をいう。 

(59)「本件土地課題対策費用」（注：実施協定、立地協定（立地市町村等）、立地協定（土地

所有者））とは、SPC が本件土地課題対策を実施するために要する費用のうち、立地協定

（土地所有者）第 7条の 2乃至第 7条の 5の規定に基づき市が負担する費用をいう。 

(60)「本件土地等」とは、本件土地及び本件臨港緑地を総称していう。 

(61)「本件地中仮設構造物」とは、本件 IR 施設の建設及び整備のために設置した次の地中

仮設構造物をいう。 

① ソイルセメント壁 

 ソイルセメント壁工法により構築された地中連続壁（但し、大阪湾最低潮位から

10.5 メートルの高さ以深に存在する部分に限るものとし、本件 IR施設と近接し、本

件 IR 施設の撤去工事と一体で技術面から容易に撤去が可能と認められる部分を除

く。）。 

② 中間杭・構台杭 
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 本件 IR 施設の底盤以深及び外構部に設置されるＨ鋼を芯材とするソイルセメン

ト杭及びコンクリート杭（但し、本件 IR 施設の底盤下は大阪湾最低潮位より 2.4 メ

ートルの高さ以深、外構部は大阪湾最低潮位より 10 メートルの高さ以深に存在する

部分に限るものとし、本件 IR施設の撤去工事と一体で技術面から容易に撤去が可能

と認められる部分を除く。）。 

③ 反力杭 

 載荷試験のために設置したＨ鋼を芯材とするソイルセメント杭（但し、大阪湾最

低潮位から 9.0 メートルの高さ以深に存在する部分に限る。）。 

(62)「本件臨港緑地」とは、後記２「大阪・夢洲地区（平面図）」記載の臨港緑地のうち、SPC

が附帯事業に用いるための施設を整備し、及び運営・維持管理する部分をいう。 

(63)「本件 IR区域」とは、本件 IR 施設を設置する一団の土地の区域として、SPC により一

体的に管理されるものであって、認定区域整備計画に記載される後記２「大阪・夢洲地

区（平面図）」記載の区域をいう（IR 区域拡張予定地が本件 IR 区域の一部として追加さ

れた場合には、かかる追加された IR 区域拡張予定地を含む。）。 

(64)「本件 IR 施設」とは、本件 IR 区域に設置されるカジノ施設と IR 整備法第 2 条第 1 項

第 1 号乃至第 5 号に掲げる施設から構成される一群の施設（これらと一体的に設置さ

れ、及び運営される同項第 6号に掲げる施設を含む。また、立地協定（土地所有者）第

8 条の 2 に従い本件拡張予定施設又は本件拡張予定地整備施設が建設及び整備された場

合には、本件拡張予定施設及び本件拡張予定地整備施設を含む。）であって、SPC によ

り一体として設置され、及び運営されるものをいう。 

(65)「本件 IR施設等」とは、本件 IR 施設と附帯施設を総称していう。 

(66)「本件 IR 施設の開業」とは、本件 IR 施設の全部開業及び本件 IR 施設の部分開業を総

称していう。 

(67)「本件 IR施設の全部開業」とは、建築物等の供用及び本件 IR 施設の営業の開始に必要

となる全ての許認可等の取得及び検査が完了し、認定区域整備計画に記載された本件 IR

施設を構成する全ての施設（但し、当初の認定区域整備計画が変更された場合には、当

該変更後の認定区域整備計画において最初の開業時から設置及び運営させるものとし

て記載された本件 IR 施設を構成する全ての施設をいう。）の営業が開始されたと客観

的かつ合理的に認められることをいう。 

(68)「本事業関連施設」とは、本件 IR施設、附帯施設及び公共帰属施設を総称していう。 

(69)「本事業関連書類」とは、募集要項等、本特定合意内容及び本件各整備計画を総称して

いう。 

(70)「名目 GDP 変動率」とは、各改定検証日において市により計算される、前回の改定検証

日（初回の改定検証日は、当初の区域認定日から４年を経過した日以降の直近の４月１

日とする。）の直近において内閣府より公表された名目国内総生産の数値とその次の改

定検証日の直近において内閣府により公表された名目国内総生産の数値との間の変動

率をいう。 

(71)「有効活用等」とは、大阪・夢洲地区の全部又は一部を IR区域とし、SPC 以外の民間事

業者と共同して IR 整備法に規定される区域整備計画を作成し、その認定を国土交通大

臣に申請するため民間事業者を公募すること、又は、それ以外の方法により、本件土地

等や SPC 資産等の有効活用（本件土地等の売却・貸付、本件土地等での設置運営事業以

外の事業実施等を含むがそれらに限らない。）を図ることをいう。 

(72)「立地市町村等」とは、IR 整備法第 6条第 3項に定める意味を有する。 
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(73)「IR 関係法令等」とは、IR 整備法、国の定める関係政省令、基本方針及び各種ガイド

ライン、カジノ管理委員会が定めるカジノ管理委員会規則並びに府が定める実施方針等

をいう。 

(74)「IR 区域拡張予定地」とは、本実施協定第 61 条の 4の規定に基づき、本件 IR 区域の一

部として追加されることが予定されている後記２「大阪・夢洲地区（平面図）」記載の土

地をいう。但し、鉄道延伸部（北ルート）建設工事が開削工法による場合においては、

鉄道延伸部（北ルート）建設工事に必要となる部分として府が指定する部分を除くもの

とする。 

(75)「IR 区域拡張予定地整備計画」とは、IR 区域拡張予定地における本件拡張予定地整備

施設の建設・整備の内容及び事業条件等を定めた計画をいう。 

 

 

２． 大阪・夢洲地区（平面図） 

 

※ 本書作成時点における案であり、IR 関連協定等の締結までの間に、規定内容の本質・根幹

に変更が生じない範囲内で表現を修正等することがある。 

 

以上 


